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第１章 総則 

第１節 計画作成の趣旨 

【総務部】 

１ 計画の目的 

この計画は、市民生活に甚大な被害を及ぼすおそれのある大規模な風水害に対処するため、

平成 18 年７月豪雨、令和元年東日本台風災害など過去の大規模な災害の経験を教訓に、近年の

社会構造の変化を踏まえ、市、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共

的団体その他関係機関及び市民がそれぞれの役割を認識しつつ相互に連携し、総合的かつ計画

的な防災対策を推進することにより、『かけがえのない市民の生命、身体及び財産を風水害から

保護すること』を目的とする。 

２ 計画の性格 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条の規定に基づき、塩尻市防

災会議が作成する「塩尻市地域防災計画」の「風水害対策編」として、大規模な風水害に対処す

べき事項を中心に定めるものとする。 

３ 計画の推進及び修正 

この計画は、防災の時間的経過に応じて、「災害予防計画」・「災害応急対策計画」・「災害復旧

計画」の基本的事項を定め、風水害対策を総合的に推進していくもので、各防災関係機関及び

市の各対策本部は、この計画に基づき細部実施マニュアル等を定めるものとし、その具体的推

進に努めるものとする。 

また、防災に関する学術的研究の成果や発生した災害の状況等に関する検討と併せ、その時々

における防災上の重要課題を把握し、災害対策基本法第42条の規定に基づき、毎年検討を加え、

必要に応じて修正を加え、本計画に的確に反映させていくものとする。 

４ 長野県強靱化計画の総合目標、基本目標を踏まえた防災計画の作成等 

長野県強靱化計画は、大規模災害等に対する県土の脆弱性を克服し、事前防災及び減災その

他迅速な復旧等に資する施策を総合的に実施するため、国土強靱化の観点から長野県における

様々な分野の指針となる計画として「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災

等に資する国土強靱化基本法」第 13 条に基づき策定されている。このため、市は、長野県の国

土強靱化に関する部分については、長野県強靱化計画の総合目標「多くの災害から学び、いの

ちを守る県づくり」を基本とし、基本目標である 

(1) 人命の保護が最大限図られること 

(2) 負傷者等に対し、迅速に救助、救急活動が行われること 

(3) 必要不可欠な行政機能、情報通信機能は確保すること 

(4) 必要最低限のライフラインを確保し、早期復旧ができること 

(5) 流通・経済活動を停滞させないこと 
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(6) 二次的な被害を発生させないこと 

(7) 被災した方々の生活が継続し、日常の生活が迅速に戻ることを踏まえて作成した塩尻市国

土強靭化地域計画に基づき、本計画の作成及びこれに基づく防災対策の推進を図るものとす

る。 

５ 長野県広域受援計画を踏まえた防災計画の作成等 

この計画は、大規模災害時において国や他県等から広域的な人的・物的応援を円滑に受け入れ、

被災市町村に迅速に届けるために、後方支援を行う広域防災拠点の設置（資料編参照）や受援業

務の明確化など具体的な受援体制を構築するために策定した「長野県広域受援計画」とともに防

災対応を実施するものとする。 
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第２節 防災の基本方針 

【総務部】 

１ 防災対策の基本 

(1) 周到かつ十分な災害予防 

(2) 迅速かつ円滑な災害応急対策 

(3) 適切かつ速やかな災害復旧・復興 

を防災対策の基本とし、それぞれの段階において、市、県、防災関係機関及び市民が一体となっ

て、最善の対策をとるものとする。 

特に、災害時の被害を最小化する、いわゆる「減災」の考え方を防災の基本とし、たとえ被災

したとしても人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、

対策の一層の充実を図る。 

２ 防災体制の強化 

市、県及び防災関係機関は、緊密な連携のもとに、人命の安全を第一に 

(1) 防災施設・設備の整備を促進するとともに    （施設・設備） 

(2) 防災体制の充実と               （組織） 

(3) 市民の防災意識の高揚・防災活動組織の育成強化 （意識） 

(4) 高齢者、障がい者、児童、傷病者、外国人住民、外国人旅行者、乳幼児、妊産婦など特に配

慮を要する者（以下「要配慮者」という。）や女性を含めた多くの住民の地域防災活動への参

画 

(5) 地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図

るため、地方防災会議の委員に占める女性の割合を高めるよう取り組むなど、防災に関する

政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者、障がい者などの参画を拡大し、

男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立 

(6) 防災関係機関、市民等の間、市民等と行政の間での防災情報の共有を基本として、必要な

措置を講じるものとする。 

３ 市民の責務 

市民は、「自らの命は自らが守る」との認識のもと地域、職場、家庭等においてお互いに協力

し合い災害時を念頭においた防災対策を常日頃から講じるものとする。 

４ どこでも起こりうる災害時の被害を最小化し、安全・安心を確保するためには、行政による

公助はもとより、個々人の自覚に根ざした自助、身近な地域コミュニティ等による共助が必要

であり、個人や家庭、地域、企業、団体等社会の様々な主体が連携して日常的に減災のための行

動と投資を息長く行う運動を展開するものとする。また、その推進に当たっては、時機に応じ

た重点課題を設定する実施方針を定めるとともに、関係機関等の連携の強化を図る。 
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第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務

の大綱 
【総務部】 

第１ 実施責任 

１ 市 

市は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、災害から市の地域並びに市

民の生命、身体及び財産を保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関等及び他の地方公

共団体の協力を得て防災活動を実施する。 

２ 松本広域連合・松本広域消防局 

松本広域消防局は、災害から組織市町村の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を保護

するため、防災関係機関等と緊密な連携のもとに、防災活動を実施するとともに、市町村災害

対策本部の業務に従事する。 

３ 木曽広域連合・木曽広域消防本部 

木曽広域消防本部は、「松本広域連合と木曽広域連合との間における特別事務委託に関する規

約」に基づき、楢川地区において、災害から地域並びに市民の生命、身体及び財産を保護するた

め、防災関係等と密接な連携のもとに防災活動を実施する。 

４ 県 

県は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、県の地域並びに地域住民の生命、身体

及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等及

び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施するとともに、市及び指定地方公共機関等が

処理する防災に関する事務又は業務を助け、且つ、その総合調整を行う。 

５ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、県の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するた

め、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、

県及び市の活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置をとる。 

６ 指定公共機関及び指定地方公共機関等 

指定公共機関及び指定地方公共機関等は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、自ら防災活

動を実施するとともに、市及び県の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

７ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平常時から防災予防体制の整備を図るととも

に、災害発生時には応急措置を実施する。また、市、県その他防災関係機関の防災活動に協力す

る。 
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第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりである。 

 

１ 塩尻市 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

塩 尻 市  (1) 塩尻市防災会議、塩尻市警戒本部及び塩尻市災害対策本部に関

すること。 

 (2) 防災に関する組織の整備に関すること。 

 (3) 公共的団体の指導及び自主防災組織・ミニ防災組織の育成その

他市民への対策の推進・指導に関すること。 

(4) 防災に関する調査研究、訓練の実施、教育及び広報に関するこ

と。 

 (5) 災害に強い都市整備に関すること。 

 (6) 防災施設等の整備に関すること。 

 (7) 災害に関する情報の収集、伝達及び広報に関すること。 

 (8) 避難指示等に関すること。 

(9) 被害調査の実施及び報告に関すること。 

(10) 被災者に対する救助及び救護措置に関すること。 

(11) 消防、水防その他の応急措置に関すること。 

(12) 自衛隊、県、他の市町村等への応援要請及び総合応援体制の確

立に関すること。 

(13) 要配慮者の支援に関すること。 

(14) 救助物資、災害対策用資機材、生活必需品等の備蓄及び確保に

関すること。 

(15) 災害時における保健衛生、文教及び交通対策に関すること。 

(16) ボランティアの受入及び救援に関すること。 

(17) 公共土木施設、農地及び農業用施設等の応急措置及び復旧に関

すること。 

(18) 避難状況及び防災応急対策の実施状況の調査及び報告に関する

こと。 

(19) その他必要な災害応急対策に関すること。 

 

２ 松本広域連合 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

松本広域消防局  (1) 消防力の整備に関すること。 

 (2) 災害の予防、警戒及び鎮圧に関すること。 

 (3) 被災者に対する救助及び救護措置に関すること。 

 (4) 防災に関する訓練の実施及び教育に関すること。 

 (5) 自主防災組織の育成指導に関すること。 

 (6) 市町村災害対策本部の業務に関すること。 

 (7) 木曽広域連合との間における消防事務委託に関する規約に関す

ること。 
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３ 木曽広域連合 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

木曽広域消防本部  (1) 消防力の整備に関すること。 

 (2) 災害の予防、警戒及び鎮圧に関すること。 

 (3) 被災者に対する救助及び救護措置に関すること。 

 (4) 防災に関する訓練の実施及び教育に関すること。 

 (5) 自主防災組織の育成指導に関すること。 

 (6) 松本広域連合との間における消防事務委託に関する規約に関す

ること。 

 

４ 長野県 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

長 野 県  (1) 県防災会議、県警戒本部及び県災害対策本部に関すること。 

 (2) 防災施設の新設、改良及び復旧に関すること。 

 (3) 水防その他の応急措置に関すること。 

 (4) 県地域の災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査に関する

こと。 

 (5) 被災者に対する救助及び救護措置に関すること。 

 (6) 災害時における保健衛生、文教、治安及び交通対策に関するこ

と。 

 (7) その他県の所掌事務についての防災対策に関すること。 

 (8) 市町村及び指定地方公共機関の災害事務又は業務の実施につい

ての救助及び調整に関すること。 

 (9) 自衛隊の災害派遣要請・撤収に関すること。 

 

５ 長野県警察 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

塩尻警察署  (1) 災害関連情報の収集及び伝達に関すること。 

 (2) 被災者の救出に関すること。 

 (3) 交通規制及び警戒区域の設定に関すること。 

 (4) 行方不明者の調査又は遺体の検視に関すること。 

 (5) 犯罪の予防、取締りその他社会秩序の維持に関すること。 

６ 指定地方行政機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

 (1) 関東財務局 

（長野財務事務所） 

ア 市に対する資金の融通あっせんに関すること。 

イ 災害時における金融機関の緊急措置の指示に関すること。 

 (2) 関東信越厚生局 ア 管内の災害状況の情報収集及び通報に関すること。 

イ 関係機関との連絡調整に関すること。 
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 (3) 関東農政局 

（長野支局） 

ア 災害予防対策 

 (ｱ) ダム、堤防、樋門等の防災上重要な施設の点検整備等の実施又

は指導に関すること。 

 (ｲ) 農地、農業用施設等を防護するため、防災ダム、ため池、土砂

崩壊防止、農業用河川工作物、湛水防除、農地侵食防止等の施設

の整備に関すること。 

イ 応急対策 

 (ｱ) 農業に関する被害状況の取りまとめ及び報告に関すること。 

 (ｲ) 災害時における種もみ、その他営農資材の確保に関すること。 

 (ｳ) 災害時における生鮮食料品等の供給に関すること。 

 (ｴ) 災害時における農作物、蚕、家畜等に係わる管理指導及び病害

虫の防除に関すること。 

 (ｵ) 土地改良機械及び技術者等の把握、緊急貸出及び動員に関する

こと。 

ウ 復旧対策 

 (ｱ) 災害発生後はできる限り速やかに査定を実施し、農地、農業用

施設等について特に必要がある場合の緊急査定の実施に関するこ

と。 

 (ｲ) 災害による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関するこ

と。 

 (4) 中部森林管理局 ア 防災上の治山事業の充実及び保安林の整備、管理の適正化に関す

ること。 

イ 林野火災の予防及び発生時の応急措置に関すること。 

ウ 災害応急対策用材の供給に関すること。 

 (5) 北陸信越運輸局  災害時における船舶、鉄道及び自動車による輸送の斡旋並びに船舶

及び自動車による輸送の確保に関すること。 

 (6) 東京航空局 

（東京空港事務所松本

空港出張所） 

ア 災害時における航空機による輸送に関し、運航の安全を確保する

ために必要な措置に関すること。 

イ 遭難航空機の捜索及び救助に関すること。 

ウ 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底に関すること。 

 (7) 東京管区気象台 

 （長野地方気象台） 

ア 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表 

イ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に

限る）及び水象の予報並びに警報等の防災気象情報の発表、伝達及び

解説 

ウ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備 

エ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言 

オ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発 

（8）信越総合通信局 ア 災害時における通信・放送の確保に関すること。 

イ 非常通信に関すること 

ウ 非常災害時における臨時災害放送局の開局等の臨機の措置に関す

ること。 

エ 災害対策用移動通信機器、災害対策用移動電源車及び臨時災害放

送用機器の貸出に関すること。 
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（9） 長野労働局 ア 事業場における産業災害の防止に関すること。 

イ 事業場における自主防災体制の確立に関すること。 

（10） 関東地方整備局 

    中部地方整備局 

 

ア 災害予防に関すること。 

 (ｱ) 応急復旧用資機材の備蓄の推進。 

 (ｲ) 機動力を生かした実践的な方法による防災訓練の実施。 

 (ｳ) 関係機関との連携による災害に強い地域づくり計画の策定。 

イ 応急及び災害復旧に関すること。 

 (ｱ) 応急活動のための体制の整備及び所掌事務の実施。 

 (ｲ) 防災関係機関との連携による応急対策の実施。 

 (ｳ) 路上障害物の除去等による緊急輸送道路の確保。（北陸地方整備

局は除く） 

 (ｴ) 所管施設の緊急点検の実施。 

 (ｵ) 緊急を要すると認められる場合の申し合わせに基づく自主的な

応急対策の実施。 

（11） 中部地方環境 

    事務所 

ア 有害物資の漏洩及び石綿の飛散防止に関すること。 

イ 災害廃棄物対策に関する広域的な連携体制や民間連携の促進に関 

すること。 

（12） 関東地方測量部 ア 災害時等における地理空間情報の整備・提供に関すること。 

イ 復旧・復興のための公共測量の指導・助言に関すること。 

（13） 第九管区 

    海上保安部 

災害時における救助及び援助に関すること。 

 

７ 陸上自衛隊第 13 普通科連隊 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

陸上自衛隊 

第 13 普通科連隊 

(1) 災害時における人命又は財産の保護のための応急救護活動

に関すること。 

(2) 災害時における応急復旧活動に関すること。 

 

８ 指定公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

 (1) 日本郵便㈱ 

 （信越支社） 

 （市内各郵便局） 

 

ア 災害時における郵便事業の確保、郵便業務に係る災害対策特

別事務取扱い及び援護対策等に関すること。 

イ 災害時における窓口業務の確保に関すること。 

(市内郵便局：塩尻･塩尻大門南･塩尻中町･広丘･洗馬･本洗馬･北

熊井･北小野･贄川･平沢･奈良井) 

 (2) ＪＲ各社 （東日本旅客鉄道㈱ 塩尻駅  東海旅客鉄道㈱ 木曽福島駅） 

ア 鉄道施設の防災に関すること。 

イ 災害時における避難者の輸送に関すること。 

 (3) 日本貨物鉄道㈱ 

（関東支社長野支店） 

 災害時における鉄道貨物による救助物資等の輸送の協力に関

すること。 

 (4) 電気通信事業者 （ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク

㈱、楽天モバイル㈱） 
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ア 電気通信設備の保全に関すること。 

イ 災害非常通話の確保及び気象情報の伝達に関すること。 

 (5) 日本銀行 

（松本支店） 

ア 金融機関の支払いに対する現金の準備に関すること。 

イ 損傷通貨の引換えに関すること。 

 (6) 日本赤十字社 

（長野県支部） 

ア 医療、助産等救助及び救護に関すること。 

イ 災害救助等の奉仕者の連絡調整に関すること。 

ウ 義援金の募集に関すること。 

 (7) 国立病院機構 

（関東信越ブロック） 

 医療、助産等救助、救護に関すること。 

 (8) 日本放送協会 

（松本支局） 

 災害情報等広報に関すること。 

(9) 日本通運㈱ 

（松本支店） 

 災害時における貨物自動車による救援物資等の輸送の協力に

関すること。 

(10) 電力会社 

 

（中部電力パワーグリッド㈱及び東京電力ホールディングス㈱） 

ア 電力施設の保全、保安に関すること 

イ 電力の供給に関すること 

(11) 中日本高速道路㈱  長野自動車道の防災に関すること。 

 

９ 指定地方公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

（1） ガス会社 （㈱エナキス、松本ガス㈱） 

ア ガス施設の保全、保安に関すること。 

イ ガスの供給に関すること。 

 (2) 路線バス会社等 （アルピコタクシー㈱) 

 災害時における路線バスによる避難者の輸送の協力に関する

こと。 

 (3) 貨物自動車運送事業者 

  (公社)長野県トラック協

会 

 災害時における貨物自動車による救助物資等の輸送の協力に

関すること。 

 (4) 放送各社 （信越放送㈱、㈱長野放送、㈱テレビ信州、長野朝日放送㈱、長

野エフエム放送㈱、エルシーブイ㈱、㈱テレビ松本ケーブルビジ

ョン、しおじりコミュニティ放送㈱） 

 天気予報及び警報、災害情報等広報に関すること。 

 (5) 医師会、歯科医師会、看

護協会 

 災害時における医療等救護活動の実施に関すること。 

 (6) 薬剤師会  災害時における救護活動に必要な医薬品及び医療機材の提供

に関すること。 

 (7) 帝石パイプライン㈱ ア ガス施設の保全、保安に関すること。 

イ ガスの供給に関すること。 

 (8) (一社)長野県ＬＰガス

協会 

 液化石油ガスの安全に関すること。 

 (9) (一社)長野県建設業協

会 

 災害時における公共施設の応急対策業務の協力に関すること。 
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 (10) 長野県土地改良事業団

体連合会 

 ため池、ダム及び水こう門の地震防災に関すること。 

 

10 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

 (1)奈良井川土地改良区 

 田川土地改良区 

 塩尻市土地改良区 

 

 ため池、ダム及び水こう門の防災に関すること。 

 (2) 松本ハイランド 

農業協同組合 

   洗馬農業協同組合 

ア 市及び県が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

イ 農作物の災害応急対策の指導に関すること。 

ウ 被災農家に対する融資及びあっせんに関すること。 

エ 農業生産資材、農家生活資材等の確保及びあっせんに関すること。 

オ 農産物の需給調整に関すること。 

 (3) 松本広域森林組

合、木曽森林組合 

ア 市及び県が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

イ 被災組合員に対する融資及びあっせんに関すること。 

ウ 木材の供給と物資のあっせんに関すること。 

 (4) 長野県農業共済組

合 

ア 市及び県が行う被害状況調査の協力に関すること。 

イ 加入組合員に対する農業災害補償に関すること。 

 (5) 奈良井川漁業協同

組合 

ア 市及び県が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

イ 被災組合員に対する融資及びあっせんに関すること。 

ウ 漁船、共同施設の災害応急対策及びその復旧に関すること。 

 (6) 市内水利組合 ア 災害時の水利施設応急対策に関すること。 

イ 水利施設の復旧協力に関すること。 

 (7) 塩尻市商工会議所 

    

ア 市及び県が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

イ 被災組合員の融資及びあっせんの協力に関すること。 

ウ 災害時における物価安定の協力に関すること。 

エ 救助物資、復旧資材の確保及びあっせんの協力に関すること。 

 (8) 病院等医療施設の

管理者 

ア 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること。 

イ 災害時における入院者の保護及び誘導に関すること。 

ウ 災害時における病人等の収容及び保護に関すること。 

エ 災害時における被災負傷者の治療及び助産に関すること。 

(9) 塩尻市社会福祉協

議会 

ア 要配慮者への防災教育の指導及び普及に関すること。 

イ 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること。 

ウ 災害時における入所者の保護及び誘導に関すること。 

エ 災害時における要配慮者の救護及び救済に関すること。 

オ 災害時における在宅要配慮者の安否確認の協力に関すること。 

カ 災害時におけるボランティアセンターの立上げ及び運営に関する

こと。 

キ 災害時における福祉避難所の設置・運営に関すること。 

ク 災害時における人的支援に関すること。 

(10) 社会福祉施設の管

理者 

ア 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること。 

イ 災害時における利用者・入所者の保護及び誘導に関すること。 
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(11) 金融機関  被災事業者等に対する資金融資に関すること。 

(12) 学校法人 

  (松本歯科大学・松樹

学園) 

ア 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること。 

イ 災害時における教育対策に関すること。 

ウ 被災施設の災害復旧に関すること。 

(13) 建設業協会  災害時の土木関係施設の復旧協力に関すること。 

(14) 水道事業協同組合  災害時の上下水道関係施設の復旧協力に関すること。 

(15) 防火管理協会 ア 火災発生の防止に関すること。 

イ 火災発生による人命の安全確保及び財産保護に係る火災予防体制

の強化に関すること。 

(16) 危険物施設及び高

圧ガス施設の管理者 

ア 安全管理の徹底に関すること。 

イ 防護施設の整備に関すること。 

ウ 防災応急対策の実施及び協力に関すること。 

(17) タクシー協会 ア 災害情報の収集及び伝達に関すること。 

イ 乗客の避難に関すること。 

ウ 災害時の応急輸送対策に関すること。 

(18) 宅建協会  災害時のアパートその他借家の情報収集に関すること。 

(19) 観光協会 ア 災害時における観光者の避難誘導に関すること。 

イ 災害時における観光者の保護及び救護に関すること。 

(20) 旅館組合 ア 情報の伝達及び情報収集の協力に関すること。 

イ 災害時における宿泊者の保護及び救護に関すること。 

ウ 災害時の空き部屋等施設のあっせんに関すること。 

(21) 報道機関各社  気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること。 

(22) 電気工事協賛会  災害時の電気関係施設の復旧協力に関すること。 

(23) 自主防災組織等の

住民組織その他公共

的な防災活動団体 

（日赤奉仕団、交通安全

協会、区長会、消防協力

隊、女性消防隊等） 

ア 市が実施する防災活動に対して、各種団体の業務に応じての協力

に関すること。 

イ 各種団体の活動に関連した防災上必要な活動に関すること。 

(24) ボランティア連絡

協議会、通訳ボラン

ティア連絡会、アマ

チュア無線クラブ、

公民館、ＰＴＡ、保

護者会、青年会議所、

体育協会等 

ア 市、県が行う災害応急対策の協力に関すること。 
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第４節 塩尻市の概況 

【総務部】 

第１ 自然的条件 

１ 位置等 

震災対策編第１章第４節「塩尻市の概況」参照。 

２ 地勢 

震災対策編第１章第４節「塩尻市の概況」参照。 

３ 地質 

震災対策編第１章第４節「塩尻市の概況」参照。 

４ 地盤 

震災対策編第１章第４節「塩尻市の概況」参照。 

５ 気象 

本市の気象は、太平洋側気候に属しているが、海からは遠く、かつ、標高 1,000ｍから 3,000

ｍの山脈に囲まれた標高 600ｍから 1,000ｍの地帯で、中央高地気候区としての特色を示し、平

均気温は比較的寒い内陸性の気候で温度差があり、平均気温 12.6 度 (2021 年)となっている。 

湿度が低いため空気が澄んでいる。日最低気温平均-2.3℃（２月）からの日最高気温平均

29.6℃（７、８月）と季節による寒暖の差が著しく、また、夏は日中高温となり夜間は冷え込

み、冬は高冷地のため寒さが厳しいが、積雪は少ない。平均年間降水量は、1,191 ミリとなって

いる。 

６ 自然的条件にみる災害の要因 

自然的な条件からくる災害要因の制御が十分できない限り、異常気象が発生し、それがあ

る程度まで進行するとそれは災害に転化する。本市は、雨による災害が最も多いが、冷害、凍

霜害等がもたらす農業災害も生じている。 

本市のおかれた自然的環境は概して厳しく、それが人為的な諸要因と相関して災害に発展

する素因が常に内在しているが、それらのうち、特に災害と関連して考えられる要因には次

のものがある。 

(1) 流出土砂の生産源 

全般的に地形が複雑急峻であり、風化、浸食に弱い地域が広範囲を占めていて土砂の生産

源となっており、そのため流出土砂が著しく、洪水の大きな要因となっている。 

(2) 広域な高冷地帯 

全域で標高が高く内陸であるため、高冷地における農作物等の生育可能期間が短く、凍霜

害、低温障害等の被害が発生しやすい。 

(3) 地形による災害の局地性 

梅雨末期の大雨、台風等による豪雨の際、複雑な地形は大災害を局地的に発生させる。ま

た、夏は地形による空気の上昇がしばしば起こるため、気層が局部的に不安定となり、地域



風水害対策編 第１章第４節 

塩尻市の概況 

 －528－

的には激しいひょうや大雨等が発生する要因となっている。 

(4) 前線の影響及び台風の進路による影響 

梅雨期や秋雨期には、前線を東進する低気圧や台風の北上に伴い、南海上から流入する暖

湿気流によって、前線活動が活発となり大雨を降らせることがあり、水害の直接の要因とな

っている。特に梅雨末期は集中豪雨となりやすく警戒を要する。 

 

第２ 社会的条件 

震災対策編第１章第４節「塩尻市の概況」参照。 
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第５節 風水害アセスメント 

【総務部】 

第１ 基本的な考え方 

本市は、地形、地質とも複雑であり、土砂災害の危険な箇所が広く分布し、風水害による大きな

被害が懸念される。そこで、旧塩尻市地域においては平成 14 年度、楢川地区においては平成 18 年

度に防災アセスメント調査を実施し、既存の危険箇所資料、災害履歴資料を用いて、風水害の危

険地域を把握した。その後、災害に関する最新の知見及び社会条件の変化を踏まえ、平成 28 年度

に防災アセスメント調査を行った。 

本計画は、防災アセスメント調査の結果に基づき、予想される災害の様相を把握し、風水害対

策の方向性について災害予防計画、災害応急活動、災害復旧対策計画等の目標とするものである。 

 

第２ 想定される風水害 

本市が受ける可能性がある風水害としては、地形的・地質的にみて浸水及び土砂災害が主たる

災害の種類である。これらを引き起こす主な原因としては、台風や低気圧・前線の通過による大

雨があげられる。 

災害の種類 現象 

浸 水 

外水氾濫 
大きな河川の中・下流域で、河川水位が上昇して、堤防を乗り越

えたり決壊したりして、地域が浸水する。 

内水氾濫 
洪水時に本川水位の上昇などにより、堤内地（住居側）の排水が

困難となり浸水する。 

土砂災害 

がけ崩れ 急勾配の斜面が、降雨等により突発的に崩落する。 

地すべり がけ崩れよりも大規模・継続的で、徐々に斜面下方に滑動する。 

土石流 渓流で、水と土石が一体となって、高速で下流に流下し氾濫する。 

 

第３ 評価結果 

１ 浸水危険区域 

本市域では、奈良井川、塩沢川、田川、小曽部川、矢沢川、小野川が浸水想定の対象となり、

浸水想定域の大半は水田等の農地で占められているが、奈良井川では太田橋付近の太田集落、

塩沢川では田川高校北側の住宅地等が浸水想定域に含まれている。これらの地域では、大雨な

どによる氾濫の危険が迫った場合の情報伝達や事前の避難などの対策を徹底しておく必要があ

る。 

２ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 

本市では、山間地域で河川に沿った狭隘な平地に集落が立地するため、背後に急峻な山地、

渓流が迫っているところが多い。そのため、集落の多くが土砂災害警戒区域等に重複する。ま

た、土砂災害警戒区域等は、保全対象となる人家のある区域を対象としているが、山間地域を

中心として、人家の立地しない区域にも土石流、急傾斜地の崩壊、地滑りがおこりうる箇所が

多数ある。 
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第４ 防災対策上の課題 

各地区の防災対策上の課題は次のとおりである。 

１ 大門地区 

大門地区は、市の中央に位置し、土砂災害のリスクは低く、河川氾濫については田川の浸水

想定区域で、浸水リスクがある。風水害による影響人口も約 20人と 10 地区の中で最も少ない。

地区内の避難所収容力は約 5,000 人分の余裕があり、災害対応力は十分備わっているため、近

隣地区からの避難者の受け入れが可能である。 

２ 塩尻東地区 

塩尻東地区は、市の東部に位置し、平野と山地が混在する地区であり、土砂災害のリスクが

やや高く、河川氾濫については矢沢川の浸水想定区域で、浸水リスクがある。地区内の避難所

収容力は約 1,700 人分の余裕があり、災害対応力は高い。隣接する北小野地区からの避難者の

受け入れが可能である。 

３ 片丘地区 

片丘地区は、市の北東部に位置し、地区の西側が平野、東側が山地である。東側の山地の影響

で、土砂災害警戒区域（土石流）が広く分布し、10 地区のうちもっとも影響人口が多い地区で

ある。避難所の収容力は約 2,400 人分不足する。 

片丘地区は、災害リスクが高く、災害対応力が低いものの、近隣地区との地形的な障害はな

く、大門、高出地区などの避難収容力に余裕のある近隣地区への避難が可能なため、潜在的に

は災害対応力が高い地区と言える。 

今後は、県と連携して土砂災害危険箇所の整備を図るとともに、災害リスクのある土地利用

の見直しを検討するなどの土砂災害による災害リスクを低減させる取組が必要と考えられる。 

４ 広丘地区 

広丘地区は、市の北部に位置し、平野が広がる。土砂災害のリスクは低い。地区内の奈良井

川、田川の浸水想定区域ではやや影響を受ける住民がいる。 

避難所の収容力は約 2,800 人分の余裕があり、災害対応力は十分備わっている。近隣地区と

の地形的制約もなく、大門地区と同様に他地区からの受け入れが可能な地区である。 

５ 高出地区 

高出地区は、市の中央に位置し、平野が広がる。地区内には土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩

壊）が点在し、土砂災害のリスクはやや高い。河川氾濫については田川の浸水想定区域で、浸水

リスクがある。 

避難所の収容力は約 1,400 人分の余裕があり、災害対応力は備わっている。近隣地区との地

形的制約もなく、片丘地区などからの受け入れが可能である。 

６ 吉田地区 

吉田地区は、市の北部に位置し、平野が広がる。土砂災害のリスクは低い。塩沢川、田川の浸

水想定区域があり、影響を受ける住民がいる。 



風水害対策編 第１章第５節 

風水害アセスメント 

 －531－

避難所の収容力は約 2,500 人分の余裕があり、災害対応力は備わっている。 

隣接する地区は広丘地区のみのため、避難所の収容力の不足する地区（片丘、北小野、楢川）

からの受け入れには適さないと考えられる。 

７ 洗馬地区 

洗馬地区は、市の西部に位置し、地区の北側は平野、南側は山地である。河川氾濫については

奈良井川、小曽部川の浸水想定区域があり、影響を受ける住民が多い。南側の山地では土砂災

害のリスクが高い。また、南側の山地では小曽部川沿いの幹線道路があるのみで、土砂災害に

より道路が寸断されると、集落が孤立する可能性がある。 

避難所の収容力は約 890 人分の余裕があり、避難者収容力は備わっている。ただし、地形的

な制約から、集落が孤立する可能性が高いことから、迅速な避難情報の伝達等の避難体制の整

備が必要と考えられる。 

８ 宗賀地区 

宗賀地区は、市の中央に位置し、大門地区と楢川地区を結ぶ平野と山地が混在する地区であ

る。地区の北側は平野、南側は山地である。土砂災害のリスクが高い。また、宗賀地区では、昭

和 40年に集中豪雨により土砂災害が発生し８人の犠牲者がでている。 

避難所の収容力は約 750 人分の余裕があり、災害対応力は備わっているものの、影響人口が

多いことから、迅速な避難情報の伝達等の避難体制の整備が必要と考えられる。 

今後は、県と連携して土砂災害危険箇所の整備を図るとともに、災害リスクのある土地利用

の見直しを検討するなどの土砂災害による災害リスクを低減させる取組が必要と考えられる。 

９ 北小野地区 

北小野地区は、市の東部に位置するゆるやかな山間地で、土砂災害のリスクが高い。河川氾

濫については小野川の浸水想定区域で、浸水リスクがある。 

避難所の収容力は約 250 人分不足するものの、隣接する塩尻東地区への避難が可能であるた

め、潜在的な災害対応力は高い地区と言える。 

１０ 楢川地区 

楢川地区は、市南部に位置し、急峻な山地に囲まれた山間地である。市街地からは遠く、南北

に長く、広範囲にわたって集落が点在し、土砂災害警戒区域も集落と同様に分布する。河川氾

濫については奈良井川の浸水想定区域で、浸水リスクがある。 

地区内の集落は、奈良井川沿いを通る国道 19 号が、市街地へと結ばれる唯一の幹線道路であ

り、土砂災害で道路が途絶された場合に孤立する可能性のある集落が多数存在する。 

今後は、県と連携して土砂災害危険箇所の整備を図り、土砂災害による災害リスクを低減さ

せる取組が必要と考えられる。また、地域住民と連携し、迅速で正確な避難情報の伝達、安全な

避難所の整備などの災害対応力を向上させる取組が必要と考えられる。 
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第２章 災害予防計画 

第１節 風水害に強いまちづくり 

【総務部】 

第１ 基本方針 

本市の自然的、地域の特性に配慮しつつ、防災アセスメント調査の結果を踏まえ、風水害に強

いまちづくりを行う。 

また、「自らの命は自らが守る」という意識の徹底や、地域の災害リスクととるべき避難行動等

についての住民の理解を促進するため、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提と

し、住民主体の取組を支援・強化することにより、社会全体としての防災意識の向上を図る。 

 

第２ 主な取組み 

１ 交通、通信施設の風水害に対する安全性の確保、治山、治水事業等の総合的、計画的推進等風

水害に強い郷土を形成する。 

２ 総合的風水害の対策の推進による、風水害に強いまちの形成、建築物の安全性確保、ライフ

ライン施設等の機能の確保等風水害に強いまちづくりを推進する。 

３ 気候変動による水害リスクの増大に備えるため、これまでの河川管理者等の取組だけでなく、

流域に関わる関係者が、主体的に治水に取り組む社会を構築する必要があるこ とから、あらゆ

る関係者（国・都道府県・市町村・企業・住民等）が協働して流域全体で行う治水「流域治水」

へ転換し、被害の軽減に努めるものとする。 

 

第３ 計画の内容 

１ 風水害に強い郷土づくり 

(1) 現状及び課題 

本市は、地勢地質とも複雑な形成となっていて、急峻な地形、もろい地盤とあいまって、防

災アセスメント調査で示しているとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が広く

分布し、風水害による大きな被害が懸念されることから、災害に強い安全な郷土の形成に取

り組む。また、大門・広丘・高出・吉田を中心とした市街化区域の各地区では、急激な人口増

により地域のつながりも薄れがちな傾向にあることから、市民相互の防災体制を高めていく

必要がある。 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｱ) 総合的・広域的な計画の作成に際しては、暴風、竜巻、豪雨、洪水、地すべり、土石流、

崖崩れ等による風水害から市域及び市民の生命、身体、財産を保護することに十分配慮

する。 
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(ｲ) 基幹的な交通・通信施設等の整備に当たっては、ネットワークの充実などにより風水

害に対する安全性の確保に努める。 

(ｳ) 住宅、学校や病院等の公共施設等の構造物、施設の安全性の確保等に努める。 

(ｴ) 風水害に強い市域の形成を図るため、イ(ｴ)の事項に配慮しつつ、治山、治水、急傾斜

地崩壊対策、農地防災等の事業を総合的、計画的に推進する。 

(ｵ) 老朽化した社会資本について、長寿命化計画の作成・実施等により、その適切な維持

管理に努める。 

(ｶ) 大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、大規模氾濫

減災協議会など既存の枠組みを活用することにより国や他の地方公共団体との協力体制

の構築に努めるとともに、他の地方公共団体との応援協定を締結するなど、災害時の具

体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努める。 

イ 県が実施する計画（全部局） 

(ｱ) 総合的・広域的な計画の作成に際しては、暴風、豪雨、洪水、地すべり、土石流、崖崩

れ等による風水害から県土及び県民の生命、身体、財産を保護することに十分配慮する

ものとする。 

(ｲ) 基幹的な交通・通信施設等の整備に当たっては、代替性を確保するための道路ネット

ワークの充実、航空交通ネットワークの機能強化、施設・機能の代替性の確保、各交通・

通信施設の間の連携の強化等により、大規模災害発生時の輸送・通信手段の確保に努め

るものとする。 

(ｳ) 住宅、学校や病院等の公共施設等の構造物、施設の安全性の確保等に努めるものとす

る。 

(ｴ) 風水害に強い県土の形成を図るため、下記の事項に配慮しつつ、治山、治水、急傾斜地

崩壊対策、農地防災、下水道等の事業を総合的、計画的に推進するものとする。 

ａ 河川改修やダムなどにより洪水の発生を軽減するとともに、洪水被害を想定した洪

水ハザードマップ の作成を支援するものとする。 

ｂ 土石流、地すべり、崖崩れ、雪崩などを防ぐため、治山・砂防施設の設置を推進する

とともに、土砂災害警戒区域等の指定を通して、土砂災害のおそれのある区域につい

て、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制を進めるものとする。 

ｃ 台風、集中豪雨等に伴う山地災害に対処する治山施設の整備等のハード対策と、山

地災害危険地区に係る監視体制の強化、情報提供等のソフト対策を一体的に推進する

ものとする。また、山地災害の発生を防止するため、森林の整備・保全を推進するもの

とする。 

ｄ 治水、治山、急傾斜地崩壊対策、農地防災、下水道等の事業による風水害対策を実施

した場合は、環境や景観へも配慮するものとする。 

(ｵ) 老朽化した社会資本について、長寿命化計画の作成・実施等により、その適切な維持

管理に努めるものとする。 
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(ｶ) 気候変動による影響を踏まえ、社会全体で被害を防止・軽減させるためのハード・ソフ

ト対策を総合的かつ一体的に推進することを目的として、国（国土交通大臣）及び都道府

県知事が組織する「大規模氾濫減災協議会」、「都道府県大規模氾濫減災協議会」、「流域治

水協議会」、「総合土砂災害対策推進連絡会」等を活用し、国、市町村、河川管理者、水防

管理者等の集水域を含めた流域全体のあらゆる関係者が協働し、「流域治水」の取組を推

進するための密接な連携体制を構築するものとする。 

(ｷ) 大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、大規模氾濫

減災協議会など既存の枠組みを活用することにより国や他の地方公共団体との協力体制

の構築に努めるとともに、他の地方公共団体との応援協定を締結するなど、災害時の具体

的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努めるものとする。 

ウ 関係機関が実施する計画（交通・通信施設管理機関） 

主要な鉄道、道路等の基幹的な交通・通信施設等の整備に当たっては、ネットワークの

充実を含む風水害に対する安全性の確保に努めるものとする。 

２ 風水害に強いまちづくり 

(1) 現状及び課題 

都市化の進展に伴う、人口の密集、危険地域への居住地の拡大、ライフライン等への依存

度の増大により風水害を及ぼす被害は多様化しており、風水害に強いまちづくりが必要とな

っている。 

(2) 実施計画  

ア 市が実施する計画 

(ｱ) 風水害に強いまちの形成 

  ａ 治水・防災・まちづくり・建築を担当する各部局の連携の下、有識者の意見を踏ま

え、豪雨、洪水、土砂災害等に対するリスクの評価について検討する。特に、豪雨や洪

水のリスク評価に際しては、浸水深や発生頻度等を踏まえて検討するよう努めるもの

とする。また、これらの評価を踏まえ、防災・減災目標を設定するよう努める。 

ｂ 土砂災害警戒区域又は浸水想定区域内の要配慮者利用施設の名称及び所在地等につ

いて、市地域防災計画資料編に定める。また、当該施設の所有者又は管理者に対する

土砂災害、洪水等に関する情報伝達のため、防災行政無線、電話、ＦＡＸ、市ホームペ

ージ、緊急メール、ソーシャルメディア等の多様な手段を用いた避難に関する情報伝

達体制を構築する。 

ｃ 土砂災害警戒区域等又は浸水想定区域ごとに、情報伝達、予警報の発表･伝達、避難、

救助、その他必要な警戒避難体制に関する事項について定めるとともに、情報伝達方

法、指定緊急避難場所及び指定避難所及び避難経路に関する事項その他警戒区域にお

ける円滑な警戒避難が行われるために必要な事項について市民に周知するよう努める。

また、基礎調査の結果、土砂災害警戒区域に相当することが判明した区域についても、

土砂災害警戒区域の指定作業と並行して、上記と同様の措置を講じるよう努める。 
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ｄ 洪水、崖崩れ等による危険の著しい区域については、災害を未然に防止するため災

害危険区域や土砂災害警戒区域等の指定について、検討を行い、必要な措置をとる。

なお、災害危険区域の指定を行う場合は、既成市街地の形成状況や洪水浸水想定区域

等の状況を踏まえ、移転の促進や住宅の建築禁止のみならず、市が定める水位より高

い地盤面や居室の床面の高さ、避難上有効な高さを有する屋上の設置など，様々な建

築の制限を幅広く検討する。 

ｅ 立地適正化計画による都市のコンパクト化及び防災まちづくりの推進にあたっては、

災害リスクを十分考慮の上、居住誘導区域を設定するとともに、同計画にハード・ソ

フト両面からの防災対策・安全確保対策を定める防災指針を位置付ける。  

ｆ 特定都市河川の河川管理者、特定都市河川流域に係る市町村及び特定都市下水道の

下水道管理者は、特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るため、共同して、

流域水害対策計画を策定する。その際、「流域水害対策協議会」等を組織し、流域水害

対策計画の作成及び変更に関する協議並びに流域水害対策計画の実施に係る連絡調整

を行う。 

ｇ 防災拠点等の災害時において、防災に資する公共施設の積極的整備を図るとともに

対応する災害に応じて防災拠点施設等の浸水防止機能、土砂災害に対する安全確保等

に努める。 

ｈ 宅地造成及び特定盛土等規則法に基づく既存盛土等に関する調査等を実施し、必要

に応じ、把握した盛土等について安全性把握のための詳細調査や経過観察を行う。ま

た、これらを踏まえ、危険が確認された盛土等について、災害を防止するために必要

な措置を行う。さらに、その内容について、県と情報共有を行うとともに、必要に応じ

て住民への周知を図るものとする。 

ｉ 道路防災対策等を通じて、強靭で信頼性の高い道路網を図る。また、避難路、緊急輸

送道路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交通の確保を図るた

め、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、国が

促進する一般送配電事業者、電気通信事業者における無電柱化の取組と連携しつつ、

無電柱化の促進を図る。 

  ｊ 所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、災害発生のおそれのある所   

有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特

別措置法に基づく措置を活用した防災対策を推進するものとする。 

  ｋ アンダーパス部等の道路の冠水を防止するため、排水施設及び排水設備の補修等を

推進する。また、渡河部の道路橋や河川に隣接する道路の流出により、被災地の孤立が

長期化しないよう、洗堀防止や橋梁の架け替え等の対策を推進するものとする。 

ｌ 以下の事項を重点として総合的な風水害の対策を推進することにより、風水害に強

いまちを形成する。 

(a) 溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域について、豪雨、 洪水、
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土砂災害等に対するリスクの評価を踏まえ、都市的土地利用を誘導しないものとし、

必要に応じて、移転等も促進する等、風水害に強い土地利用の推進 

(b) 住民が自らの地域の水害リスクに向き合い、被害を軽減する取組を行う契機とな

るよう、分かりやすい水害リスクの提供。 

(c) 河川、下水道について築堤、河道掘削、遊水池、放水路、雨水渠、内水排除施設等

の建設等の推進 

(d) 防災調節（整）池の設置、透水性舗装の実施、雨水貯留・浸透施設の設置、盛土の

抑制などを地域の特性を踏まえつつ必要に応じて実施することによる流域の保水・

遊水機能の確保 

(e) 浸水想定区域の指定のあったときは、浸水想定区域内における円滑かつ迅速な避

難確保のため、情報伝達、予警報の発令･伝達、避難、救助、その他必要な事項を記

載した防災マップの作成や避難行動要支援者名簿を活用した避難行動要支援者の避

難支援、避難訓練の実施等の取り組みが必要である。 

(f) 浸水想定区域内の要配慮者利用施設の名称及び所在地について、市地域防災計画

資料編に定める。 

(g) 浸水想定区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者及び自主防災組織の構成

員に対して、防災行政無線、電話、ＦＡＸ、市ホームページ、緊急メール、ソーシャ

ルメディア等の多様な手段を用いて洪水予報等の情報を伝達する。 

(h) 浸水想定区域ごとに、情報伝達、予警報の発令･伝達、避難、救助、その他必要な

事項を記載した防災マップ等を作成し、冊子の配布や市のホームページ上での公開

等により市民への周知に努める。 

(i) 洪水、雨水出水、土砂災害等による浸水実績、浸水想定区域及び土砂災害警戒区

域等を公表し、安全な土地利用の誘導、風水害時の避難体制の整備の促進 

(j) 洪水浸水想定区域が指定されていない中小河川について、河川管理者から必要な

情報提供、助言等を受け、過去の浸水実績等を把握したときは、水害リスク情報とし

ての住民、滞在者その他の者へ周知する。 

(k) 土石災害のおそれのある個所における砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩

壊防止施設の整備等に加え、土砂災害に対する警戒避難に必要な雨量計、ワイヤー

センサー等の設置及び流木・風倒木流出防止対策を含め、総合的な土砂災害防止対

策を推進 

     特に土砂・流木による被害の危険性が高い中小河川においては、土砂・流木補足効

果の高い透過型砂防堰堤等の整備を実施するとともに、土砂・洪水氾濫による被害

の危険性が高い河川において、砂防堰堤、遊砂地等の整備を実施 

(l) 高齢者等に経済的・身体的に特に大きな負担を与える慢性的な床上浸水被害を解

消するための床上浸水対策や、指定緊急避難場所、指定避難所、避難路等の防災施設

及び病院、老人ホーム等の要配慮者利用施設に対する土砂災害対策を重点的に実施
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する等の生活防災緊急対策の推進 

(m) 土砂災害警戒区域における情報伝達、予警報の発表、伝達に関する事項、避難場

所及び避難経路に関する事項、土砂災害に係る避難訓練に関する事項、避難、救助、

その他必要な警戒避難体制の整備の推進 

(n) 山地災害危険地区等における治山施設の整備等のハード対策と、山地災害危険地

区に係る監視体制の強化、情報提供等のソフト対策の一体的な実施や、地域の避難

体制との連携による減災効果の向上を図るとともに、森林の整備・保全の推進によ

り、山地災害危険地区の総合的な山地災害対策を推進 

    特に、尾根部からの崩落等による土砂流出量の増大、流木災害の激甚化、広域に

わたる河川氾濫など、災害の発生形態の変化等に対応するため、流域治水の取組と

連携しつつ、土砂流出の抑制、森林土壌の保全強化、流木対策等を推進 

   また、脆弱な地質地帯における山腹崩壊等対策や巨石・流木対策などを複合的に

組み合わせた治山対策を推進するとともに、住民等と連携した山地災害危険地区等

の定期点検を実施 

(o) 農業用排水施設の整備、決壊した場合に影響が大きいため池における補強対策や

統廃合、低・湿地地域における排水対策等農地防災対策及び農地保全対策の推進 

(p) 災害発生時に被害の拡大を防ぎ、防災機能を高めるために、面的防護方式のよう

な複数の施設を有機的に連携させる方式の推進 

(ｲ) 風水害に対する建築物等の安全性 

ａ 浸水等風水害に対する安全性の確保に当たっては、浸水経路や浸水形態の把握等を

行い、これらの結果を踏まえる。 

ｂ 不特定多数の者が利用する建築物並びに学校及び医療機関等の応急対策上重要な建

築物について、風水害に対する安全性の確保に配慮する。 

ｃ 建築物の風水害に対する安全性の確保を促進するため、基準の遵守の指導等に努め

る。 

ｄ 強風による屋根瓦の脱落・飛散防止を含む落下物の防止対策を図る。 

ｅ 建築物等を浸水被害から守るための施設の整備を促進するよう努める。 

(ｳ) ライフライン施設等の機能の確保 

ａ ライフライン施設の機能の確保策を講ずるに当たっては、大規模な風水害が発生し

た場合の被害想定を行い、想定結果に基づいた主要設備の風水害に対する安全性の確

保、災害後の復旧体制の整備、資機材の備蓄等を行う。 

ｂ 上下水道、工業用水道、電気、ガス、石油・石油ガス、通信サービス、廃棄物処理施

設等のライフライン施設や廃棄物処理施設等の施設の風水害に対する安全性の確保を

図るとともに、系統多重化、代替施設の整備等による代替性の確保を進める。 

また、廃棄物処理施設については、大規模災害時に稼動することにより、電力供給や

熱供給等の役割も期待できることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱の供給設
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備を設置するよう努める。 

ｃ コンピューターシステムのデータのバックアップ対策を講じる。 

(ｴ) 災害応急対策等への備え 

ａ 次章以降に掲げる、災害時の災害応急対策、災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うた

めの備えを平常時より十分行うとともに、職員及び市民個々の防災力の向上、人的ネッ

トワークの構築を図る。 

ｂ 特に、災害時においては状況が刻々と変化していくことと、詳細な情報を伝達するい

とまがないことから、情報の発信側が意図していることが伝わらない事態が発生しや

すくなる。このようなことを未然に防ぐ観点から、防災対策の検討等を通じて、平時か

ら災害時の対応についてコミュニケーションをとっておくこと等により、「顔の見える

関係」を構築し信頼感を醸成するよう努めるとともに、訓練等を通じて、構築した関係

を持続的なものにするよう努める。 

ｃ 指定緊急避難場所、指定避難所、備蓄など、防災に関する諸活動の推進に当たり、公

共用地等の活用を図る。 

ｄ 防災機能を有する道の駅を地域の防災拠点として位置付け、その機能強化に努める。

（震災対策編第２章第１節「地震に強いまちづくり」参照。） 

ｅ 民間企業等を含む関係機関との間で協定を締結するなど、連携強化を進めることに

より、迅速かつ効果的な応急対策等が行えるように努める。 

また、協定締結などの連携強化に当たっては、訓練等を通じて、災害時の連絡先、要

請手続等の確認を行うなど、実効性の確保に留意する。 

ｆ 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・輸

送等）について、あらかじめ協定を締結しておくなど協力体制を構築し、民間事業者の

ノウハウや能力等の活用に努める。 

ｇ 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、災害対応を時系列で     

整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努める。 

  また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行うとともに、平

時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努める。 

ｈ 随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業団体等との災害

協定の締結を推進する。  

ｉ 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組む。  

ｊ 平常時より、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に努める。 

イ 松本広域消防局及び木曽広域消防本部が実施する計画 

危険物施設等の安全確保 

危険物施設等及び火災原因となるおそれのある薬品を管理する施設やボイラー施設等の

風水害に対する安全性の確保、緩衝地帯の整備及び防災訓練の積極的実施等を促進するも

のとする。 
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ウ 県が実施する計画（全部局） 

(ｱ) 風水害に強いまちの形成 

  ａ 治水・防災・まちづくり・建築を担当する各部局の連携の下、有識者の意見を踏ま

え、豪雨、洪水、土砂災害等に対するリスクの評価について検討するものとする。特

に、豪雨や洪水のリスク評価に際しては、浸水深や発生頻度等を踏まえて検討するよ

う努めるものとする。また、これらの評価を踏まえ、防災・減災目標を設定するよう努

めるものとする。 

ｂ 洪水、土砂災害等による危険の著しい区域については、災害を未然に防止するため

災害危険区域や土砂災害警戒区域等の指定について、検討を行い、必要な措置をとる

ものとする。なお、災害危険区域の指定を行う場合は、既成市街地の形成状況や洪水

浸水想定区域等の状況を踏まえ、移転の促進や住宅の建築禁止のみならず、市町村が

定める水位より高い地盤面や居室の床面の高さ、避難上有効な高さを有する屋上の設

置など、様々な建築の制限を幅広く検討するものとする。 

ｃ 防災拠点等の災害時において防災に資する公共施設の積極的整備を図るとともに、

対応する災害に応じて防災拠点施設等の浸水防止機能、土砂災害に対する安全確保等

に努めるものとする。 

ｄ 宅地造成及び特定盛土等規則法に基づく既存盛土等に関する調査等を実施し、必要

に応じ、把握した盛土等について安全性把握のための詳細調査や経過観察を行う。ま

た、これらを踏まえ、危険が確認された盛土等について、宅地造成及び特定盛土等規

則法などの各法令に基づき、速やかに監督処分や撤去命令等の行政処分等の盛土等に

伴う災害を防止するために必要な措置を行う。さらに、その内容について、市と情報

共有を行うとともに、必要に応じて住民への周知を図るものとする。 

ｅ 広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点を経て、各指定避難所への支援物資を届けるた

めの緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、主要な拠点と高規格道路等のア

クセス強化、ネットワーク機能の向上、道路防災対策等を通じて、強靭で信頼性の高

い道路網の整備を図るものとする。また、避難路、緊急輸送道路など防災上重要な経

路を構成する道路について、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を

指定して道路の占用の禁止又は、制限を行うとともに、国が促進する一般送配電事業

者、電気通信事業者における無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を図るも

のとする。 

ｆ 所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、災害発生のおそれのある

所有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土地の利用を円滑化等に関する

特別措置法に基づく措置を活用した防災対策を推進する市町村に対し、必要な助言や

支援を行うように努めるものとする。 

ｇ アンダーパス部等の道路の冠水を防止するため、排水施設及び排水設備の補修等を

推進する。また、渡河部の道路橋や河川に隣接する道路の流出により、被災地の孤立
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が長期化しないよう、洗掘防止や橋梁の架け替え等の対策を推進するものとする。 

ｈ 以下の事項を重点として総合的な風水害対策を推進することにより、風水害に強い

まちを形成するものとする。 

(a) 溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域について、豪雨、 洪水、

土砂災害等に対するリスクの評価を踏まえ、都市的土地利用を誘導しないものとし、

必要に応じて、移転等も促進する等、風水害に強い土地利用の推進 

(b) 市民が自らの地域の水害リスクに向き合い、被害を軽減する取組を行う契機とな

るよう分かりやすい水害リスクの提供 

(c) 河川、下水道について築堤、河道掘削、遊水池、放水路、雨水渠、内水排除施設等

の建設等の推進 

(d) 出水時の堤防等施設の監視体制や内水排除施設の耐水機能の確保 

(e) 河川、下水道等の管理者は連携し、出水時における排水ポンプ場の運転調整の実

施等により洪水被害の軽減 

(f) 防災調節（整）池の設置、透水性舗装の実施、雨水貯留・浸透施設の設置、盛土の

抑制などを地域の特性を踏まえつつ必要に応じて実施することによる流域の保水・

遊水機能の確保 

(g) 洪水予報を実施する河川又は特別警戒水位に到達した旨の情報を提供する河川と

して指定した河川等について、想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場

合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水

した場合に想定される水深、浸水範囲等を公表するとともに、関係市町村長への通

知 

(h) 役場等の所在地に係る河川について、過去の浸水実績を活用する等、河川の状況

に応じた簡易な方法も用いての、市町村等への浸水想定の情報提供 

(i) 洪水、雨水出水、土砂災害等による浸水実績、浸水想定区域及び土砂災害警戒区

域等を公表し、安全な県土利用の誘導、風水害時の避難体制の整備の促進 

(j) 土石災害のおそれのある箇所における砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩

壊防止施設の整備等に加え土砂災害に対する警戒避難に必要な雨量計、土中水分量

センサー、ワイヤーセンサー等の設置及び流木・風倒木流出防止対策を含め、総合的

な土砂災害対策を推進 

   特に土砂・流木による被害の危険性が高い中小河川においては、土砂・流木捕捉

効果の高い透過型砂防堰堤等の整備を実施するとともに、土砂・洪水氾濫による被

害の危険性が高い河川において、砂防堰堤、遊砂地等の整備を実施 

(k) 高齢者等に経済的・身体的に特に大きな負担を与える慢性的な床上浸水被害を解

消するための床上浸水対策や、指定緊急避難場所、指定避難所、避難路等の防災施設

及び病院、老人ホーム等の要配慮者利用施設に対する土砂災害対策を重点的に実施

する等の生活防災緊急対策の推進 



風水害対策編 第２章第１節 

風水害に強いまちづくり 

 －541－

(l) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定その他土砂災害の防止のため

の対策に必要な基礎調査として、急傾斜地の崩壊等のおそれのある土地に関する地

形、地質、降水等の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用の状況その

他の事項に関する基礎調査を実施し、その結果を公表するものとする。 

(m) 土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域、著しい危害が生じるおそれの

ある区域を土砂災害特別警戒区域として、関係市町村の意見を聴いて指定し、土砂

災害特別警戒区域については、以下の措置をとる。 

① 住宅宅地分譲地、社会福祉施設等のための開発行為に関する許可 

② 建築基準法に基づく建築物の構造規制 

③ 土砂災害に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告 

④ 勧告による移転者への融資、資金の確保 

なお、土砂災害により特に大きな被害が生じる可能性がある箇所で、住居の建築

の禁止等を行う必要のある区域においては、建築基準法に基づく災害危険区域の活

用等を図るものとし、当該区域が指定されている場合には、関係部局と連携し、その

周知を図るものとする。 

(n) 山地災害危険地区等における治山施設の整備等のハード対策と、山地災害危険地

区に係る監視体制の強化、情報提供等のソフト対策の一体的な実施や、地域の避難

体制との連携による減災効果の向上を図るとともに、森林の整備・保全の推進によ

り、山地災害危険地区の総合的な山地災害対策を推進 

   特に、尾根部からの崩落等による土砂流出量の増大、流木災害の激甚化、広域に

わたる河川氾濫など、災害の発生形態の変化等に対応するため、流域治水の取組と

連携しつつ、土砂流出の抑制、森林土壌の保全強化、流木対策等を推進 

   また、脆弱な地質地帯における山腹崩壊等対策や巨石・流木対策などを複合的に

組み合わせた治山対策を推進するとともに、住民等と連携した山地災害危険地区等

の定期点検を実施 

(o) 農業用排水施設の整備、老朽ため池等の補強、低・湿地地域における排水対策等

農地防災対策及び農地保全対策の推進 

(p) 災害発生時に被害の拡大を防ぎ、防災機能を高めるために、面的防護方式のよう

な複数の施設を有機的に連携させる方式等の推進 

(ｲ) 風水害に対する建築物等の安全性の確保 

ａ 浸水等風水害に対する安全性の確保に当たっては、浸水経路や浸水形態の把握等を

行い、これらの結果を踏まえるものとする。 

ｂ 不特定多数の者が利用する建築物並びに学校及び医療機関等の応急対策上重要な建

築物について、風水害に対する安全性の確保に特に配慮するものとする。 

ｃ 住宅をはじめとする建築物の風水害に対する安全性の確保を促進するため、基準の

遵守の指導等に努めるものとする。 
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ｄ 強風による屋根瓦の脱落・飛散防止を含む落下物の防止対策を図るものとする。 

ｅ 建築物等を浸水被害から守るための施設の整備を促進するよう努めるものとする。 

(ｳ) ライフライン施設等の機能の確保 

ａ ライフライン施設の機能の確保策を講ずるに当たっては、大規模な風水害が発生し

た場合の被害想定を行い、想定結果に基づいた主要設備の風水害に対する安全性の確

保、災害後の復旧体制の整備、資機材の備蓄等を行うものとする。 

ｂ ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動などに

支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、上下水道、工業用

水道、電気、ガス、石油・石油ガス、通信サービス、廃棄物処理施設等のライフライン

施設や廃棄物処理施設等の施設の風水害に対する安全性の確保を図るとともに、系統

多重化、代替施設の整備等による代替性の確保を進めるものとする。 

  また、廃棄物処理施設については、大規模災害時に稼働することにより、電力供給

や熱供給等の役割も期待できることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱の供給

設備を設置するよう努めるものとする。 

ｃ コンピューターシステムやデータのバックアップ対策を講じるとともに、企業等に

おける安全確保に向けての自発的な取組を促進するものとする。 

ｄ ライフライン防災連絡会を設置し、関係機関の連携を図るものとする。 

(ｴ) 災害応急対策等への備え 

  ａ 次章以降に掲げる、災害時の災害応急対策、災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うた

めの備えを平常時より十分行うとともに、職員及び住民個々の防災力の向上、人的ネッ

トワークの構築を図るものとする。 

ｂ 特に、災害時においては状況が刻々と変化していくことと、詳細な情報を伝達するい

とまがないことから、情報の発信側が意図していることが伝わらない事態が発生しや

すくなる。このようなことを未然に防ぐ観点から、防災対策の検討等を通じて、平時か

ら災害時の対応についてコミュニケーションをとっておくこと等により、「顔の見える

関係」を構築し信頼感を醸成するよう努めるとともに、訓練等を通じて、構築した関係

を持続的なものにするよう努めるものとする。 

ｃ 指定緊急避難場所、指定避難所、備蓄など、防災に関する諸活動の推進に当たり、公

共用地等の活用を図るものとする。 

ｄ 防災機能を有する道の駅を地域の防災拠点として位置付け、その機能強化に努める

ものとする。（震災対策編第２章第１節「地震に強いまちづくり」参照。） 

ｅ 民間企業等を含む関係機関との間で協定を締結するなど、連携強化を進めることに

より、迅速かつ効果的な応急対策等が行えるように努めるものとする。 

また、協定締結などの連携強化に当たっては、訓練等を通じて、発災時の連絡先、要

請手続等の確認を行うなど、実効性の確保に留意するものとする。 

ｆ 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・輸
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送等）について、あらかじめ協定を締結しておくなど協力体制を構築し、民間事業者の

ノウハウや能力等の活用に努めるものとする。 

ｇ 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、災害対応を時系列で

整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるものとする。 

  また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行うとともに、平

時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努めるものとする。 

ｈ 災害時の迅速かつ円滑な救助の実施体制の構築に向けて、あらかじめ市町村と救助

に必要な施設、設備、人員等について意見交換を行うとともに、事務 任制度や救助実

施市制度の積極的な活用により役割分担を明確化するなど、調整を行っておくものと

する。  

ｉ 随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業団体等との災害

協定の締結を推進するものとする。  

ｊ 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組む

ものとする。  

ｋ 電気事業者と協力し、大規模停電発生時に電源車の配備等の円滑な支援を受けられ

るよう、あらかじめ、病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設

及び災害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の設置状況 等を収集・整理

し、リスト化を行うよう努めるものとする。 

エ 関係機関が実施する計画 

(ｱ) 風水害に強いまちの形成 

不特定多数の者が利用する建築物並びに学校及び医療機関等の応急対策上重要な建築

物について、風水害に対する安全性の確保に特に配慮するものとする。 

(ｲ) ライフライン施設等の機能の確保 

  ａ ライフライン施設の機能の確保策を講ずるに当たっては、大規模な風水害が発生し

た場合の被害想定を行い、想定結果に基づいた主要設備の風水害に対する安全性の確

保、災害後の復旧体制の整備、資機材の備蓄等を行うものとする。 

ｂ ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動 など

に支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、上下水道、工業

用水道、電気、ガス、石油・石油ガス、通信サービス、廃棄物処理施設等のライフライ

ン施設や廃棄物処理施設の風水害に対する安全性の確保を図るとともに系統多重化、

代替施設の整備等による代替製の確保を進めるものとする。 

また、廃棄物処理施設については、大規模災害時に稼動することにより、電力供給や

熱供給等の役割も期待できることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱の供給設

備を設置するよう努めるものとする。 

  ｃ ライフライン事業者は、災害時に円滑な対応が図られるよう、ライフラインの被害状

況の予測・把握及び緊急時の供給について、あらかじめ計画を作成し、体制を整備して
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おくものとする。また、ライフライン施設の応急復旧に関して、広域的な応援を前提と

して、あらかじめ事業者間で広域的な応援体制の整備に努めるものとする。 

ｄ コンピューターシステムやデータのバックアップ対策を講じるとともに、企業等に

おける安全確保に向けての自発的な取組を促進するものとする。 

ｅ 災害拠点病院は、通常時の６割程度の発電容量のある自家発電機等を保有し、３日

分程度の燃料を確保しておくものとする。また、平時より病院の基本的な機能を維持

するために必要な設備について、自家発電機等から電源の確保が行われていることや、 

非常時に使用可能なことを検証しておくものとする。 なお、浸水想定区域（洪水・雨

水出水）に所在する場合は、風水害が生じた際の被災を軽減するため、止水板等の設

置による止水対策や自家発電機等の高所移設、排水ポンプ設置等による浸水対策を講

じるものとする。 

(ｳ) 災害応急対策等への備え 

ａ 次章以降に掲げる、災害時の災害応急対策、災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うた

めの備えを平常時から十分行うとともに、職員個々の防災力の向上を図るものとする。 

ｂ 特に、災害時においては状況が刻々と変化していくことと、詳細な情報を伝達するい

とまがないことから、情報の発信側が意図していることが伝わらない事態が発生しや

すくなる。このようなことを未然に防ぐ観点から、防災対策の検討等を通じて、平時か

ら災害時の対応についてコミュニケーションをとっておくこと等により、「顔の見える

関係」を構築し信頼感を醸成するよう努めるとともに、訓練等を通じて、構築した関係

を持続的なものにするよう努めるものとする。  

ｃ 指定緊急避難場所、指定避難所、備蓄など、防災に関する諸活動の推進に当たり、公

共用地等の活用を図るものとする。  

ｄ 地方整備局は、防災機能を有する道の駅を地域の防災拠点として位置付け、その機能

強化に努めるものとする。（震災対策編第２章第１節「地震に強いまちづくり」参照。） 

ｅ 民間企業等を含む関係機関との間で協定を締結するなど、連携強化を進めることに

より、迅速かつ効果的な応急対策等が行えるように努めるものとする。 また、協定締

結などの連携強化に当たっては、訓練等を通じて、発災時の連絡先、要請手続等の確認

を行うなど、実効性の確保に留意するものとする。  

ｆ 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・輸

送等）について、あらかじめ協定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な民間事業

者の管理する施設を把握しておくなど協力体制を構築し、民間事業者のノウハウや能

力等の活用に努めるものとする。  

ｇ 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、災害対応を時系列で

整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるものとする。 

  また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行うとともに、平

時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努めるものとする。 
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ｈ 病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の管理者は、発災後

72 時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努めるものとする。 

   オ 建築物の所有者等が実施する計画 

    (ｱ) 風水害に対する建築物等の安全性  

ａ 強風による屋根瓦の脱落・飛散防止を含む落下物の防止対策を図るものとする。 
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第２節 災害発生直前対策 

【総務部】 

第１ 基本方針 

風水害の発生のおそれがある場合に、円滑な災害応急対策が実施できるように、あらかじめ、

気象警報・注意報等の伝達体制、避難誘導体制、災害の未然防止活動を行うための体制を整備す

る。 

 

第２ 主な取組み 

１ 気象警報・注意報等の市民に対する伝達体制を整備する。 

２ 市民の避難誘導体制を整備する。 

３ 災害の未然防止活動を行うための体制を整備する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 市民に対する情報の伝達体制の整備 

気象警報・注意報等の伝達は、風水害対策編第３章第１節「災害直前活動」の「伝達系統図」

のとおりであるが、防災関係機関は、円滑で速やかな、情報の伝達が出来るように、体制の整備

を図るものとする。 

(1) 県が実施する計画 

気象台からの情報収集の他、オンラインによる、気象状況の正確な把握ができる体制の整

備に努めるものとする。 

(2) 長野地方気象台が実施する計画 

気象業務法に基づく気象警報・注意報並びに情報を各機関へ速やかに伝達する体制の整備

を図るものとする。 

２ 避難誘導体制の整備 

(1) 市及び県は、風水害により、市民の生命、身体等に、危険が生じるおそれのある場合に、迅

速かつ円滑に避難誘導活動が行えるよう、あらかじめ避難計画を作成しておくものとする。 

(2) 市は、避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所をあらかじめ指定し、日頃から市民等へ

の周知徹底に努める。 

(3) 市及び県は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、他

の地方公共団体との応援協定の締結や、広域避難における居住者等及び広域一時滞在におけ

る被災住民（以下「広域避難者」という。）の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との

協定の締結など、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努めるもの

とする。また、市は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域避難及び

広域一時滞在の用にも供することについて定めるなど、広域避難者を受け入れることができ

る施設等をあらかじめ決定しておくよう努めるものとする。 
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(4) 市は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本産業規格に基づく災

害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示するよう

努める。 

(5) 市及び県は、土砂災害等に対する市民の警戒避難基準をあらかじめ設定するとともに、必

要に応じ見直すよう努めるものとする。 

震災対策編第２章第１０節「避難の受入活動計画」参照。 

(6) 市は、避難指示等の発令区域・タイミング、指定緊急避難場所、避難経路等の市民の避難誘

導等警戒避難体制をあらかじめ計画する。その際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等

による河川洪水との同時発生等、複合的な災害が発生することを考慮するよう努める。 

(7) 市は、洪水等に対する住民の警戒避難体制として、洪水予報河川等及び水位周知下水道に

ついては、水位情報、堤防等の施設に係る情報、台風情報、洪水警報等により具体的な避難指

示等の発令基準を設定する。それら以外の河川についても、氾濫により居住者や地下空間、

施設等の利用者に命の危険を及ぼすと判断したものについては、洪水警報の危険度分布等に

より具体的な避難指示等の発令基準を策定する。また、安全な場所にいる人まで指定緊急避

難場所等へ避難した場合、混雑や交通渋滞が発生するおそれ等があることから、災害リスク

のある区域に絞って避難指示等の発令対象区域を設定するとともに、必要に応じて見直すよ

う努める。 

   国及び県は、これらの基準及び対象区域の設定及び見直しについて、必要な助言等を行う

ものとする。 

(8) 市は、土砂災害等に対する市民の警戒避難体制として、大雨注意報、警報、土砂災害警戒情

報等の防災気象情報を基に避難指示等の避難情報を適切に発令するとともに、市民に速やか

に周知する。 

(9) 市は、災害の想定等により必要に応じて、近隣市町村の協力を得て、指定緊急避難場所を

近隣市町村に設けるものとする。 

３ 災害未然防止活動 

(1) 県は、大規模な災害発生のおそれがある場合には、災害応急対策に係る重要施設の管理者

に対して、あらかじめ、燃料備蓄の補給状況等、災害に備えた事前の準備状況の確認を行う

よう努めるものとする。  

(2) 市及び県は、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前に物資調達・輸送調 整等支援シ

ステムを用いて備蓄状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点

を速やかに開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係者間で共有

するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のための準備に努めるものとする。 

(3) 県、電気事業者等は、大規模な災害発生のおそれがある場合、それぞれが所有する電源車、

発電機等の現在時点の配備状況等を確認の上、リスト化するよう努めるものとする。  

(4) 河川管理者、農業用用排水施設管理者、下水道管理者等は、災害発生のおそれがある場合

に適切な災害未然防止活動を実施できるよう以下のような体制の整備を行うものとする。 
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ア 所管施設の緊急点検体制の整備 

イ 応急復旧のための体制の整備 

ウ 防災用資機材の備蓄 

エ 水防活動体制の整備（水防管理者） 

オ ダム、せき、水門、ポンプ場等の操作マニュアルの作成、人材の養成 

（河川、農業用排水施設管理者） 

カ 災害に関する情報についての地方自治体との連携体制の整備 

(5) 水防管理者は、委任を受けた民間事業者が水防活動を円滑に実施できるよう、あらかじめ、

災害協定等の締結に努めるものとする。 
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第３節 情報の収集・連絡体制計画 

【総務部】 

 

 震災対策編第２章第２節「情報の収集・連絡体制計画」を準用する。 

 

第４節 活動体制計画 

【総務部】 

 

 震災対策編第２章第３節「活動体制計画」を準用する。 

 

第５節 広域相互応援計画 

【総務部】 

 

 震災対策編第２章第４節「広域相互応援計画」を準用する。 

 

第６節 救助・救急・医療計画 

【健康福祉部】 

 

 震災対策編第２章第５節「救助・救急・医療計画」を準用する。 
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第７節 消防・水防活動計画 

【総務部】 

 震災対策編第２章第７節「消防・水防活動計画」を準用する。 

 ただし、水防計画の、ア 市が実施する計画及びイ 県が実施する計画については、次のとおり

とする。 

１ 水防計画 

(1) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

市は、次の事項を実施する。 

(ｱ) 水防組織、消防団の確立・整備 

(ｲ) 水防倉庫の整備及び水防用・応急復旧資機材、排水対策用の移動ポンプの備蓄ほか次

に掲げる事項 

ａ 重要水防区域周辺の立竹木、木材等、洪水時等に使用できる資材の確認 

ｂ 緊急時に使用できる農家、資材業者等の資機材在庫量の把握及び協力体制の整備 

(ｳ) 通信連絡系統の整備、警報等の市民への伝達体制の整備 

(ｴ) 河川ごとの水防工法の検討 

(ｵ) 水防資機材搬送手段の確立 

(ｶ) 市民に対する立退きの指示体制の整備 

(ｷ) 洪水時における水防活動体制の整備 

(ｸ) 他の水防管理団体との応援協定 

(ｹ) 水防計画の策定 

(ｺ) 水防訓練の実施 

ａ 水防技能の習熟 

ｂ 水防関係機関、自主防災組織との連携強化 

ｃ 市民の水防思想の普及啓発 

(ｻ) 浸水想定区域に指定された地域ごとに洪水予報等の伝達方法、避難所等の避難計画の

作成 

(ｼ) 浸水想定区域にある要配慮者が利用する施設で、洪水時に避難の必要が認められる施

設の名称及び所在地を公表 

(ｽ)  (ｻ) (ｼ)に該当する施設の水位にかんする情報伝達の体制整備 

イ 県が実施する計画（建設部） 

水防管理団体が行う水防が十分に行われるように、次に掲げる事項を実施するものとす

る。 

なお、水防組織、気象警報・注意報等の伝達、活動の基準、重要水防区域、その他水防体

制の確立に必要な事項の詳細は、「県水防計画」の定めるところによる。 
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(ｱ) 水防計画の策定 

(ｲ) 水防協議会の設置 

(ｳ) 水防事務の調整及び円滑な実施のための援助 

(ｴ) 大雨及び洪水に関する気象警報・注意報等の伝達体制の整備 

(ｵ) 水防信号の決定 

(ｶ) 水防警報の発令及び伝達体制の整備 

(ｷ) 市民への立退きの指示並びに勧告及び助言体制の整備 

(ｸ) 水防管理団体への勧告及び助言体制の整備 

(ｹ) 水防上緊急を要するときの水防管理団体への指示体制の整備 

(ｺ) 水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体（指定水防管理団体）の指定 

(ｻ) 水防団員の定員基準の設定 

(ｼ) 水防管理団体を援助するための水防倉庫の整備及び水防用・応急復旧資機材の備蓄な

らびに排水対策用の移動式ポンプ車の配備 

(ｽ) 水防活動に要する資機材等の費用への補助 

(ｾ) 水防管理団体に対する水防活動関係の必要な報告の要求 

(ｿ) 指定水防管理団体、水防関係機関及び自主防災組織等との連携による、水防技能の習

熟及び沿川住民の水防思想の普及啓発を図るための、水防演習等訓練の実施 

(ﾀ) 洪水予報を実施する河川又は避難判断水位を定めその水位に到達した旨の情報を提供

する河川において浸水想定区域を指定するものとし、また、指定の区域及び浸水した場

合に想定される水深を公表するとともに、関係市町村の長に通報するものとする。 

(ﾁ) 水防計画の策定に当っては、洪水・雨水出水の発生時における水防活動、その他の危

険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保を図るよう配慮するとともに、必要に応じ

て、河川管理者のまたは下水道管理者の同意を得た上で、河川管理者または下水道管理

者の協力について水防計画に定め、当該計画に基づく河川又は下水道に関する情報の提

供等水防と河川管理等の連携を強化するよう努めるものとする。 
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第８節 要配慮者支援計画 

【健康福祉部、こども教育部】 

 震災対策編第２章第７節「要配慮者支援計画」を準用する。 

 

第９節 緊急輸送計画 

【建設部・農林部】 

 

 震災対策編第２章第８節「緊急輸送計画」を準用する。 

 

第１０節 障害物の処理計画 

【建設部】 

 

 震災対策編第２章第９節「障害物の処理計画」を準用する。 
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第１１節 避難の受入活動計画 

【総務部】 

第１ 基本方針 

風水害の発生時には、まず行政、市民及び防災関係機関が一体となって被害軽減のための措置

をとることが重要であるが、崖崩れや火災の延焼などにより、大きな被害を生じるおそれがあり、

生命に危険が及ぶような場合は、居住者や滞在者等は、速やかに安全な場所に避難することが必

要となる。 

こうした事態をあらかじめ予測して万全な備えをする中で、迅速で円滑かつ安全な避難活動を

確保するため、要配慮者及び帰宅困難者、滞留旅客（以下「帰宅困難者等」という。）に配慮した

避難計画の作成、各種災害への安全性を考慮した指定緊急避難場所及び指定避難所の確保等を図

る。 

また、気候変動に伴い自然災害が頻発する中、避難所の感染症対策や生活環境改善が求められ

ている。そのため、衛生、食事、睡眠（Ｔ：トイレ（衛生）、Ｋ：キッチン（食事）、Ｂ：ベッド 等

（睡眠））に関する環境の重点的な向上が必要であり、備蓄や関係団体との協定締結等により発災

に備えるものとする。 

 

第２ 主な取組み 

１ 避難計画を策定し、要配慮者、帰宅困難者等にも配慮した避難体制の確立を図るとともに情

報伝達体制の整備を図る。 

２ 指定緊急避難場所及び指定避難所を指定するとともに、避難時のための環境整備を図る。 

３ 応急仮設住宅の迅速な供給体制の整備を図る。 

４ 学校における迅速かつ適切な避難活動のための計画策定を行う。 

 

第３ 計画の内容 

１ 避難計画の策定 

(1) 現状及び課題 

激甚な災害の発生時には、予測がつかない災害形態と大規模かつ長期にわたる避難活動が

予想されるため、避難場所や避難経路、避難所の運営など、きめ細かな避難計画が必要とさ

れる。特に浸水想定区域内や土砂災害警戒等の区域内の要配慮者利用施設については、避難

誘導等の体制を強化する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア 市及び県（危機管理部、県民文化部、健康福祉部、農政部、林務部、建設部、教育委員会）

が実施する計画 

(ｱ) 避難指示等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊急避難場所等への移動

を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所への移動を行う
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ことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと市民等自身が判断する場合は、「近隣の

安全な場所」への移動又は「屋内安全確保」を行うべきことについて、日頃から市民等へ

の周知徹底に努めるものとする。 

(ｲ) 市が避難すべき区域や判断基準、伝達方法を定める場合、河川管理者及び水防管理者

等と協力し計画を策定するよう努めるものとする。 

(ｳ) 市及び県は指定緊急避難場所、指定避難所及び避難路などの避難計画を策定する場合

は協力して行うものとする。 

(ｴ) 浸水想定区域内や土砂災害警戒区域等の区域内の要配慮者利用施設に対して、警戒避

難体制の確立など防災体制の整備について指導するものとする。 

(ｵ) 市及び県は地域住民の声掛けにより、避難情報が共有され、避難行動が促されるよう

「率先安全避難者」制度の運用を検討するものとする。また、河川の水位・監視カメラ映

像のリアルタイム配信など、身近に迫る危険な情報を多様な伝達手段を用いて住民に伝

達するよう努めるものとする。 

(ｶ) 市は、予め住民に対し、ホームページ、広報誌等の様々な媒体により、親戚・知人宅等

への分散避難や、感染症の対応に関する情報を提供するものとする。  

イ 市が実施する計画 

(ｱ) 避難路、指定緊急避難場所、及び指定避難所の指定 

ａ 市は、避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所をあらかじめ指定し、日頃から市

民等への周知徹底に努める。 

ｂ 市は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本産業規格に基

づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを

明示するよう努める。 

(ｲ) 要配慮者が利用する施設について、施設利用者の個々の態様に応じた避難計画を策定

する。 

(ｳ) 不特定多数の者が集合する場所の管理者に対して、非常の際の誘導要領の作成、避難

経路の明示、照明・予備電源の確保等についての指導を促進する。 

(ｴ) 避難計画の作成 

次の事項に留意して避難計画を作成するとともに、自主防災組織の育成、防災訓練や

避難訓練の実施等避難体制の確立に努める。 

また、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平常時から災害時における優先すべき

業務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁を挙げ

た体制の構築に努める。 

ａ 避難指示の具体的な発令基準及び伝達方法 

     ｂ 高齢者等避難を伝達する基準及び伝達方法 

（避難指示、高齢者等避難については第３章第 12節を参照） 

ｃ 指定緊急避難場所の対象となる異常現象の種類 
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ｄ 指定緊急避難場所及び指定避難所の名称、所在地、規模（施設内容）、対象地区、対

象人口、責任者 

関係機関と協議の上、対象地区、対象人口及び地域の実情を考慮して避難場所を指

定するとともに、施設等の環境整備を図る。（避難所指定場所 資料編参照） 

ｅ 指定緊急避難場所及び指定避難所への経路及び誘導方法 

ｆ 指定避難所開設に伴う被災者救援措置 

指定避難所における被災者の救援、救護措置については、被災者の良好な避難生活

を考慮するとともに、平等かつ計画的な措置を講じる。 

(a) 給食措置 

指定避難所収容人員を的確に把握し、円滑な給食ができるように計画を策定する。 

(b) 給水措置 

指定避難所収容人員を的確に把握し、円滑な給水ができるように計画を策定する。 

(c) 毛布、寝具等の支給 

指定避難所収容人員を的確に把握し、円滑な支給ができるように計画を策定する。 

(d) 衣料、日用品の支給 

指定避難所収容人員を的確に把握し、円滑な支給ができるように計画を策定する。 

(e) 負傷者に対する救急救護 

指定避難所における的確な救急救護を実施するため、負傷者の実態や避難所にお

ける救急救護体制づくりと体制の明確化を図る。 

ｇ 指定避難所の管理 

(a) 指定避難所の秩序保持及び要配慮者対策 

避難住民が安全に避難生活を送ることができるように、責任者や避難所における

取り決めなどを盛り込んだ避難所運営マニュアルに基づき、避難所運営委員会が中

心となって避難所の運営を円滑に進めていく。 

(b) 避難住民に対する災害情報の伝達と応急対策実施状況の周知徹底 

避難住民に的確でタイミングのよい情報の提供を図り、避難住民が情報から孤立

化して混乱することのないように、防災行政無線などを活用した災害情報伝達体制

づくりを進める。 

(c) 避難住民に対する各種相談業務 

避難住民に対する各種相談業務は、心身のケアはもちろん、生活の立て直しのた

めにも重要なことから、各種相談業務体制計画を早急に策定する。 

ｈ 避難の心得、知識の普及啓発 

(a) 平常時における広報 

災害時の避難活動がスムーズに行われるためには、平常時における防災意識の高

揚や避難場所、避難方法等の周知徹底が必要なことから、広報紙、パンフレット等に

よる広報を実施するほか、ハザードマップを使用した説明会、防災訓練や地域イベ
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ントを活用して徹底を図る。 

(b) 災害時における広報 

災害時においては、的確で迅速な広報が必要になることから、広報車、避難所開

設・調査班による広報、市民組織を通じた広報など、災害時の広報体制づくりを進め

る。 

なお、市は避難指示等を行う際に、国又は県に必要な助言を求めることができる

よう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくなど、必要な準備を整えておく。 

また、避難時の周囲の状況により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを

得ないときは、緊急安全確保を講ずるべきことにも留意する。 

(ｵ) 避難行動要支援者対策 

市は、平常時より避難行動要支援者に関する情報の把握に努め、避難行動要支援者名

簿を作成し、避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者本人の同意を得た上で、あら

かじめ避難行動要支援者名簿を提供し、避難行動要支援者に対する情報伝達の整備、避

難支援・安否確認体制の整備、避難訓練実施等を一層図る。 

(ｶ) 帰宅困難者等対策 

帰宅困難者等を安全かつ適切に避難誘導・保護するため、具体的な避難計画を策定す

るとともに、帰宅困難者等に確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図る。 

なお、指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に

関わらず適切に受け入れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情等について勘案し

ながら、あらかじめ受け入れる方策について定めるよう努める。 

ウ 県が実施する計画 

(ｱ) 災害発生時、県有施設においては、建物の破損等の発生が予想され、職員以外に多数

の在庁者もあることから、各施設の防火管理者は、避難対策等に関する計画を策定して

おくものとする。（県有施設管理部局） 

県は、土砂災害警戒区域等の要配慮者利用施設に対して、警戒避難体制の確立など防

災体制の整備について助言するものとする。（危機管理部、県民文化部、健康福祉部、農

政部、林務部、建設部、教育委員会） 

(ｲ) 要配慮者利用施設について、施設利用者の個々の態様に応じた避難計画を策定するも

のとする。（県民文化部、健康福祉部） 

(ｳ) 市が策定する避難計画について、迅速な避難体制の整備が促進されるよう、洪水、土

砂災害等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、浸水想定区域や土砂災害警戒区

域を明らかにし、避難情報の判断基準や指定緊急避難場所、指定避難所及び避難路など

の安全性について助言するものとする。（危機管理部、建設部） 

(ｴ) 帰宅困難者等を安全かつ適切に避難誘導・保護するため、具体的な避難計画を策定す

るとともに、帰宅困難者等に確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図るものと

する。 
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(ｵ) 帰宅困難者支援のため、株式会社デリシア、イオンリテール株式会社東海・長野カン

パニー、合同会社西友、株式会社キラヤ、株式会社ツルヤ、株式会社ニシザワ、株式会社

ベイシア、株式会社カインズ、株式会社ケーヨー、本久ケーヨー株式会社、NPO 法人コメ

リ災害対策センター、株式会社綿半ホームエイド、長野県石油商業組合、株式会社壱番

屋、株式会社セブンーイレブン・ジャパン、山崎製パン株式会社、株式会社ファミリーマ

ート、株式会社モスフードサービス、株式会社ローソン、株式会社吉野家、長野県農業協

同組中央会、株式会社ダスキン、大塚製薬株式会社との協定に基づき連携を強化するも

のとする。（危機管理部・健康福祉部・農政部） 

(ｶ) 市地域防災計画の修正についての助言等により、要配慮者、帰宅困難者等に配慮した

避難体制の確立を図るとともに情報伝達体制の整備を図るものとする。（危機管理部） 

(ｷ) 警察署、交番及び駐在所が発行するミニ広報紙や各種会合出席等の平素の警察活動を

通じて、地域住民に対して災害発生時の指定緊急避難場所、指定避難所及び、避難経路

及び避難時の留意事項等について周知徹底を図るものとする。（警察本部） 

(ｸ) デパート、劇場等多数の人が集まる場所の管理者に対して、非常時の誘導要領の作成、

避難経路の明示、照明・予備電源の確保等についての指導を促進するものとする。（危機

管理部、警察本部） 

エ 関係機関が実施する計画 

(ｱ) それぞれの管理施設についての避難計画を作成し、避難の万全を期するものとする。

（全機関） 

(ｲ) 市の避難計画策定について、それぞれの所管事項について協力するものとする。（全機

関） 

(ｳ) 要配慮者利用施設の管理者は、市及び県の指導等に基づき、施設利用者を安全かつ適

切に避難誘導するため、施設利用者の個々の態様に応じた避難計画を策定するとともに、

市、地域住民、自主防災組織等との連携の下に、支援協力体制の確立に努め、避難誘導に

係る訓練の実施等により、市、地域住民、自主防災組織等との連携を強化し、避難体制の

確立を図るものとする。 

(ｴ) 指定行政機関及び指定地方行政機関は、市から避難指示等を行う際の助言を求められ

た場合は、その所掌事務に関して必要な助言を行うものとするものとする。 

オ 市民が実施する計画 

(ｱ) 地域の自主防災組織を中心に、指定された避難場所への基本的な避難経路を定めると

ともに、点検・周知するものとする。 

(ｲ) 家族があわてず行動できるよう、次のことを話し合い、家族内の役割分担を決めてお

くものとする。 

ａ 災害の状況に応じて避難行動をどのようにとるか 

(a) 指定緊急避難場所への立退き避難 

(b) 「近隣の安全な場所」（近隣のより安全な場所・建物等）への立退き避難 
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(c) 「屋内安全確保」（その時点にいる建物内において、より安全な部屋等への移動） 

ｂ 災害時の警戒避難に係る各種情報の多様な入手手段をどのように確保するか（テレ

ビ、ラジオ、インターネット等） 

ｃ 家の中でどこが一番安全か。 

ｄ 救急医薬品や火気などの点検 

ｅ 幼児や高齢者の避難は誰が責任を持つか。 

ｆ 指定緊急避難場所、指定避難所及び避難路はどこにあるか。 

ｇ 避難するとき、誰が何を持ち出すか、非常持出袋はどこに置くか。 

ｈ 家族間の連絡方法と最終的に落ち合う場所はどこにするか。 

ｉ 昼の場合、夜の場合の家族の分担をどうするか。 

(ｳ) 隣近所の相互扶助体制づくりに努めるとともに、ミニ防災組織の設置、活動の充実を

図り、要配慮者への対応を決めておくものとする。 

(ｴ) 防災訓練に積極的に参加し、避難行動を実践的に身につけるものとする。 

(ｵ) 指定避難所での生活に最低限必要な食料、飲料水、衣類等生活必需品、医薬品、携帯ラ

ジオ、携帯電話用モバイルバッテリー等をいつでも持ち出せるように備えておくものと

する。 

カ 企業等において実施する計画 

帰宅困難者対策 

a 公共交通機関が運行を停止し、自力で帰宅することが困難な帰宅困難者が発生した場

合、従業員等を一定期間事業所等内に留めておくことができるよう、必要な物資の備蓄等

に努めるものとする。 

また大規模な集客施設等の管理者は、利用者の誘導体制の整備に努めるものとする。 

b 空港、駅のターミナルビル等では飲料水、食料、毛布等を配布できる体制を整えるとと

もに、携帯電話用等の充電サービスを提供できるよう非常用発電機の整備に努めるもの

とする。 

２ 避難場所の確保 

(1) 現状及び課題 

災害の危険が切迫した場合の住民等の安全を確保するために、その危険から緊急的に逃れ

るための指定緊急避難場所を、あらかじめ指定しておく必要がある。 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｱ) 市は、都市公園、公民館、学校等の公共施設を対象に、地域的な特性や過去の教訓、想

定される災害、感染症対策等を踏まえ、その管理者の同意を得た上で災害の危険が切迫

した緊急時において、安全が確保される指定緊急避難場所及び避難者が避難生活を送る

ために必要十分な指定避難所について、必要な数、規模の施設等をあらかじめ指定し、

平常時から、指定避難所の場所、収容人数、家庭動物の受入方法等について、市民への周
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知徹底を図る。 

また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホーム

ページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努める。 

なお、指定した指定緊急避難場所、指定避難所については、市地域防災計画に掲載す

るものとする。 

(ｲ) 指定緊急避難場所については、洪水、崖崩れ、土石流、地すべり、地震、大規模な火事、

内水氾濫（一時的に大量の降雨が生じた場合に下水道等の排水施設又は河川その他の公

共の水域に当該雨水を排水できないことによる浸水）、噴火に伴う火山現象の各現象に対

応するため、災害に対して安全な構造を有する施設又は周辺等に災害が発生した場合に

人の生命及び身体に危険を及ぼすおそれのあるものがない場所であって、災害発生時に

迅速に指定緊急避難場所の開放を行うことが可能な管理者体制を有するものを指定する。 

なお、指定緊急避難場所となる都市公園等のオープンスペースについては、必要に応

じ、火災の輻射熱に対して安全な空間とすることに努める。 

(ｳ) 市が全域的に被災する場合又は被災場所の地域性により隣接市町村の方が避難に利便

を有する場合も想定されるので、必要に応じ隣接市町村と指定緊急避難場所の相互提供

等について協議する。 

(ｴ) 指定緊急避難場所については、他市町村からの被災住民を受け入れることができるよ

う配慮する。 

(ｵ) 市は、安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑に指定緊急避難場所から指定

避難所へ移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法について

あらかじめ定めるよう努める。 

イ 県が実施する計画（県有施設管理部局） 

(ｱ) 県有施設について、市指定緊急避難場所の指定に協力するものとする。 

(ｲ) 県有施設の避難に関する計画の策定に当たり、職員は平常時から避難経路上の障害物

の除去等を行い、その確保に努めるものとする。 

ウ 関係機関が実施する計画 

(ｱ) 管理施設について、市指定緊急避難場所の指定に協力するものとする。（全機関） 

(ｲ) 要配慮者利用施設の管理者は、施設利用者を安全かつ適切に避難誘導するために、施

設利用者の個々の態様に配慮した避難体制の確立を図り、職員及び施設利用者に周知徹

底するとともに、近隣の施設等との密接な連携の下に、災害発生時における施設利用者

の緊急受入れ等について、支援協力体制の確立に努めるものとする。 

３ 避難所の確保 

(1) 現状及び課題 

災害発生時に被災者の避難及び救援を円滑に実施するために、これらの用に供する適切な

施設を平常時から指定しておく必要がある。 

(2) 実施計画 
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ア 市が実施する計画 

(ｱ) 指定避難所内の一般スペースでは生活することが困難な障がい者、医療的ケアを必要

とする者等の要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所を指定するよう努める。特に、

医療的ケアを必要とする者に対しては、人工呼吸器等の医療機器の電源の確保等の必要

な配慮をするよう努める。 

(ｲ) 指定避難所については、避難者を滞留するために必要となる適切な規模を有し、速や

かに被災者等を受け入れることが可能な構造又は設備を有する施設であって、想定され

る災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるも

のを指定する。 

(ｳ) 福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配慮者

の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、また、災害が発生した場合にお

いて要配慮者が相談等の支援を受けることができる体制が整備され、主として要配慮者

を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されているもの等を指定する。特に、

要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確保に努めるも

のとする。 

(ｴ) 指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができるが、指定緊急避難場所と

指定避難所が相互に兼ねる場合においては、特定の災害においては当該施設に避難する

ことが不適当である場合があることを日頃から住民等へ周知徹底するよう努める。 

(ｵ) 市は、福祉避難所について、受入れを想定していない避難者が避難してくることがな

いよう、必要に応じて、あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定する際に、受入

れ対象者を特定して公示する。  

(ｶ) 市は、前述の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整

の上、個別避難計画等を作成し、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直

接避難することができるよう努める。 

(ｷ) 市は、学校を指定避難所として指定する場合には、学校が教育の場であることに配慮

する。また、指定避難所としての機能は応急的なものであることを確認の上、指定避難

所となる施設の利用方法等について、事前に教育委員会等の関係部署や地域住民等の関

係者と調整を図る。 

(ｸ) 市が全域的に被災する場合又は被災場所の地域性により隣接市町村の方が避難に利便

を有する場合も想定されるので、必要に応じ隣接市町村と指定緊急避難場所、指定避難

所の相互提供等について協議しておく。 

(ｹ) 指定避難所に指定した施設については、良好な生活環境を確保するために、あらかじ

め避難所内の空間配置図、レイアウト図などの施設の利用計画を作成するよう努めるも

のとする。また、必要に応じ、換気、照明、冷暖房等の施設の整備に努める。 

なお、設備の整備に当たっては、電力、ガス等の供給が長期間停止することを想定し

た整備に努める。 
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(ｺ) 避難所の感染症対策については、第３章第 16節「保健衛生、感染症予防活動」を踏ま

え、感染症患者が発生した場合の対応やホテルや旅館等の活用等、平常時から防災担当部

局と保健福祉担当部局が連携し、検討するよう努める。 

(ｻ) 指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、給水タンク、仮設トイレ、マンホールト

イレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、ガス設備、衛星携帯電話・衛星通信を活用した

インターネット機器等の通信機器のほか、空調、洋式トイレ等避難の実施に必要な施設・

設備の整備に努め、要配慮者にも配慮する。 

   また、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エネルギーの

活用を含めた非常用発電設備等の整備に努める。 

(ｼ) テレビ、携帯ラジオ等避難者による災害情報の入手に資する機器の整備を図る。また、

要配慮者のニーズを把握し、適切な情報保障を行う。 

(ｽ) 指定避難所又はその近傍で、地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、携帯トイ

レ、簡易トイレ、非常用電源、常備薬、マスク、消毒液、段ボールベッド等の簡易ベッド

（以下「段ボールベッド等」という。）、パーティション、炊き出し用具、毛布等避難生活

に必要な物資や感染症対策に必要な物資等の備蓄に努める。また、灯油、ＬＰガスなど

の常設に努める。なお、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供にも配慮す

る。 

(ｾ) 避難行動要支援者を安全かつ適切に避難させるため、地域住民の助け合いの力等によ

る避難行動要支援者一人ひとりの状況に即した避難支援体制を確立する。 

また、一般の避難所では生活が困難な障がい者等の要配慮者のため、介護福祉施設、

障がい者支援施設等の福祉避難所を指定するよう努める。 

なお、災害発生時に避難所となる公共施設については、段差解消やスロープの設置等

要配慮者に配慮した施設整備を行うと共に、必要な物資等の備蓄に努める。 

(ｿ) 医療機関、社会福祉施設等との密接な連携の下に、災害発生時における避難行動要支

援者の緊急受入れ等について、支援協力体制の確立に努める。 

(ﾀ) 公有地はもとより民有地についても極力安全空間の確保に努め、今後開発される地域

においても、その計画が指定緊急避難場所及び指定避難所としての条件を満たすよう協

力を求めていく。 

(ﾁ) 「長野県避難所マニュアル策定指針」（令和４年３月改定）、長野県避難所 TKB スタン

ダード」等を参考として、各避難所の運営マニュアル等の整備等に努める。 

(ﾂ) マニュアルの作成、訓練等を通じて、指定避難所の運営管理のために必要な知識等の

普及に努める。この際、市民等への普及に当たっては、市民等が主体的に指定避難所を運

営できるように配慮するよう努める。 

   特に、夏季には熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予防や対処法に関する普及啓

発に努める。 

(ﾃ) 指定避難所として指定した学校等の施設については、備蓄のためのスペース確保や通
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信設備の整備等に努める。また、必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努める。 

(ﾄ) 指定避難所については、他市町村からの被災住民を受け入れることができるよう配慮

する。 

(ﾅ) 市は、安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑に指定緊急避難場所から指定

避難所へ移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法について

あらかじめ定めるよう努める。 

(ﾆ)  市は、指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との間で事前に

避難所運営に関する役割分担等を定めるよう努める。 

(ﾇ) 市及び各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のため

に、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換や避難生活支援に関する知見

やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努める。 

イ 県が実施する計画 

(ｱ) 「長野県避難所マニュアル策定指針」（令和４年３月改定）について新たな知見、近年

発生した災害の教訓を踏まえ適切な見直しに努めるとともに、良好な環境の確保のため、

特にトイレ（衛生）、キッチン（食事）、ベッド等（睡眠）については、水準目標(以下「長

野県避難所 TKB スタンダード」という。)を示すよう努めるものとする。（危機管理部） 

(ｲ) 県有施設について市の指定避難所の指定に協力するものとする。（県有施設管理部局） 

(ｳ) 県有施設の避難に関する計画の策定に当たり、職員は平常時から避難経路上の障害物

の除去等を行い、その確保に努めるものとする。（県有施設管理部局） 

(ｴ) 市が指定避難所として指定した学校等の県有施設については、備蓄のためのスペース

や通信設備の整備等に努めるものとする。（県有施設管理部局） 

(ｵ) 避難所の感染症対策については、第３章第 17 節「保健衛生、感染症予防活動」を踏

まえ、平常時から、指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染者

患者が発生した場合の対応を含め、危機管理部と健康福祉部が連携して、必要な措置を

講じるよう努めるものとする。 

また、必要な場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の 

活用を含めて、市による可能な限り多くの避難所の確保に協力するものとする。 

 (ｶ) 指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、給水タンク、仮設トイレ、マンホールト   

イレ、マット、非常用電源、衛星携帯電話・衛星通信を活用したインターネット機器等の  

通信機器のほか、空調、洋式トイレ等避難の実施に必要な施設・設備の整備、要配慮者へ 

の配慮について支援を行うものとする。また、停電時においても、施設・設備の機能が確 

保されるよう、再生可能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備の支援を行 

うものとする。 

 (ｷ) 避難所が円滑に開設されるように、好事例の展開や研修の実施等、必要な支援に努め

るものとする。（危機管理部） 
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ウ 関係機関が実施する計画 

(ｱ) 管理施設について、市の指定避難所の指定に協力するものとするものとする。（全機関） 

(ｲ) 要配慮者が利用する施設の管理者は、施設利用者を安全かつ適切に避難誘導するため、

施設利用者の個々の態様に配慮した避難体制の確立を図り、職員及び施設利用者に周知

徹底するとともに、近隣の施設等との密接な連携の下に、災害発生時における施設利用

者の緊急受入れ等について、支援協力体制の確立に努めるものとする。 

４ 応急仮設住宅の供給体制の整備 

(1) 現状及び課題 

住居を失った被災者に対し、災害救助法が適用された場合は県が、それ以外の場合は、市

が仮設住宅を提供することとなるので、迅速な供給を行うため事前に供給体制の整備を行う

必要がある。 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｱ) 利用可能な公営住宅等の把握に努め、被災者に住宅を提供する体制を整備する。 

(ｲ) 災害救助法が適用されない場合における賃貸住宅等の借上げ、応急仮設住宅の建設に

より、被災者に住宅を提供する体制を整備する。 

(ｳ) 応急仮設住宅の建設用地について、指定緊急避難場所及び指定避難所との整合を図り

ながら候補地を選定し、学校の敷地を用地等として定める場合には、学校の教育活動に

十分配慮する。 

(ｴ) 利用可能な賃貸住宅等の情報を被災者に提供する体制を整備する。 

イ 県が実施する計画（建設部） 

(ｱ) 利用可能な県営住宅等の把握に努め、被災市町村に情報提供する体制を整備するもの

とする。（建設部） 

(ｲ) 賃貸住宅管理者等から利用可能な賃貸住宅等の情報提供を受け、被災市町村に情報提

供する体制を整備するものとする。（建設部） 

(ｳ) 賃貸住宅等の情報体制強化のため、（公社）長野県宅地建物取引業協会、（公社）全日本

不動産協会長野県本部及び（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会との協定に基づき連

携を強化するものとする。（建設部） 

(ｴ) 災害救助法が適用された場合、災害救助法第４条第１項第１号に規定する応急仮設住

宅等を提供するため、供給体制の整備を図るものとする。（建設部） 

ａ 賃貸住宅等の借上げ、応急仮設住宅の建設により、被災者に住宅を提供する体制を

整備するものとする。 

ｂ (一社)プレハブ建築協会、（一社）全国木造建設事業協会及び（一社）長野県建設業

協会、（一社）日本 RV・トレーラーハウス協会及び（一社）日本ムービングハウス協会

との「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書」に基づき連携を強化する

ものとする。 
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ｃ 入居者の決定等住宅供給方法等について、市と相互に連携した体制の整備を図るも

のとする。 

５ 学校等における避難計画等 

(1) 現状及び課題 

災害発生時に、保育園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校（以下この節

において「学校等」という。）においては、幼児及び児童生徒（以下この節において「児童生

徒等」という。）の生命、身体の安全確保に万全を期すとともに、緊急事態に備え、迅速かつ

的確に対応できる綿密な保護対策としての防災応急対策を実施する必要があることから、学

校等の長は、児童生徒等の保護について次の事項に十分留意し、避難対策計画を具体的に定

めておく必要がある。 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

市内の学校等においては、多数の児童生徒等を混乱なく安全に避難させ、身体及び生命

の安全を確保するために、立地条件等を考慮し、学校等の実態に即し、避難場所、経路、時

期及び誘導並びにその指示、伝達の方法等、適切な避難対策を立てておく。 

(ｱ) 防災計画の作成 

ａ 学校等の長は、風水害が発生した場合、又は発生するおそれのある場合に児童生徒

等の安全を確保するため、市、警察署、消防署その他の関係機関と十分協議の上、防災

計画を作成する。 

ｂ 学校等の長は、防災計画を作成又は変更したときは、速やかに市又は市教育委員会

（以下「市教委」という。）に報告するとともに、教職員、児童生徒等及び保護者に周

知徹底を図る。 

ｃ 防災計画には、次の事項を定める。 

(a) 風水害対策に係る学校等内の防災組織の編成 

(b) 風水害に関する情報収集と学校、教職員及び保護者への伝達の方法 

(c) 市、市教委、警察署、消防署その他の関係機関への連絡方法 

(d) 夜間、休日等における緊急時の教職員等の連絡及び招集方法 

(e) 児童生徒等の避難・誘導と検索の方法 

(f) 児童生徒等の帰宅及び保護の方法 

(g) 児童生徒等の保護者への引き渡し方法 

(h) 児童生徒等が登下校の途中で風水害にあった場合の避難方法 

(i) 児童生徒等の救護方法 

(j) 初期消火と重要物品の搬出の方法 

(k) 施設、設備の災害予防、危険箇所、危険物（危険動物含む）の点検方法 

(l) 避難所の開設への協力（施設・設備の開放等） 

(m) 防災訓練の回数、時期、方法 
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(n) 教職員、児童生徒等に対する地震防災上の教育及び保護者に対する広報の実施 

(o) 風水害時における応急教育に関する事項 

(p) その他学校等の長が必要とする事項 

(ｲ) 学校等の施設・設備の点検管理 

学校等における施設・設備の点検管理は、次の事項に留意し、適切に行う。 

ａ 日常的に児童生徒等がよく利用する施設空間（教室、昇降口、階段等）や遊具等が風

水害の作用によりどのような破損につながりやすいかに留意して点検する。 

ｂ 定期的に非常階段、消火栓等の防災施設や薬品庫等の施設・設備を各担当者が点検

する。 

ｃ 設備や備品等の設置方法・場所が適当か、転倒、落下等の防止の措置がなされてい

るかについて点検する。 

(ｳ) 学校等の施設の防火管理 

風水害での二次災害を防止するため、学校等の施設の防火管理に万全を期する。 

ａ 日常点検は、職員室、給食調理室、用務員室、理科室、家庭科室等火気使用場所及び

器具を点検し、消火用水や消火器等についても点検する。 

ｂ 定期点検は、消火器具、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、避難器具、避難誘導灯

及び貯水槽等の器具・設備等の機能を精密に点検する。 

(ｴ) 避難誘導方法の確立 

ａ 避難経路及び避難場所は、第一、第二の避難経路及び避難場所を設定し、あらかじ

め保護者に連絡して周知徹底を図る。 

ｂ 防災計画の「児童生徒等の避難誘導と検索の方法」の作成に当たっては、次の事項

に留意する。 

(a) 児童生徒等の行動基準並びに学校等や教職員の対処、行動を明確にすること。 

(b) 全職員の共通理解がなされ、個々の分担を明確にすること。 

(c) 遠足等校外活動中の災害発生等の場合にも対応できるものであること。 

(d) 登下校時、在宅時における災害発生時の場合にも対応できるものであること。 

イ 県が実施する計画 

県立の学校等においては、多数の児童生徒等を混乱なく安全に避難させ、身体及び生命

の安全を確保するために、立地条件等を考慮し、学校等の実態に即し、避難の場所、経路、

時期及び誘導並びにその指示、伝達の方法等、適切な避難対策を立てておくものとする。 

また、私立学校に対し、迅速かつ適切な避難行動を図ることができるように、避難計画

の一層の充実を指導するものとする。 

(ｱ) 防災計画（教育委員会） 

ａ 学校長は、風水害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合に児童生徒等の

安全を確保するため、防災計画を作成しておくものとする。なお、この計画作成に当

たっては、市、警察署、消防署及びその他の関係機関と十分協議するものとする。 
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ｂ 学校長は、防災計画を作成又は変更したときは、速やかに県教育委員会（以下「県教

委」という。）に報告するとともに、教職員、児童生徒等及び保護者に周知徹底を図る

ものとする。 

ｃ 防災計画には、次の事項を定めるものとする。 

(a) 風水害対策に係る防災組織の編成 

(b) 風水害に関する情報の収集と学校、教職員及び保護者への伝達の方法 

(c) 県教委、市、警察署、消防署その他の関係機関への連絡方法 

(d) 夜間、休日等における緊急時の教職員等の連絡及び招集方法 

(e) 児童生徒等の避難・誘導と検索の方法 

(f) 児童生徒等の帰宅及び保護の方法 

(g) 児童生徒等の保護者への引き渡し方法 

(h) 児童生徒等が登下校の途中で風水害にあった場合の避難方法 

(i) 児童生徒等の救護方法 

(j) 初期消火と重要物品の搬出の方法 

(k) 施設、設備の災害予防、危険箇所、危険物（危険動物含む）の点検方法 

(l) 避難所の開設への協力（施設・設備の開放等） 

(m) 防災訓練の回数、時期、方法 

(n) 教職員、児童生徒等に対する防災上の教育及び保護者に対する広報の実施 

(o) 風水害時における応急教育に関する事項 

(p) その他学校長が必要とする事項 

(ｲ) 施設・設備の点検管理（教育委員会） 

学校における施設・設備の点検管理は、次の事項に留意し、適切に行うものとする。 

ａ 日常的に児童生徒等がよく利用する施設空間（教室、昇降口、階段等）や遊具等が風

水害の作用によりどのような破損につながりやすいかに留意して点検するものとする。 

ｂ 定期的に非常階段、消火栓等の防災施設や薬品庫等の施設・設備を各担当者が点検

するものとする。 

ｃ 設備や備品等の設置方法・場所が適当か、転倒、落下等の防止の措置がなされてい

るかについて点検するものとする。 

(ｳ) 防火管理（教育委員会） 

風水害での二次災害を防止するため、学校等の施設の防火管理に万全を期するものと

する。 

ａ 日常点検は、職員室、給食調理室、用務員室、理科室、家庭科室等火気使用場所及び

器具を点検し、消火用水や消火器等についても点検するものとする。 

ｂ 定期点検は、消火器具、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、避難器具、避難誘導灯

及び貯水槽等の器具・設備等の機能を精密に点検するものとする。 

(ｴ) 避難誘導（教育委員会） 
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ａ 避難経路及び避難先は、第一、第二の避難経路及び避難先を設定し、あらかじめ保

護者に連絡して周知徹底を図るものとする。 

ｂ 防災計画の「児童生徒等の避難誘導と検索の方法」の作成に当たっては、次の事項

に留意するものとする。 

(a) 児童生徒等の行動基準並びに学校や教職員の対処、行動を明確にすること。 

(b) 全職員の共通理解がなされ、個々の分担を明確にすること。 

(c) 遠足等校外活動中の災害発生等の場合にも対応できるものであること。 

(d) 登下校時、在宅時における災害発生時の場合にも対応できるものであること。 

(ｵ) 私立学校に対する指導（県民文化部） 

私立学校については、県立学校の対策に準じて整備するよう指導するものとする。 

 

６ 避難所以外で避難生活を送る避難者等への支援 

(1) 現状及び課題 

近年の災害における避難生活では、住宅の被害や電気や水道等のインフラの途絶など支障が

ある中で、避難所に居場所を確保できない、家族や自分の健康状態により自宅から出られない

等、様々な事情により、避難所への避難ではなく、在宅や車中泊で避難生活を送る避難所及び

被災者が少なからず発生した。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大を受けて分散避難の取組が進み、旅館・ホテルの活用

や親戚・知人宅への避難といった形態が推奨されるなど、避難者等の避難生活の状況は多様化

している。 

このような避難生活を取り巻く状況の変化を踏まえ、避難者等が一人ひとりの事情や状況に

応じて適切な場所で避難生活を送ることができるよう、多様な避難生活の場所を想定して支援

を検討する必要がある。 

(2) 実施計画  

ア 市が実施する計画 

  （ｱ） 保健師、福祉関係者、NPO 等の様々な主体が地域の実情に応じて実施している状況把握の    

取組を円滑に行うことができるよう事前に実施主体間の調整を行うとともに、状況把握が

必要な対象者や優先順位付け、個人情報の利用目的や共有範囲について、あらかじめ、検

討するよう努めるものとする。 

（ｲ） 在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受け入れることが困難となる

場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅避難者等の支援方策を市とともに検

討するよう努めるものとする。 

  （ｳ） やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合に備えて、あらかじめ、地       

域の実情に応じ、車中泊避難者の支援方策を市とともに検討するよう努めるものとする。

その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等の広報や車中泊避難者の支援に必要

な物資の備蓄に努めるものとする。 
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  イ 県が実施する計画（危機管理部、健康福祉部） 

  （ｱ） 保健師、福祉関係者、NPO 等の様々な主体が地域の実情に応じて実施している状況把握の    

取組を円滑に行うことができるよう事前に実施主体間の調整を行うとともに、状況把握が

必要な対象者や優先順位付け、個人情報の利用目的や共有範囲について、あらかじめ、市

とともに検討するよう努めるものとする。 

（ｲ） 在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受け入れることが困難となる

場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅避難者等の支援方策を市とともに検

討するよう努めるものとする。 

  （ｳ） やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合に備えて、あらかじめ、地       

域の実情に応じ、車中泊避難者の支援方策を市とともに検討するよう努めるものとする。

その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等の広報に努めるものとする。 
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第１２節 孤立防止対策 

【総務部】 

 

 震災対策編第２章第１１節「孤立防止対策」を準用する。 
 

 

第１３節 食料品等の備蓄・調達計画 

【総務部】 

 

 震災対策編第２章第１２節「食料品等の備蓄・調達計画」を準用する。 

 

第１４節 給水計画 

【水道事業部】 

 

 震災対策編第２章第１３節「給水計画」を準用する。 

 

 第１５節 生活必需品の備蓄・調達計画 

【総務部】 

 

 震災対策編第２章第１４節「生活必需品の備蓄・調達計画」を準用する。 

 

第１６節 危険物施設等災害予防計画 

【総務部、商工観光部】 

 

 震災対策編第２章第１５節「危険物施設等災害予防計画」を準用する。 
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第１７節 電気施設災害予防計画 

【総務部】 

 

 震災対策編第２章第１６節「電気施設災害予防計画」を準用する。 

 
 

第１８節 都市ガス施設災害予防計画 

【総務部】 

 

 震災対策編第２章第１７節「都市ガス施設災害予防計画」を準用する。 

 

第１９節 上水道施設災害予防計画 

【水道事業部】 

 

 震災対策編第２章第１８節「上水道施設災害予防計画」を準用する。 
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第２０節 下水道施設等災害予防計画 

【水道事業部】 

第１ 基本方針 

近年の市街化の進展にともない、市街地における雨水の浸透機能が低下したことなどにより、

短時間の雨水流出や近年異常気象による局地的集中豪雨等による浸水の危険性が危惧されている。 

このため、雨水の速やかな排除による浸水被害の防止は、下水道事業の目的でもあり、雨水幹

線などの整備を推進することにより、市民の生命、財産を守り、安全・安心なまちづくりを進める

ものである。 

 

第２ 主な取組み 

１ 事業認可計画に基づき、雨水幹線などの整備を推進する。 

２ 排水施設等に雨水を浸透させる機能を持たせることで雨水流出量の削減を図る。 

３ 下水道ＢＣＰを策定し、緊急連絡体制、被災時の復旧体制を確立する。 

４ 緊急あるいは復旧用資材の把握と確保に努める。 

５ 雨水管渠の下水道施設台帳の整備・充実を図り、緊急時に即応できるよう努める。 

６ 道路管理者との連携により、適正かつ効率的な雨水排除に努める。 

 

第３ 計画の内容 

１ 雨水排除の推進 

(1) 現状及び課題 

本市の下水道事業は、公共用水域の水質保全、生活環境の改善という観点から、汚水排除

を優先してきているが、今後は、浸水対策としての雨水排除に係わる雨水幹線などの整備を

推進する。 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

「下水道基本構想」の策定に当たり、現行の事業認可区域の雨水排除の推進のほか、雨

水排除が必要な区域について調査・検討を行い、必要に応じ事業認可計画区域として位置

づけるなど浸水対策を推進する。 

イ 県が実施する計画（環境部） 

雨水整備に向けて、市への啓発活動、指導等を行うものとする。 

２ 雨水流出抑制型下水道の整備 

(1) 現状及び課題 

都市化の進展に伴い、市街地の浸透面積が減少して雨水の流出量が増大することから、貯

留浸透により雨水の河川や水路への流出量を抑制し、減災対策としてのピークカットや地下

水かん養を図る必要がある。 
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(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

雨水浸透型の排水設備導入について、市民への啓発活動等を行う。 

イ 県が実施する計画（環境部） 

排水設備の雨水浸透化に向けて、啓発活動、指導等を行うものとする。 

３ 緊急連絡体制、復旧体制の整備 

震災対策編第２章第１９節「下水道施設等災害予防計画」を準用する。 

４ 緊急用、復旧用資機材の計画的な確保 

震災対策編第２章第１９節「下水道施設等災害予防計画」を準用する。 

５ 下水道施設台帳・農業集落排水処理施設台帳・浄化槽台帳等の整備・拡充 

震災対策編第２章第１９節「下水道施設等災害予防計画」を準用する。 

６ 排水施設及び処理施設の系統のループ化 

震災対策編第２章第１９節「下水道施設等災害予防計画」を準用する。 
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第２１節 通信・放送施設災害予防計画 

【企画政策部】 

 

 震災対策編第２章第２０節「通信・放送施設災害予防計画」を準用する。 

 

第２２節 鉄道施設災害予防計画 

 

 

 震災対策編第２章第２１節「鉄道施設災害予防計画」を準用する。 

 

第２３節 災害広報計画 

【企画政策部】 

 

 震災対策編第２章第２２節「災害広報計画」を準用する。 
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第２４節 土砂災害等の災害予防計画 

【建設部、農林部、総務部】 

第１ 基本方針 

本市は、その地形・地質から土砂災害等が発生する危険がある場所を多く抱えていて、風水害

に起因する土砂崩壊、地すべり等による被災が懸念される。 

これら土砂災害を防止するため、市と関係機関が中心となり、危険箇所を把握し、総合的かつ

長期的な対策を講ずる。 

また、近年、要配慮者利用施設が、土砂災害により被災し、多数の犠牲者が出た事例もあり、こ

れらの施設が所在する土砂災害警戒区域等の区域内については、特に万全の対策が必要とされる。 

 

第２ 主な取組み 

１ 土砂災害等の危険箇所を的確に把握し、防災上の観点からそれら箇所の土地に法律に基づく

指定を行い、開発行為の制限や有害行為の防止と防災工事を強力に推進するとともに、適切な

警戒避難体制の整備を実施し、市民への周知徹底を図る。 

２ 土砂災害特別警戒区域等には原則として要配慮者利用施設の新築等は行わないものとする。 

地域の状況等特別な理由があり、やむを得ず新築等を行う場合は、土砂災害に備えた警戒避

難体制を構築する。 

３ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域等について防災対策を推移する。 

４ 住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域を土砂災害警戒

区域、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認めら

れる土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指定する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 地すべり対策 

震災対策編第２章第２３節「土砂災害等の災害予防計画」を準用する。 

２ 山地災害危険地対策 

震災対策編第２章第２３節「土砂災害等の災害予防計画」を準用する。 

３ 土石流対策 

震災対策編第２章第２３節「土砂災害等の災害予防計画」を準用する。 

４ 急傾斜地崩壊対策 

震災対策編第２章第２３節「土砂災害等の災害予防計画」を準用する。 

５ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域等対策 

震災対策編第２章第２３節「土砂災害等の災害予防計画」を準用する。 
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第２５節 防災都市計画 

【建設部】 

 

 震災対策編第２章第２４節「防災都市計画」を準用する。 
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第２６節 建築物災害予防計画 

【建設部・こども教育部・交流文化部】 

第１ 基本方針 

強風または出水等による建築物の被害を最小限に抑え、市民の生命、財産等を保護するため、

建築物及び敷地の安全性を確保し、安全性の向上を図る。 

 

第２ 主な取組み 

１ 強風による屋根瓦の脱落・飛散防止を含む落下物の防止対策を講ずる。 

２ 出水時の被害を最小限に抑えるため、敷地の安全性の確保及び建築物の浸水対策を講ずる。 

３ 文化財保護法等により指定等された文化財は、災害発生後の火災等に備える。 

 

第３ 計画の内容 

１ 建築物の風害対策 

(1) 現状及び課題 

強風による屋根材等の飛散・落下や建築物の損壊、看板等の飛散転倒を最小限に抑えるた

め、構造耐力上の安全性を確保し、適切な管理を行う。 

(2) 実施計画 

ア 市及び県が実施する計画 

(ｱ) 公共建築物については、屋根材、看板等の飛散・落下防止のため点検を実施し、必要に

応じて改修を行うものとする。 

(ｲ) 一般建築物については、屋根材、看板等の飛散・落下防止のための指導及び啓発を行

うものとする。 

(ｳ) 道路占用物については、落下・転倒防止のための指導を行うものとする。 

(ｴ) 落下物、屋外設置物による被害の防止対策について普及・啓発を図るものとする。 

(ｵ) 市民に対し、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等について、普及啓発を図

るものとする。 

イ 建築物の所有者等が実施する計画 

(ｱ) 屋根材、看板等の飛散・落下被害を防止するため点検し、必要に応じて改修を行うも

のとする。 

(ｲ) 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備えを行うものとする。 

２ 建築物の水害対策 

(1) 現状及び課題 

出水による建築物の被害を最小限に抑えるため、土地の状況等に応じ盛り土等による建築

物の浸水対策及び敷地の安全性の確保を講ずる必要がある。 

また、出水、がけ地の崩壊等により被害が発生するおそれのある区域については、建築等
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の制限を行う必要がある。 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｱ) 出水によるがけ地の崩壊等により被害が発生するおそれのある区域について、建築等

の制限を行うため条例の制定に努める 

(ｲ) がけ地近接等危険住宅移転事業計画を策定し、移転事業の推進を図る。 

(ｳ) 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備えを行う。 

イ 県が実施する計画 

(ｱ) 建築物及び敷地の安全性の確保を図るため、指導及び啓発を行うものとする。 

(ｲ) がけ地近接等危険住宅の解消を図るため、市と調整の上、移転事業の促進を図るもの

とする。 

(ｳ) 市民に対し、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等について、普及啓発を図

るものとする。 

ウ 建築物の所有者が実施する計画 

出水時における建築物の被害を防止するため、土地の状況等に応じ盛り土等の必要な措

置を講ずるものとする。 

３ 文化財の風水害予防 

震災対策編第２章第２５節「建築物災害予防計画」を準用する。 
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第２７節 道路及び橋梁災害予防計画 

【建設部、農林部】 

第１ 基本方針 

風水害で生じる道路及び橋梁の機能障害が災害応急対策活動等の妨げにならないよう、風水害

に強い道路及び橋梁づくりを行う必要がある。 

また、道路及び橋梁の基幹的な交通確保の整備に当たっては、ネットワークを充実させ、風水

害に対する安全性の確保を図る。機能に重大な支障が生じた場合は、代替路の確保及び応急対策

により機能の確保を行う。被災後の応急活動及び復旧活動に関し、各関係機関において相互応援

の協定を締結し、平常時から連携を強化しておく。 

 

第２ 主な取組み 

１ 道路及び橋梁の風水害に対する安全性を確保する。 

２ 被災後の応急活動及び復旧活動に関し、関係団体との協力体制を整えておく。 

３ 危険防止のための事前規制を行う。 

 

第３ 計画の内容 

１ 道路及び橋梁の風水害に対する整備 

(1) 現状及び課題 

風水害により、道路は落石、法面崩壊、路肩決壊、道路への土砂流出、道路付帯施設・橋梁

の破損、倒木による電柱等の破壊、冠水等によって交通不能あるいは困難な状態になると予

想される。この対策として、各道路管理者及び警察等の関係機関は、道路・道路施設及び橋梁

について風水害に対する安全性の強化を図る必要がある。 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｱ) 落石等の点検に基づき、緊急度の高い箇所から順次整備する。 

(ｲ) 盛土・トンネル点検に基づき、緊急度の高い箇所から順次整備する。 

(ｳ) 橋梁長寿命化修繕計画に基づき、緊急度の高い橋梁から風水害に対する安全性の強化

を順次整備する。 

イ 県が実施する計画 

(ｱ) 落石等の危険箇所点検（平成 8・9年道路防災総点検）に基づき緊急度の高い箇所から

順次整備するものとする。（建設部、道路公社） 

(ｲ) 道の駅の道路ネットワーク上の防災拠点としての整備を進めるものとする。（建設部） 

(ｳ) 道路の冠水による事故を未然に防止するため、道路情報表示版等必要な施設の整備を

図るとともに、警察及び消防等との連携の下で、適切な道路管理に努めるものとする。

（建設部、警察本部） 
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(ｴ) 第１次緊急輸送道路、第２次緊急輸送道路及び第３次緊急輸送道路を定めて、緊急度

の高い箇所から順次整備し、災害に強い道路交通網整備を推進する。特に、災害時も含

めた安定的な輸送を確保するため、道路法に基づき指定された「重要物流道路」の機能

強化を推進するものとする。(建設部) 

(ｵ) 被災地域の安定的な人流・物流機能の確保のため、国・市、公共交通事業者、有識者

等と連携し、災害時に交通量抑制の呼びかけや広域迂回への誘導、代替輸送手段の確保

や道路の混雑対策等を統括的かつ速やかに実施できる体制の構築を検討するものとする。 

ウ 関係機関が実施する計画 

(ｱ) 緊急輸送を確保するために必要な道路の整備は、風水害対策を必要とする道路施設に

ついては、社会資本整備重点計画等に基づき計画的に整備を進めるものとする。（関東・

中部地方整備局） 

(ｲ) 緊急輸送道路のネットワークにおいて、風水害応急対策を円滑に実施するため、緊急

輸送道路について広域的な応急対策等を考慮し、各道路管理者と総合的な調整を行うも

のとする。（関東・中部地方整備局） 

(ｳ) 発災後の道路の障害物除去（路面変状の補修や迂回路の整備を含む。）による道路啓開、

応急復旧等を迅速に行うため、他の道路管理者及び関係機関と連携して、道路啓開等の

計画を作成する。（関東・中部地方整備局） 

(ｴ) 道路施設の点検に基づく補強及び緊急輸送道路としての機能の確保を図るよう努める

ものとする。（関東・中部地方整備局） 

(ｵ) 発災により予測される危険性及び緊急輸送道路としての機能維持について現場点検の

実施に努め、緊急を要するものから逐次必要な対策を実施するものとする。（関東・中部

地方整備局） 

(ｶ) 既存の橋梁の内、跨線橋・復断面区間等の緊急度の高い橋梁から順次橋脚等の補強対

策を推進するものとする。 

また、点検等により道路構造物の状況把握を行うとともに、対策を必要とするものに

ついては、緊急を要するものから逐次整備を進めるものとする。（関東・中部地方整備局） 

(ｷ) 日常から施設の点検調査を実施し、状況把握に努め、状況により補修工事を実施する

ものとする。（中日本高速道路㈱、関東・中部地方整備局） 

(ｸ) 災害応急復旧用各種車両、資機材等の備蓄、拡充に努めるものとする。（中日本高速道

路㈱、関東・中部地方整備局） 

２ 関係団体との協力体制の整備 

震災対策編第２章第２６節「道路及び橋梁災害予防計画」を準用する。 

３ 危険防止のための事前規制 

(1) 現状及び課題 

気象・水象情報の分析により、道路及び橋梁に風水害の危険性が予想される場合、危険防

止のため事前に交通規制を実施し、未然に人的・物的被害を予防する必要がある。 
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(2) 実施計画 

ア 道路管理者・警察等が実施する計画 

(1) 道路管理者並びに警察等は、あらかじめ特別警報発令時などにおいて通行規制が必要

な道路及び橋梁について検討し、情報共有を図るものとする。 

また、道路管理者は、降雨予測等から通行規制範囲を広域的に想定して、できるだけ早

く通行規制予告を発表するものとする。その際、当該情報が入手しやすいよう多様な広報

媒体を活用し、日時、迂回経路等を示すものとする。また、降雨予測の変化に応じて予告

内容の見直しを行うものとする。 

(2) 道路管理者並びに警察等は相互に連携し、気象・水象情報、道路情報等を迅速に収集

し、道路の通行に危険が認められる場合は、通行規制を実施するものとする。 

(3) 事前の道路規制情報等について、各道路管理者、関係機関及び県が情報共有できる体制

の整備に努める。 
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第２８節 河川施設等災害予防計画 

【建設部】 

第１ 基本方針 

出水時の破堤をはじめとする河川管理施設の災害は、多くの人命・財産を失うなど多大なる社

会的影響を与えることから、新たな施設整備とともに、既存施設の日常的な整備・点検、維持管理

を行い安全の確保に努める。 

 

第２ 主な取組み 

１ 過去の災害 の実績、現況の流下能力、災害時の社会的影響等を勘案し優先度の高い箇所から

改修等を実施する。 

２ 堤防や河道の土砂堆積の状況等を適宜把握し、洪水等に対する安全性を確保するよう維持的

な対策を講ずる。 

３ 既存のダム施設等に関して定期的な点検を行い、施設の維持管理に努める。 

４ 出水時の的確な情報収集や情報提供に努める。 

５ 浸水想定区域の公表、浸水想定区域内の要配慮者利用施設及び地下街等の施設の情報伝達並

びに避難体制の確保に努める。 

 

第３ 計画の内容 

１ 河川施設等災害予防 

 震災対策編第２章第２７節「河川施設等災害予防計画」を準用する。 

２ ダム施設災害予防 

 震災対策編第２章第２７節「河川施設等災害予防計画」を準用する。 

３ 浸水想定区域内の災害予防 

(1) 現状及び課題 

近年の全国の豪雨災害では低地などでの浸水被害が発生しているほか、高齢者や園児ら要

配慮者が逃げ遅れて孤立するケースが発生しているため、 洪水により相当な損害を生ずるお

それのある河川を指定し、浸水想定区域の公表を行っている。市は浸水想定区域内の要配慮

者利用施設及び大規模工場等の防災体制の確立を図る必要がある。 

 (2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｱ) 浸水想定区域内の要配慮者利用施設及び大規模工場等の名称・住所・管理者等及び施

設に対する洪水予報等の伝達方法（ＦＡＸ、メール、電話等）を本計画に定め、警戒避

難 体制の確立等防災体制の整備について指導する。 

(ｲ) 要配慮者利用施設及び大規模工場、自主防災組織等と連携を図り、災害の発生を想定

した連絡・通報、避難誘導等に係る訓練を実施する。 
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イ 県が実施する計画（建設部） 

(ｱ) 浸水想定区域や水位等、減災に資する情報を提供するものとする。 

(ｲ) 市に 洪水予報等の伝達を行うものとする。 

ウ 浸水想定区域内の要配慮者利用施設及び大規模工場等の管理者等が実施する計画 

(ｱ) 浸水想定区域内の要配慮者利用施設の管理者は、避難誘導に係る訓練の実施、避難マニ   

ュアルの作成等によって警戒避難体制の確立を図るものとする。 

(ｲ) 浸水想定区域内の大規模工場等の所有者又は管理者は、洪水時の浸水防止に関する計

画に基づき、浸水防止活動等の訓練の実施に努めるものとする。 
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第２９節 ため池等災害予防計画 

【農林部】 

 

 震災対策編第２章第２８節「ため池等災害予防計画」を準用する。 
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第３０節 農林水産物災害予防計画 

【農林部】 

第１ 基本方針 

風水害による農林水産関係の被害は、水稲、果樹、野菜等の冠水・倒伏による減収、水田等の流

失、ハウス・養魚場等生産施設の損壊や立木の倒木・流失が予想されるとともに、農作物の病害発

生や生育不良、家畜・水産物の斃死被害なども予想される。 

そこで、被害を最小限にするための予防技術対策の充実と普及、適地適木の原則を踏まえた森

林の整備等を推進する。 

 

第２ 主な取組み 

１ 農作物の生産施設、集出荷施設等の安全性確保について、農業協同組合等を通じ、農業者等

に対し指導徹底を図る。 

２ 塩尻市森林整備計画に基づき森林の整備を実施する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 農水産物災害予防計画 

(1) 現状及び課題 

風水害による農作物被害の軽減を図るため、農作物等災害対策指針をもとに予防技術対策

の周知徹底を図っているところであり、今後も継続した取組みが必要である。 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

農作物等災害対策指針をもとに、農業農村支援センター、農業協同組合と連携して、市

農業技術者連絡協議会を通じて予防技術対策の周知徹底を図る。 

イ 県が実施する計画（農政部） 

(ｱ) 農作物等災害対策指針の充実を図るとともに、農業農村支援センター等を通じ、市、

農業団体、農業者等に対し予防技術対策の周知徹底を図るものとする。 

(ｲ) 正確な情報を迅速に農業者等に伝達するため、農業情報等ネットワーク機能を強化す

るものとする。 

(ｳ) 周知すべき作目別の主な予防対策 

ａ 水稲 

(a) 強風が予想される時は、水田はなるべく深水にし、倒伏防止を図る。 

(b) 水路の流れを良くし冠水を抑えるため、清掃及び障害物の除去に努める。 

ｂ 果樹 

(a) 防風林又は防風施設を設置し、被害の未然防止に努める。 

(b) 支柱、トレリス、果樹棚等の補強をし、枝折れ、落果被害の防止に努める。 
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(c) 台風等豪雨襲来の前に排水溝を設置し、浸水防止に努める。 

ｃ 野菜及び花き 

(a) 支柱のある作物は、支線の補強、防風ネットの設置等により被害の未然防止に努

める。 

(b) ハウスは、破損部の修理、支柱等の補強により倒壊を防ぐとともに、周囲に排水

溝を設置し、浸水防止に努める。 

(c) 風速 30ｍ／秒以上の強風が予想される場合は、支柱をねかせ、被覆フィルムは取

り外す。 

(d) 台風等豪雨襲来の前に排水溝を設置し、冠水防止に努める。 

ｄ 畜産 

(a) 家畜を少なくとも一週間以上飼養できる飼料・燃料などの在庫を確保する。 

(b) 停電時でも飼養管理、搾乳や生乳冷却を継続できるよう、地域又は経営毎に非常電

源を準備する。  

(c) 施設の損傷・倒壊・浸水を防止するため、事前に施設を点検・補修する。 

ｅ 水産物 

増水、濁水による養殖魚の斃死等が予想される時は、取水制限、餌止め等により被害

防止に努める。 

ウ 関係機関・関係団体が実施する計画（農業協同組合） 

市と連携し、農業者等に対し、予防技術対策の周知徹底を図るものとする。 

エ 市民が実施する計画 

市、県、関係機関等からの情報に基づき、災害予防対策を実施するものとする。 

２ 林産物災害予防計画 

(1) 現状及び課題 

風水害による立木の倒木防止のため、適地適木の原則を踏まえた森林造成を図るとともに、

荘齢期の森林について、間伐による本数密度の調整を行い、適正な形状となるよう整備する

必要がある。 

また、林産物の生産、流通、加工施設の設置に当たっては、立地条件や排水施設の施工に留

意する必要がある。 

(2) 実施計画 

震災対策編第２章第２９節「農林水産物災害予防計画」を準用する。 
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第３１節 二次災害の予防計画 

【各部・事業部】 

第１ 基本方針 

災害発生時に被害を最小限に抑えるためには、その後に発生が予想される二次災害を防止する

ことが重要である。市は、有効な二次災害防止活動を行うために、日頃からの対策及び活動を推

進することが不可欠である。 

風水害の場合は、時間の経過とともに被害が拡大することも多く、二次災害が発生する場合も

ある。また、倒木等の流出による二次災害の危険もあるため、特に予防対策を講ずる必要がある。 

 

第２ 主な取組み 

１ 構造物について、二次災害予防のための措置を講ずる。 

２ それぞれの危険物施設等に応じた二次災害予防のための措置を講じる。 

３ 倒木の流出を予測した対策を検討する。 

４ 土砂災害警戒区域等の把握及び緊急点検体制の整備に努める。 

 

第３ 計画の内容 

１ 構造物に係る二次災害予防対策 

(1) 現状及び課題 

林道は、緊急避難路や輸送道路として災害発生後に利用される場合もあるが構造上、土砂

崩落等が起こる可能性もあるため事前の対策が必要である。 

その他の道路・橋梁等の被害を防ぐため、あらかじめ点検すべき箇所を把握しておくとと

もに、被災箇所の危険度を判定する基準等の整備が必要である。 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｱ) 林道については、土砂崩落危険箇所の改良、危険を周知させるための標識の設置を図

る。 

(ｲ) 重要施設についてはあらかじめ位置等を十分把握しておくとともに、施設の点検作業

が速やかに実施できる体制を整備しておく。 

(ｳ) 被災時に落石等の状況や盛土、トンネル及び橋梁等の点検が速やかに実施できるよう

あらかじめ体制を整備しておく。 

イ 県が実施する計画 

(ｱ) 林道については、土砂崩落危険箇所の改良、危険を周知させるための標識の設置を推

進するよう市を支援するものとする。（林務部） 

(ｲ) 重要施設についてはあらかじめ位置等を十分把握しておくとともに、施設の点検作業

が速やかに実施できる体制を整備しておくよう市を指導するものとする。（林務部） 
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(ｳ) 被災時に落石等の状況や盛土、トンネル及び橋梁等の点検が速やかに実施できるよう

あらかじめ体制を整備しておくものとする。（建設部、道路公社） 

ウ 関係機関が実施する計画 

関係機関は、それぞれの計画の定めるところにより整備するものとする。 

２ 危険物施設等に係る二次災害予防対策 

震災対策編第２章第３１節「災害の拡大防止と二次災害の予防計画」を準用する。 

３ 倒木の流出対策 

(1) 現状及び課題 

豪雨災害時には、渓流に押し出された倒木が流路を閉塞し鉄砲水の原因となったり、下流

で橋梁等の構造物と絡んで水害を助長したりする原因となる場合もある。 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

災害に強い森林づくり等、総合的な対策を検討する。 

イ 県が実施する計画 

(ｱ) スリット型ダム工の施工や災害に強い森林づくり等、総合的な対策を検討するものと

する。（林務部） 

(ｲ) 土石流対策にあわせ、スリット型堰提などにより、流木対策を推進するものとする。

（建設部） 

４ 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害予防対策 

震災対策編第２章第３１節「災害の拡大防止と二次災害の予防計画」を準用する。 
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第３２節 防災知識普及計画 

【総務部】 

  

第１ 基本方針 

「自らの命は自らが守る」が防災の基本であり、市、県及び防災関係機関による対策が、有効に

機能するためには、食料・飲料水の備蓄など住民が平常時から災害に対する備えを心がけるとと

もに、災害発生時には、自らの安全を守るような行動をとることができることが重要である。 

また、広域かつ甚大な被害が予想される災害に対処するためには、住民、企業及び自主防災組

織等の連携による総合的な防災力の向上が不可欠である。 

しかし、実際に災害が発生する頻度はそれほど高くないため、災害時における行動を経験から

学ぶことは、困難である。 

このため、市、県及び指定行政機関等は、災害文化の伝承や、体系的な教育により市民の防災意

識の高揚を図るとともに、防災知識の普及、徹底を図り、自主防災意識を持った災害に強い住民

の育成等地域の総合的な防災力の向上に努める。 

 

第２ 主な取組み 

１ 市民等に対する実践的な防災知識の普及・啓発活動を行う。 

２ 防災上重要な施設の管理者等に対して防災知識の普及を図る。 

３ 学校における実践的な防災教育を推進する。 

４ 市等の職員に対する防災知識の普及・防災意識の高揚を図る。 

５ 過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を後世に伝えていく。 

 

第３ 計画の内容 

１ 市民等に対する防災知識の普及活動 

(1) 現状及び課題 

災害発生時に、自らの安全を守るためにはどのような行動が必要か、要配慮者に対しては、

どのような配慮が必要かなど、災害時に役立つ実践的な防災知識を身につけた災害に強い住

民を育成することが、被害を最小限にとどめるうえで重要である。 

現在も各種の研修、訓練、講演会等の取組みや、広報活動がなされているが、今後は、「塩

尻市災害ハザードマップ」を活用して、マイ・タイムライン(台風の接近等によって、風水害 

が起こる可能性がある時に、市民一人ひとりの生活環境等に合わせて、「いつ」「何を するか」

を時系列で整理した自分自身の防災行動計画をいう。以下同じ。)の普及等、より実践的な活

動が必要である。 

また、企業等に対する防災知識の普及も重要な課題である。 

(2) 実施計画 
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ア 市が実施する計画 

(ｱ) 下記イ(ｱ)の事項に加え、次の事項について防災知識の普及を図る。 

ａ 各地域における避難対象地区、土砂災害警戒区域等に関する知識 

ｂ 各地域における指定緊急避難場所、指定避難所及び避難路に関する知識 

(ｲ) 防災マップ、地区別防災カルテ、災害時の行動マニュアル、塩尻市災害ハザードマッ

プ等を作成配布し、徹底した情報提供を行う。 

なお、ハザードマップ等の配布又は回覧に際しては、居住する地域の災害リスクや住 

宅の条件等を考慮したうえでとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に努め

る。 

また、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避難先として 安全な 

親戚・知人宅等多様な避難が選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な場所から

全員避難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の理解の促進に努める。 

ａ 浸水想定区域については次の事項を記載した洪水ハザードマップを作成し、市民等

へ配布する。その際、河川近傍や浸水深の大きい区域については「早期の立退き避難

が必要な区域」として明示するとともに、避難時に活用する道路において冠水が想定

されていないか住民等に確認を促すよう努める。また、ホームページ等での情報提供

も行う。 

(a) 避難の確保を図るため必要な事項 

(b) 浸水想定区域内の地下街等 

(c) 要配慮者が利用する施設で特に必要な施設の名称及び所在地 

ｂ 土砂災害警戒区域については次の事項を記載した防災マップを作成し、市民等へ配

布する。また、ホームページ等での情報提供も行う。 

(a) 土砂災害に関する情報の伝達方法 

(b) 指定緊急避難場所及び指定避難所に関する事項 

(c) その他土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難に必要な事項 

ｃ 山地災害危険地区等の山地災害に関する情報提供を行うものとする。 

(ｳ) 防災気象情報や避難に関する情報等の防災情報を災害の切迫度に応じて、５段階の警

戒レベルにより提供すること等を通して、受け手側が情報の意味を直感的に理解できる

ような取組を推進する。 

(ｴ) 自主防災組織における、防災マップ、地区別防災カルテの作成に対する協力について

指導推進する。 

(ｵ) 上記の防災マップ、地区別防災カルテの配布に当たっては、それらが持っている意味、

活用方法について充分な理解が得られるよう啓発の機会を設定する。この際、被害想定

区域外にも被害が及ぶ可能性があることも併せて周知する。 

(ｶ) 防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援センター・ケアマネージ

ャー）の連携により、高齢者に対し、適切な避難行動に関する理解の促進を図る。 
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(ｷ) 教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災に関するテキストやマニュアルの配

布、有識者による研修会や講演会、実地研修の開催等により、防災教育を実施する。 

(ｸ) 各地域において、防災リーダーの育成等、自助・共助の取組が適切かつ継続的に実施

されるよう、水害・土砂災害・防災気象情報に関する専門家の活用を図る。 

(ｹ) 防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン、火山防災の日、

雪崩防止週間等を通じ、各種講習会、イベント等を開催し、水防、土砂災害、雪崩災害、

二次災害防止等に関する総合的な知識の普及に努める。 

また、市民に対し、水害時のシミュレーション結果等を示しながら、「早期の立退き

避難が必要な区域」からの迅速で確実な立退き避難を求めるとともに、浸水深、浸水継

続時間等に応じて、水・食料を備蓄すること、ライフライン途絶時の対策をとること、

保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え、マイ・タイムラインの作成方法等につい

て、普及啓発を図る。 

(ｺ) 市民に対し、風水害のおそれのない適切な避難場所、避難路等について周知徹底する

とともに、必要に応じて避難場所の開錠・開設を自主防災組織で担う等、円滑な避難の

ため、自主防災組織等の地域のコミュニティを活かした避難活動を促進する。 

(ｻ) 市民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進のため、防災に関

する様々な動向や各種データを分かりやすく発信する。 

(ｼ) 大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、関係機関と連携して、実践型

の防災訓練を実施するよう努める。 

(ｽ) 地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に配慮し、居住

地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導し、市民の災害時の避難行

動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図る。また、感染症の拡大のおそれが

ある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的

に実施する。 

イ 県が実施する計画（全部局） 

(ｱ) 県民に対して防災知識を普及させるため、新聞、テレビ、ラジオ等のマスメディア、県

ホームページ、住民向け講座及び各種広報資料等により次の事項の啓発活動を行うもの

とする。 

   なお、啓発活動を行う際には、女性、子ども、性的マイノリティのほか、高齢者、障が

い者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者の多様なニーズに十分配慮し、地域において

支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の性別によるニーズの違い等に

十分配慮するよう努めることに加え、家庭動物の飼養の有無による被災時のニーズの違

いに配慮するよう努めるものとする。 

ａ 最低でも３日分、可能な限り 1 週間分程度の食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイ

レ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出袋（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）

の準備、自動車へのこまめな満タン給油 
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ｂ 飼い主による家庭動物の同行避難や避難所での飼養についての準備、保険・共済等

の生活再建に向けた事前の備え等の家庭での予防・安全対策 

ｃ 警報等や、避難指示等の意味や内容 

ｄ 警報等発表時や緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難の発令時にとるべき行動 

ｅ 避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識、

正常性バイアス等を克服し、避難行動を取るべきタイミングを逸することなく適切な

行動をとること 

ｆ 指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の避難場所、避難経路等の

確認 

ｇ 広域避難の実効性を確保するための、通常の避難との相違点を含めた広域避難の考

え方 

ｈ 家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家屋の内外の写真を撮影するなど、生

活の再建に資する行動 

ｉ 台風、集中豪雨、洪水、土砂災害、山地災害に関する一般的な知識 

ｊ 「自らの命は自らが守る」という「自助」の防災意識 

ｋ 地域、職場、家庭等のコミュニティにおいて相互に協力し、助け合う「共助」の防災

意識 

ｌ 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で災害時にとるべき行動に関する知

識 

ｍ 正確な情報入手の方法 

ｎ 要配慮者に対する配慮 

ｏ 男女のニーズの違いに対する配慮 

ｐ 指定避難所や仮設住宅、ボランティアの活動場所等において、被災者や支援者が性

暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもならないよう、「暴力は許されない」という意識 

ｑ 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

ｒ 各地域における避難対象地域、土砂災害警戒区域等に関する知識 

ｓ 各地域における風水害のおそれのない適切な緊急避難場所及び避難経路に関する知

識 

ｔ 必要に応じて避難場所の開錠・開設を自主防災組織で担う等、円滑な避難のため、

自主防災組織等の地域のコミュニティを活かした避難活動。 

ｕ 避難生活に関する知識 

ｖ 平常時から住民が実施し得る、最低でも３日分、可能な限り 1 週間分程度の生活必

需品の備蓄、家具の固定、出火防止等の平素からの対策及び災害時における応急措置

の内容や実施方法 

ｗ 「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者対策に対する基本原則や安否確認

手段について 
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ｘ 被害想定区域外にも被害が及ぶ可能性があることについて 

(ｲ) 防災気象情報や避難に関する情報等の防災情報を災害の切迫度に応じて、５段階の警

戒レベルにより提供すること等を通して、受け手側が情報の意味を直感的に理解できる

ような取組を推進するものとする。 

(ｳ) 避難を確保する上で必要な事項を住民に周知させるため、市が行う印刷物（ハザード

マップ等）の作成配布について協力するものとする。その際、河川近傍や浸水深の大き

い区域については「早期の立退き避難が必要な区域」として明示するとともに、避難時

に活用する道路において冠水が想定されていないか住民等に確認を促すよう努めるもの

とする。 

(ｴ) 防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援センター・ケアマネージャ

ー）の連携により、高齢者に対し、適切な避難行動に関する理解の促進を図るものとす

る。 

(ｵ) 企業等に対しても地域社会の一員として研修会、講演会等への参加を呼びかけるもの

とする。 

(ｶ) 教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災に関するテキストやマニュアルの配

布、有識者による研修会や講演会、実地研修の開催等により、防災教育を実施するもの

とする。 

(ｷ) 各地域において、防災リーダーの育成等、自助・共助の取組が適切かつ継続的に実施

されるよう、気象防災アドバイザー等の水害・土砂災害・防災気象情報に関する専門家

の活用を図るものとする。 

(ｸ) 防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン、火山防災の日、

雪崩防止週間等を通じ、各種講習会、イベント等を開催し、水防、土砂災害、雪崩災害、

二次災害防止・大規模広域避難に関する総合的な知識の普及に努めるものとする。 

また、市民に対し、水害時のシミュレーション結果等を示しながら、「早期の立退き避

難が必要な区域」からの迅速で確実な立退き避難を求めるとともに、浸水深、浸水継続

時間等に応じて、水・食料を備蓄すること、ライフライン途絶時の対策をとること、保

険・共済等の生活再建に向けた事前の備え、マイ・タイムラインの作成方法等について、

普及啓発を図るものとする。 

     (ｹ) 市民に対し、風水害のおそれのない適切な避難場所、避難路等について周知徹底する

とともに、必要に応じて避難場所の開錠・開設を自主防災組織で担う等、円滑な避難の

ため、自主防災組織等の地域のコミュニティを活かした避難活動を推進するものとする。 

(ｺ) 市民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進のため、防災に関

する様々な動向や各種データを分かりやすく発信するものとする。 

(ｻ)  国及び地方公共団体は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、関係

機関と連携して、実践型の防災訓練を実施するよう努めるものとする。 

(ｼ)  地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に配慮し、居住
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地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導し、市民の災害時の避難行

動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図るものとする。また、感染症の拡大

のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓

練を積極的に実施するものとする。 

ウ 自主防災組織等が実施する計画 

地区別防災カルテ等は、自主防災組織等が作成に参画することが、きめ細かな防災情報

を掲載するうえからも、防災知識の普及、防災意識の高揚、的確な災害対応といった観点

からも望ましく、自主防災組織等においても、地区別防災カルテ等の作成に参画するもの

とする。 

エ 報道機関等が実施する計画 

報道機関等は、防災知識の普及啓発に努めるものとする。 

オ 市民が実施する計画 

各種の防災訓練、防災に関する研修、講習会等へ積極的に参加するとともに、家庭防災

会議を定期的に開き、以下の様な確認活動を通じて、防災意識を高めるものとする。 

(ｱ) 避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所の確認 

(ｲ) 災害の状況に応じた避難行動の確認 

① 指定緊急避難場所への立退き避難 

② 「近隣の安全な場所」（近隣のより安全な場所・建物等）への立退き避難 

③ 「屋内安全確保」（その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動） 

(ｳ) 災害時の警戒避難に係る各種情報の多様な入手手段の確保（テレビ、ラジオ、インタ

ーネット等） 

(ｴ) 災害時の連絡方法等（連絡方法や避難ルールの取決め等）の確認 

(ｵ) 幼児や高齢者の避難についての役割の確認 

(ｶ) 災害用の非常持出袋の内容、保管場所の確認 

(ｷ) 備蓄食料の試食及び更新 

(ｸ)  負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具・ブロック塀等の転倒防止対策 

(ｹ) 地域の防災マップの作成 

(ｺ) 地域の防災訓練など自発的な防災活動への参加 

カ 企業等が実施する計画 

企業等においても、災害時に企業が果たす役割を踏まえた上で、災害時の行動マニュア

ルの作成、防災体制の整備、防災訓練の実施等防災活動を推進するよう努めるものとする。 

キ 関係機関が実施する計画 

塩尻市赤十字奉仕団及び松本広域消防局・木曽広域消防本部は、それぞれの普及計画に

基づき、住民を対象に応急手当(救急法)の講習会を実施するものとする。 

２ 防災上重要な施設の管理者等に対する防災知識の普及 

震災対策編第２章第３２節「防災知識普及計画」を準用する。 
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３ 学校における防災教育の推進 

震災対策編第２章第３２節「防災知識普及計画」を準用する。 

４ 市職員に対する防災知識の普及 

(1) 現状及び課題 

防災関係の業務に従事した経験のない職員の防災知識は、必ずしも十分とは言えない。

そこで防災関係の職員はもちろん、それ以外の職員に対しても防災知識の普及を図ってい

く。 

(2) 実施計画 

ア 市及び県が実施する計画 

市及び県は、各種の防災訓練、防災に関する研修、講習会等への参加を通じて、防災関

係以外の職員に対しても次の事項について防災知識の普及、防災意識の高揚を図るもの

とする。 

(ｱ) 自然災害に関する一般的な知識 

(ｲ) 自然災害が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

(ｳ) 職員等が果たすべき役割 

(ｴ) 自然災害対策として現在講じられている対策に関する知識 

(ｵ)  今後自然災害対策として取り組む必要のある課題 

イ 松本広域消防局及び木曽広域消防本部が実施する計画 

各種の防災訓練、防災に関する研修会、講習会を積極的に開催し、市職員等に防災知

識の普及、防災意識の高揚を図るものとする。 

５ 大規模災害の教訓や災害文化の伝承 

    震災対策編第２章第３２節「防災知識普及計画」を準用する。  
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第３３節 防災訓練計画 

【総務部】 

 

 震災対策編第２章第３３節「防災訓練計画」を準用する。 

 

第３４節 災害復旧・復興への備え 

【各部・事業部】 

 

 震災対策編第２章第３４節「災害復旧・復興への備え」を準用する。 

 

第３５節 自主防災組織等の育成に関する計画 

【総務部】 

 

 震災対策編第２章第３５節「自主防災組織等の育成に関する計画」を準用する。 

 
 

第３６節 企業防災に関する計画 

 

 震災対策編第２章第３６節「企業防災に関する計画」を準用する。 

 
 

第３７節 ボランティア活動の環境整備 

【健康福祉部、市民交流センター】 

 

 震災対策編第２章第３７節「ボランティア活動の環境整備」を準用する。 

 

第３８節 災害対策基金等積立及び運用計画 

【企画政策部】 

 

 震災対策編第２章第３８節「災害対策基金等積立及び運用計画」を準用する。
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第３９節 風水害対策に関する調査研究及び観測 

【総務部】 

第１ 基本方針 

台風、集中豪雨等の風水害は、本市においても被害をもたらしており、また、ときには「平成 18

年７月豪雨」のように大きな災害が発生している。 

気象等風水害に関する様々な研究が行われているところであるが、近年の都市部への人口集中、

建物の高層化、ライフライン施設への依存度の増大等災害要因は一層多様化しているため、関係

各機関と連携し科学的な調査研究を行い、総合的な風水害対策の実施に結びつけていくことが重

要である。 

本市では、平成 28 年度に防災アセスメントを実施し、風水害について土砂災害の危険な地域、

浸水の危険な地域を把握した。 

今後は、国や県の行う土砂災害関連調査に応じて、調査研究を続けていく必要がある。 

 

第２ 主な取組み 

市、県及び各機関が協力し、風水害に関する情報の収集整理等を推進する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 市が実施する計画 

(1) 地域の災害特性や災害危険性を科学的・総合的に把握するため、防災アセスメントの結果

を計画の中で明らかにする。 

(2) 国等が行う、観測施設の設置等に積極的に協力し、市内のデータの累積に努める。 

(3) 市民の理解と協力を得ながら、過去の地すべり発生記録など歴史資料の収集、聞き取り調

査による災害履歴の整理等を行い、防災対策計画の基礎資料を作成する。 

(4) 雨量計を市内各地に設置し、市内のデータの累積に努め、避難勧告等の発令の基準の基礎

資料とするとともに、市ホームページで公表する。 

２ 松本広域消防局及び木曽広域消防本部が実施する計画 

出火危険、延焼危険区域内での延焼阻止線の調査研究を進めるものとする。 

３ 県が実施する計画 

(1) 国が行う、観測施設の設置等に積極的に協力し、県内のデータの累積に努めるものとする。

（危機管理部） 

(2) 山地災害危険地区・地すべり危険箇所の再点検を通じて、データの蓄積を行い、防災計画

の基礎資料を作成するものとする。（林務部） 

(3) 土砂災害警戒区域等の繰り返し調査を実施し、危険箇所に関するデータの蓄積を行うもの

とする。（建設部） 

(4) テレメーターによる雨量観測、地すべり監視システムのデータ等と災害発生状況等のデー
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タを収集整理、分析し、危険予測の基礎資料を作成するものとする。（林務部、建設部） 

(5) 古文書の分析等の歴史学等も含めた総合的な研究について検討するものとする。（危機管理

部） 

４ 関係機関が実施する計画 

(1) 各機関がそれぞれ行った風水害の対策に関する調査研究のデータについて、必要があれば、

県、市への提供について協力するものとする。 

(2) 国等が行う、観測施設の設置等に積極的に協力するものとする。 
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第４０節 観光地の災害予防計画 

【商工観光部】 

 

 震災対策編第２章第４０節「観光地の災害予防計画」を準用する。 

 

第４１節 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

【総務部】 

 

 震災対策編第２章第４１節「住民及び事業者による地区内の防災活動の推進」を準用する。 
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第３章 災害応急対策計画 

第１節 災害直前活動 

【総務部】 

第１ 基本方針 

風水害については、災害発生の危険性をある程度は予測することが可能であり、被害を軽減す

るためには、気象警報・注意報等の市民に対する伝達、迅速な避難誘導等、災害の未然防止活動等

の災害直前の活動が極めて重要である。特に、避難行動要支援者が迅速に避難できるよう対策を

行うことが必要である。 

 

第２ 主な活動 

１ 気象に関する情報を迅速かつ適切に伝達する。 

２ 市民に対して適切な避難誘導を実施する。 

３ 災害を未然に防止するための活動を実施する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 警報等の伝達活動 

(1) 基本方針 

気象警報・注意報等を迅速かつ適切に伝達することは、災害発生直前に適切な行動をし、

人的、物的被害を回避するためにも重要である。なお、楢川地区は一次細分で「南部」、二次

細分で「木曽地方」での発表となる。関係機関は、「警報等伝達系統図」により気象警報・注

意報・水位情報・土砂災害警戒情報等の伝達活動を行う。 

災害応急対策マニュアル「情報収集伝達マニュアル」参照 

(2) 実施計画 

ア 特別警報発表時の対応 

(ｱ) 市が実施する対策 

 市民等への周知の措置 

県、消防庁、ＮＴＴ東日本㈱から特別警報の発表又は解除の通知を受けた場合又は自

ら知った時は、直ちにその内容を市民、滞在者、所在の官公署に周知する措置を行う。 

なお周知に当たっては、災害情報共有システム（Ｌアラート）、防災行政無線、広報車、

エリアメール、ソーシャルメディア等あらゆる広報手段を通じて、迅速かつ的確に行う

よう努める。 

(ｲ) 県が実施する対策 

 市への周知 

気象に関する警報・注意報は、衛星系防災行政無線の一斉ＦＡＸにより全市町村に発
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信しているが長野地方気象台から特別警報発表又は解除の通知があった場合は、併せて、

県危機管理防災課から地域振興局を通じて速やかに市への電話連絡を行うものとする。    

また、長野地方気象台等から、発表又は解除に関する情報について連絡があった場合

も、同様に市に対し連絡を行うものとする。 

イ 特別警報以外の気象警報発表時の対応 

(ｱ) 市が実施する対策 

ａ 長野地方気象台等から通知を受けた気象警報・注意報等及び指示事項をすみやかに

周知徹底する。また、放送等により気象状況を常に把握し、気象警報・注意報等の補

填に努める。 

ｂ 市民から災害発生のおそれのある異常現象の通報を受けた時は、その旨を速やかに

関係機関に伝達する。 

(ｲ) 県が実施する対策 

ａ 勤務時間内における取扱 

(a) 連絡及び通知系統 

長野地方気象台等から通知される気象警報・注意報(解除を含む、以下同様)等は

危機管理防災課長が受領し、それぞれの気象警報・注意報等を「勤務時間内における

伝達系統図」により連絡するものとする。 

(b) 庁内放送の実施 

すべての気象警報・注意報等について、危機管理防災課長からその写しを受領し

た広報・共創推進課は、速やかに庁内放送を実施し、庁内各課に周知するものとす

る。 

(c) 応急措置等の指示 

危機管理防災課長は地域振興局に、また河川課長及び道路維持課長は建設事務所

に通知する場合は、当該気象警報・注意報等により予想される事態に対して、局・所

及び市がとるべき措置をあわせ指示するものとする。 

(d) 農作物対策の指示 

農業技術課は農業農村支援センターに農作物等の技術対策について通知するもの

とする。 

(e) 指示事項の市等への通知 

地域振興局長及び建設事務所長は、通知された気象警報・注意報等にあわせて市

長のとるべき措置として指示された事項を、ただちに管轄区域内の市及び関係機関

に通知するものとする。 

ｂ 勤務時間外における取扱 

(a) 勤務時間外に長野地方気象台等から通知される気象警報・注意報等は、危機管理

部の宿日直者が受領するものとする。 

(b) 危機管理部の宿日直者は気象警報・注意報等を受領したときは、「勤務時間外にお
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ける伝達系統図」により、それぞれの担当者に電話等により通知するものとする。 

(c) ｂにより通知を受けた危機管理部、建設部及び農政部の担当者は、活動計画に基

づき登庁する必要がある場合は、登庁し、それぞれ主管課長に報告し指示を受ける

とともに、「勤務時間外における伝達系統図」により、地域振興局及び建設事務所等

の気象警報・注意報等受信担当者に通知するものとする。 

(d) 地域振興局及び建設事務所等の気象警報・注意報等受信担当者は、気象警報・注

意報等を受領したときは所属長に報告するとともに、(ア)のｅに準じ市及び関係機

関に通知するものとする。 

(ｳ) 長野地方気象台等が実施する対策 

長野地方気象台等の気象警報・注意報等の発表機関は、「警報等の種類及び発表基準」

により気象警報・注意報等を発表するものとする。 

なお地震等が発生した地域で災害発生に関わる条件が変化した場合は、警報等の発表

基準の引き下げを関係機関と協議の上、実施するものとする。 

(ｴ) 放送事業者が実施する対策 

各放送事業者は、長野地方気象台から気象警報・注意報等の通知を受けたときは、そ

の周知徹底を図るため放送時間、放送回数等を考慮の上、すみやかに放送を行うものと

する。 

(ｵ) その他防災関係機関が実施する対策 

その他の防災関係機関は、気象警報・注意報等の伝達についてそれぞれあらかじめ定

めておく組織、方法により、伝達系統でいう所定の機関にすみやかに通知するものとす

る。 

(ｶ) 市民が実施する対策 

以下の様な異常を発見した者は、ただちに市長又は警察官に通報するものとする。 

ａ 気象関係 

強い突風、竜巻、強い降ひょう、激しい雷と大雨等の気象現象 

ｂ 水象関係 

河川や湖沼の水位の異常な上昇 

ｃ 土砂災害に関する異常な自然現象 

ウ 土砂災害警戒情報発表時の対応 

(ｱ) 市が実施する対策 

県から土砂災害警戒情報発表の通知を受けたときは、速やかに避難指示を発令するな

ど市民の避難行動へつなげる。また避難情報の周知を図る。 

(ｲ) 県が実施する対策 

長野地方気象台との協議に基づき土砂災害警戒情報を発表する際は、事前に砂防課か

ら市へ電話連絡するとともに、発表後は、衛星系防災行政無線の一斉ＦＡＸ等により市

に通知するものとする。 
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また、長野県河川砂防情報ステーションへの掲載及び防災情報メール等を利用して発

表・解除の情報をメール配信し、一般への周知に努めるものとする。 

(ｳ) 長野地方気象台が実施する対策 

県との協定に基づき、報道各社へ土砂災害警戒情報の発表・解除について伝達するも

のとする。 

(ｴ) 放送事業者が実施する対策 

長野地方気象台から土砂災害警戒情報発表・解除の通知を受けたときは、その周知徹

底を図るため放送時間、放送回数等を考慮の上、速やかに放送を行うものとする。 

２ 市民の避難誘導対策 

(1) 基本方針 

風水害により、市民の生命、身体に危険が生じるおそれのある場合には、必要に応じて、高

齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の発令により適切な避難誘導を実施し、災害の発生に

備える。 

特に浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設に対しては、迅速かつ適切

な避難誘導に努める。 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する対策 

(ｱ) 市は、風水害の発生するおそれのある場合には防災気象情報等を十分把握するととも

に、河川管理者、水防団等と連携を図りながら、重要水防区域や土砂災害警戒区域等の

警戒活動を行い、危険がある場合または危険が予想される場合は、市民に対して避難指

示等を発令するとともに、適切な避難誘導活動を実施する。特に、台風による大雨発生

など事前に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測されてから災害のおそれがな

くなるまで、市民に対して分かりやすく適切に状況を伝達することに努める。 

(ｲ) 避難行動要支援者については高齢者等避難の伝達を行うなどの、避難支援計画に沿っ

た避難支援を行う。 

当日及び前日までの降水量等の気象状況等から、災害発生の危険性があると判断した

場合は、時間帯や利用者数等を総合的に判断し、浸水想定区域、土砂災害危険箇所・土砂

災害警戒区域等、山地災害危険地区内の要配慮者利用施設に対して連絡・通報を行う。 

また、必要に応じて、自主防災組織・市民等の協力を得て避難誘導活動を実施する。 

(ｳ) 市民に対して避難指示等を発令するに当たり、対象地域の適切な設定等に留意すると

ともに、避難指示及び緊急安全確保を夜間に発令する可能性のある場合には、避難行動を

とりやすい時間帯における高齢者等避難の発令に努める。 

 (ｴ) 避難指示等が発令された場合の避難行動としては、指定緊急避難場所や安全な親戚・

知人宅、ホテル・旅館等への避難を基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅

等で身の安全を確保することができる場合は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行う

ことや、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴
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う場合は、「緊急安全確保」を行うべきことについて、市は市民等への周知徹底に努める。 

(ｵ) 市は、災害時または災害が発生するおそれのある場合には、必要に応じ指定緊急避難場

所及び指定避難所を開設し、市民等に対して周知徹底を図る。また、あらかじめ指定され

た施設以外の施設についても、必要がある場合は管理者の同意を得て避難所とする。 

(ｶ) 市民に対する高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の伝達に当たっては、災害情報共

有システム（Ｌアラート）の活用や関係事業者の協力を得つつ防災行政無線、広報車、携

帯端末の緊急速報メール機能、ソーシャルメディア、ワンセグ放送等あらゆる広報手段を

通じて、対象地域の市民に対する迅速かつ的確な伝達に努める。 

(ｷ) 情報の伝達、避難誘導の実施に当たっては、高齢者、身体障がい者その他歩行が困難な

者等から優先的に行う等、避難行動要支援者に対して配慮するよう努める。 

(ｸ) 指定緊急避難場所、指定避難所及び避難路の所在、浸水想定区域、土砂災害警戒区域の

所在等、避難に資する必要な事項を市民に周知するため、これらの事項を記載した印刷物

の配布、ホームページでの掲載など必要な措置をとる。 

(ｹ) 緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難を解除する場合には、十分に安全性の確認に努

める。 

(ｺ) 市は、地域住民等の事前避難が必要と判断される場合には、必要に応じ、市民等が避難

するための施設を開放し、市民等に対し周知徹底を図る。 

(ｻ) 市は、災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開設するよう努め

る。  

(ｼ) 市は、指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、国や独立行政法人等が所有

する研修施設、ホテル・旅館等の活用も含め、可能な限り多くの避難所を開設し、ホーム

ページやアプリケーション等の多様な手段を活用して周知するよう努める。特に、要配慮

者に配慮して、被災地域外の地域にあるものを含め、ホテル・旅館等を実質的に福祉避難

所として開設するよう努める。  

(ｽ) 市は、特定の指定避難所に避難者が集中し、収容人数を超えることを防ぐため、ホーム

ページやアプリケーション等の多様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する等、

避難の円滑化に努める。 

イ 県が実施する対策（危機管理部、建設部） 

(ｱ) 避難指示等が発令された場合の避難行動としては、指定緊急避難場所への避難に加え、

安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への分散避難を基本とするものの、ハザードマップ

等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保することができる場合は、住民自らの判断で「屋

内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所等への避

難がかえって危険を伴う場合は、「緊急安全確保」を行うべきことについて、住民等への

周知徹底に努めるものとする。 

(ｲ) 県は、大雨による風水害の危険が高まった時に、市長が防災活動の実施や住民等への

避難指示等の発令を適切適時に判断できるよう、市等へ気象情報や降水量、降水予測、
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河川の水位情報、土砂災害警戒情報等について情報を提供し、市の活動を支援するもの

とする。 

(ｳ) 災害情報共有システム（Ｌアラート）の活用や関係事業者の協力を得つつ、携帯端末

の緊急速報メール機能、ソーシャルメディア、ワンセグ放送等を活用して、住民に対し、

河川の水位情報等について情報提供するものとする。 

ウ 市民が実施する対策 

避難の際には、出火防止措置をとった上、食料、日常品等の備蓄物資を携行するものと

する。 

エ 要配慮者利用施設の管理者が実施する対策 

(ｱ) 要配慮者利用施設の管理者は、自らも気象情報の収集を行うなど、自主的な防災活動

に努めるものとする。 

(ｲ) 災害が発生するおそれのある場合は、市、自主防災組織等と連携し、避難誘導等を実

施するものとする。 

３ 災害の未然防止対策 

(1) 基本方針 

各施設の管理者は、災害発生のおそれがある場合は、事前に適切な災害未然防止活動を行

い、被害の発生の防止に努める。 

(2) 実施計画 

ア 水防管理者（市長）が実施する対策 

水防管理者は、水防計画に基づき、河川堤防等の巡視を行い、水防上危険であると思わ

れる箇所について応急対策として水防活動を実施する。 

イ 河川管理者、農業用排水施設管理者、下水道管理者等が実施する対策 

河川管理者、農業用排水施設管理者、下水道管理者等は、洪水、豪雨の発生が予想される

場合には、ダム、せき、水門、ポンプ場等の適切な操作を行うものとする。 

その操作に当たり、危害を防止するため必要があると認められるときは、あらかじめ、

必要な事項を関係市町村及び警察署に通報するとともに市民に対して周知させるものとす

る。 

ウ 道路管理者が実施する対策 

道路管理者は、降水量等に応じて、パトロール、事前規制等の必要な措置を実施するも

のとする。 

エ 市民が実施する対策 

災害が発生するおそれのある異常な現象を発見した者は、その旨を市長又は警察官に通

報するものとする。 

 

第４ 警報等の種類及び発表基準 

１ 気象業務法に基づく特別警報・警報・注意報 
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(1) 特別警報・警報・注意報 

大雨や強風等の気象現象により、災害が発生するおそれのあるときには「注意報」が、重大

な災害が発生するおそれのあるときには「警報」が、予想される現象が特に異常であるため

重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときには「特別警報」が、現象の危険度と雨量、

風速等の予測値を時間帯ごとに示され、市町村ごとに発表される。長野地方気象台では、気

象特性に基づき 79の区域に分け発表している。 

なお、大雨や洪水等の警報等が発表された場合のテレビやラジオによる放送等では、市町

村等をまとめた地域の名称が用いられる場合がある。 

  特別警報・警報・注意報の概要 

種 類 概 要 

特別警報 
大雨、大雪、暴風、暴風雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいときに、その旨を警告して行う予報 

警 報 
大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪により、重大な災害が発生するおそれがあるときに、

その旨を警告して行う予報 

注意報 
大雨、洪水、大雪、強風、風雪等により、災害が発生するおそれがあるときに、その

旨を注意して行う予報 

  特別警報・警報・注意報の種類と概要（長野地方気象台が発表するもの） 

特別警報・警報・注意報の種類 概 要 

特別警報 

大雨特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著

しく大きいと予想されたときに発表される。大雨特別警報に

は、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨

特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項

が明記される。災害が発生または切迫している状況で、命の危

険があり直ちに身の安全を確保する必要があることを示す警

戒レベル５に相当。 

大雪特別警報 
大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著

しく大きいと予想されたときに発表される。 

暴風特別警報 
暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著

しく大きいと予想されたときに発表される。 

暴風雪特別警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するお

それが著しく大きいと予想されたときに発表される。「暴風に

よる重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等な

どによる重大な災害」のおそれについても警戒が呼びかけられ

る。 

警報 

大雨警報 

大雨により重大な災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。大雨警報には括弧を付して、大雨警報（土

砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、浸水害）

のように、特に警戒すべき事項が明記される。大雨警報（土砂

災害）は、高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警

戒レベル３に相当。 

洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等による河川の増水により、重大

な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。対象となる重大な災害として、河川の増水や氾濫、堤防の

損傷や決壊による重大な災害が対象としてあげられる。高齢者

等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相

当。 
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大雪警報 
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。 

暴風警報 
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。 

暴風雪警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。「暴風による重大な災害」に加え

て「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災害」のおそ

れについても警戒が呼びかけられる。 

注意報 

大雨注意報 

大雨により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避

難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２

である。 

洪水注意報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発

生するおそれがあると予想されたときに発表される。ハザード

マップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行

動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

大雪注意報 
大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。 

強風注意報 
強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。 

風雪注意報 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。「強風による災害」に加えて「雪を伴う

ことによる視程障害等による災害」のおそれについても注意が

呼びかけられる。 

注意報 

濃霧注意報 
濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。 

雷注意報 

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。また、発達した雷雲の下で発生することの多い竜

巻等の突風や「ひょう」による災害への注意喚起が付加される

こともある。急な強い雨への注意も雷注意報で呼びかけられ

る。 

乾燥注意報 

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。具体的には、火災の危険が大きい気象条件

が予想されたときに発表される。 

なだれ注意報 
「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。 

着氷注意報 

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。具体的には、通信線や送電線、船体等への

被害が発生するおそれのあるときに発表される。 

着雪注意報 

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。具体的には、通信線や送電線、船体等への

被害が発生するおそれのあるときに発表される。 

融雪注意報 

融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。具体的には、浸水害、土砂災害等の災害が発生す

るおそれがあるときに発表される。 

霜注意報 

霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。具体的には、早霜や晩霜により農作物への被害が発

生するおそれのあるときに発表される。 

低温注意報 
低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。具体的には、低温による農作物等への著しい被害
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や、冬季の水道管凍結や破裂による著しい被害が発生するおそ

れがあるときに発表される。 

  特別警報基準 

種  類 発 表 基 準 

大  雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合 

暴  風 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想さ

れる場合 

暴 風 雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹く

と予想される場合 

大  雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

（注） 発表に当たっては、指数（土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数）、積雪量、台風の

中心気圧、最大風速等について過去の災害事例に照らして算出した客観的な指標を設け、こ

れらの実況及び予想に基づいて判断する。 

(2) 雨を要因とする特別警報の指標 

ア 大雨特別警報（浸水害） 

過去の多大な被害をもたらした現象に相当する表面雨量指数及び流域雨量指数の基準値

を地域毎に設定し、以下の(ｱ)又は(ｲ)を満たすと予想される状況において、当該格子が存

在し、かつ、激しい雨（1 時間に概ね 30mm 以上の雨）がさらに降り続くと予想される市町

村等に大雨特別警報（浸水害）を発表。 

  (ｱ) 表面雨量指数として定める基準値以上となる 1 ㎞格子が概ね 30 個以上まとまって出

現。 

(ｲ) 流域雨量指数として定める基準値以上となる 1㎞格子が概ね 20個以上まとまって出 

現。 

    イ 大雨特別警報（土砂災害） 

     過去の多大な被害をもたらした現象に相当する土壌雨量指数の基準値を地域毎に設定し、 

    この基準値以上となる1㎞格子が概ね10個以上まとまって出現すると予想される状況にお 

いて、当該格子が存在し、かつ、激しい雨（1時間に概ね 30mm 以上の雨）がさらに降り続 

くと予想される市町村等に大雨特別警報（土砂災害）を発表。 

  

(3) 台風等を要因とする特別警報の指標 

「伊勢湾台風」級（中心気圧 930hPa 以下又は最大風速 50m/s 以上）の台風や同程度の温帯

低気圧が来襲する場合に、特別警報を発表する。ただし、沖縄地方、奄美地方及び小笠原諸島

については、中心気圧 910hPa 以下又は最大風速 60m/s 以上とする。 

台風については、指標（発表条件）の中心気圧又は最大風速を保ったまま、中心が接近・通

過すると予想される地域（予報円がかかる地域）における、風の警報を、特別警報として発表

する。 

温帯低気圧については、指標（発表条件）の最大風速と同程度の風速が予想される地域に
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おける、暴風（雪を伴う場合は暴風雪）の警報を、特別警報として発表する。 

(4) 雪を要因とする特別警報の指標 

府県程度の広がりを持って 50年に一度の積雪深となり、かつ、その後も警報級の降雪が丸

一日程度以上続くと予想される場合に、大雪特別警報を発表する。 

(5) 雪に関する観測地点毎 50年に一度の値一覧（令和５年 11 月１日現在） 

府県予報区 地点名 50 年に一度の積雪深(㎝) 既往最深積雪(㎝) 

長野県 松本 57 78 

注 1） 50 年に一度の値は過去の観測データから推定した値。 

注 2） 大雪特別警報は、府県程度の広がりをもって 50年に一度の積雪深となり、かつ、その後

も警報級の降雪が丸一日程度以上続くと予想される場合に発表される。個々の地点で 50年

に一度の値となることのみで特別警報となるわけではないことに留意。 
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  警報・注意報発表基準一覧表 

                               (令和５年６月８日現在) 

  

 
１ 警報・注意報はその種類にかかわらず解除されるまで継続される。また新たな警報・注意報が

発表されるときは、これまで継続中の警報・注意報は自動的に解除又は更新されて、新たな警

報・注意報にきりかえられる。 

２ 情報の取扱いについては警報・注意報等の伝達系統に準じて行うものとする 
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大雨及び洪水警報・注意報発表基準 

別表１ 

大雨警報基準（令和６年５月２３日現在） 
 浸水害 土砂災害 
 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

松本地域 塩尻 11 107 

木曽地域 楢川 9 130 

別表２ 

洪水警報基準（令和６年５月２３日現在） 

 流域雨量指数基準 複合基準＊1 
指定河川洪水予報 

による基準 

松本地域 塩尻 

田川流域=11.4 

矢沢川流域=5.3 

小曽部川流域=6.8 

矢沢川流域=（6，4.7） 

奈良井川流域=（6，16.7） 

信濃川水系奈良井川 

［琵琶橋・新橋］ 

木曽地域 楢川 奈良井川流域=12.9 － － 

＊1（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 

別表３ 

大雨注意報基準（令和６年５月２３日現在） 
 浸水害 土砂災害 
 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

松本地域 塩尻 5 85 

木曽地域 楢川 6 104 

別表４ 

洪水注意報基準（令和５年６月８日現在） 

 流域雨量指数基準 複合基準＊1 
指定河川洪水予報 

による基準 

松本地域 塩尻 

田川流域=9.1 

矢沢川流域=4.2 

小曽部川流域=5.4 

矢沢川流域=（6，4.2） 

奈良井川流域=（5，14.8） 

信濃川水系奈良井川 

［琵琶橋・新橋］ 

木曽地域 楢川 奈良井川流域=10.3 － － 

＊1（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 

【府県版警報・注意報発表基準一覧表の解説】 

(1) 本表は、気象・高潮・波浪・洪水に関する警報・注意報の発表基準を一覧表に示したもので

ある。特別警報及び地震動・津波・火山に関する警報の発表基準は、別の資料を参照のこと。 

(2) 警報とは、重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報であり、注意報とは、災

害が起こるおそれのある旨を注意して行う予報である。警報・注意報は、気象要素が本表の基

準に達すると予想される市町村等に対して発表する。 

(3) 波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、風雪注意報、濃霧注意報、記録

的短時間大雨情報の（ ）内は基準として用いる気象要素を示す。なお、府県予報区、一次細

分区域及び市町村等をまとめた地域で取り扱いが異なる場合は、個々の欄に付記している。 
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(4) 大雨、洪水、大雪、高潮、波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、風雪

注意報及び記録的短時間大雨情報では、基準における「…以上」の「以上」を省略した。ま

た、乾燥注意報、濃霧注意報では、基準における「…以下」の「以下」を省略した。なお、上

記以外の注意報では、基準の表記が多岐にわたるため、省略は行っていない。 

(5) 表中において、発表官署が警報・注意報の本文中で用いる「平地、山地」等の地域名で基準

値を記述する場合がある。 

(6) 表中において、対象の市町村等をまとめた地域等で現象が発現しない警報・注意報について

はその欄を斜線で、また現象による災害がきわめて稀であり、災害との関係が不明確であるた

め具体的な基準を定めていない警報・注意報（洪水を除く。）についてはその欄を空白でそれ

ぞれ示している。 

(7) 地震や火山の噴火等、不測の事態により気象災害にかかわる諸条件が変化し、通常の基準を

適用することが適切でない状態となることがある。このような場合は、非常措置として基準の

みにとらわれない警報・注意報の運用を行うことがある。また、このような状態がある程度長

期間継続すると考えられる場合には、特定の警報・注意報について、対象地域を必要最小限の

範囲に限定して「暫定基準」を設定し、通常より低い基準で運用することがある。 

 

【大雨及び洪水警報・注意報基準表（別表１～４）の解説】 

(1) 別表及び別添資料の市町村等をまとめた地域の欄中、（ ）内は府県予報区または一次細分区

域を示す。 

(2) 大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準及び洪水警報・注意報の流域雨量指数基準、複合基準

のうち基準を設定していないもの、洪水警報・注意報の基準となる洪水予報指定河川がない場

合、高潮警報・注意報で現象が発現せず基準を設定していない市町村等については、その欄を

“－”で示している。 

(3) 大雨警報については、表面雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（浸水

害）」、土壌雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害）」、両基準に

達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害、浸水害）」として発表する。 

(4) 大雨警報・注意報の表面雨量指数基準は、市町村等の域内において単一の値をとる。ただ

し、暫定基準を設定する際に市町村等の一部地域のみ通常より低い基準で運用する場合があ

る。この場合、別表１及び３の表面雨量指数基準には市町村等の域内における基準の最低値を

示している。 

(5) 大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準は1km 四方毎に設定しているが、別表１及び３の土壌

雨量指数基準には市町村等の域内における基準の最低値を示している。1km 四方毎の基準値に

ついては、別添資料（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_shisu.html）を

参照のこと。 

(6) 洪水の欄中、｢○○川流域=30｣は、｢○○川流域の流域雨量指数30 以上｣を意味する。 

(7) 洪水警報・注意報の流域雨量指数基準は、各流域のすべての地点に設定しているが、別表２
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及び４の流域雨量指数基準には主要な河川における代表地点の基準値を示している。欄が空白

の場合は、当該市町村等において主要な河川は存在しないことを表している。主要な河川以外

の河川も含めた流域全体の基準値は別添資料

（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_kouzui.html）を参照のこと。 

(8) 洪水警報・注意報の複合基準は、主要な河川における代表地点の（表面雨量指数，流域雨量

指数）の組み合わせによる基準値を示している。その他の地点の基準値は別添資料

（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_kouzui.html）を参照のこと。 

(9) 洪水の欄中、「指定河川洪水予報による基準」の「○○川［△△］」は、洪水警報において

は「指定河川である○○川に発表された洪水予報において、△△基準観測点で氾濫警戒情報又

は氾濫危険情報の発表基準を満たしている場合に洪水警報を発表する」ことを、洪水注意報に

おいては、同じく「△△基準観測点で氾濫注意情報の発表基準を満たしている場合に洪水注意

報を発表する」ことを意味する。 

 

別表１ 警報及び注意報の区域 

一次細 

分区域 

市町村等をまと 

めた地域 
二次細分区域 

北部 

長野地域 
長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、 

小川村、飯綱町 

中野飯山地域 中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村 

大北地域 大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村 

中部 

上田地域 上田市、東御市、青木村、長和町 

佐久地域 
小諸市、佐久市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、 

佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町 

松本地域 
松本、塩尻、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、 

筑北村 

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地 

諏訪地域 岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村 

南部 

上伊那地域 
伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、 

宮田村 

木曽地域 楢川、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町 

下伊那地域 
飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下

條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村 

塩尻、楢川、松本、乗鞍上高地の区域 

名称 区分 

塩尻 長野県塩尻市のうち楢川の区域を除く区域 

楢川 長野県塩尻市のうち奈良井、木曽平沢及び贄川 

松本 長野県松本市のうち乗鞍上高地の区域を除く区域 

乗鞍上高地 長野県松本市のうち安曇及び奈川 
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２ 水防法に基づくもの 

(1) 洪水予報 

水防法に基づき、重要河川で国土交通大臣又は長野県知事が定めた河川について、国土交

通大臣又は長野県知事と気象庁長官が共同してその状況を水位又は流量を示して発表する警

報及び注意報をいう。 

種類 情報名 発表基準 

洪水警報 

氾濫発生情報 

洪水予報区域内で氾濫が発生したとき、氾濫が継続している 

ときに発表される。新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘

導や救援活動等が必要となる。災害がすでに発生している

状況で、命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要が

あるとされる警戒レベル５に相当。 

氾濫危険情報 

基準地点の水位が氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水

位を超える状況が継続しているとき、または急激な水位上

昇によりまもなく氾濫する可能性のある水位を超え、さら

に水位の上昇が見込まれるときに発表される。いつ氾濫が

発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発生に対する

対応を求める段階であり、避難指示の発令の判断の参考と

する。危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４

に相当。 

氾濫警戒情報 

基準地点の水位が氾濫危険水位に到達すると見込まれると

き、避難判断水位に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき、

氾濫危険情報を発表中に氾濫危険水位を下回ったとき（避

難判断水位を下回った場合を除く）、避難判断水位を超える

状況が継続しているとき（水位の上昇の可能性がなくなっ

た場合を除く）に発表される。高齢者等避難の発令の判断

の参考とする。高齢者等は危険な場所からの避難が必要と

される警戒レベル３に相当。 

洪水注意報 氾濫注意情報 

基準地点の水位が氾濫注意水位に達し、更に水位の上昇が見

込まれるとき、氾濫注意水位以上でかつ避難判断水位未 満

の状況が継続しているとき、避難判断水位に達したが水位

の上昇が見込まれないときに発表される。ハザードマップ

による災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行動

の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

 

(2) 避難判断水位到達情報及び氾濫危険水位到達情報 

水防法に基づき、国土交通大臣又は知事がその指定した河川について、水位又は流量を示

して発表する水位情報をいう。 

区分 発表基準 

避難判断 
到達情報 

対象水位観測所の水位が避難判断水位に到達したとき。 

氾濫危険水位 
到達情報 

対象水位観測所の水位が氾濫危険水位に到達したとき。 

(3) 水防警報 

水防法に基づき、国土交通大臣又は知事がその指定した河川について、水防活動のために
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発表する警報をいう。 

区分 発表基準 

水防警報 
水位が氾濫注意水位に達し、上昇のおそれがあり、水防活動の必要が予測されたと
き。（通知内容は別節「水防活動計画」参照のこと。） 

３ 消防法に基づくもの 

(1) 火災気象通報 

消防法第 22 条の規定により、気象状況が火災の予防上危険と認められるとき、長野地方気

象台長が長野県知事に対して行う通報で、知事は直ちに市町村長に通報する。 

区分 発表基準 

火災気象通報 
長野地方気象台が定めた「乾燥注意報」及び「強風注意報」の基準と同一とす
る。 ただし、実施基準に該当する地域及び時間帯で降水（降雪を含む）が予想
される場合には、通報を実施しない場合がある 

(2) 火災警報 

消防法に基づき、市町村が、火災気象通報を受けたとき、又は気象の状況が火災の予防上

危険であると認めたとき、一般に火の使用を制限し警戒を促すために発表する警報をいう。 

区分 発表基準 

火災警報 前項（１）の発表基準に準じる。 

 

４ その他の情報 

  (1) 大雨警報・洪水警報の危険度分布（キキクル）等 

 警報の危険度分布（キキクル）等の概要 

種類 概要 

大雨警報（土砂災

害）の危険度分布

（土砂キキクル） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予想を、地図上で１㎞四方の

領域（メッシュ）ごとに５段階に色分けして示す情報。２時間先までの 雨

量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時 10分毎に更新しており、大雨

警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、危険度が高ま

っている場所を面的に確認することができる。 

大雨警報（浸水

害）の危険度分布

（浸水キキクル） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１㎞四

方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。１時間先までの表面雨量指

数の予測を用いて常時 10分毎に更新しており、大雨警報（浸水害）等が発

表されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認することができ

る。 

洪水警報 

の危険度分布（洪

水キキクル） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他

河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね１

㎞ごとに５段階に色分けして示す情報。３時間先までの流域雨量指数の予

測を用いて常時 10分毎に更新しており、洪水警報等が発表されたときに、

危険度が高まっている場所を面的に確認することができる。 

危険度分布（キキ ・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要がある
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クル）の色が持つ

意味 

とされる脅威レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要があるとされる脅威レベル４

に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる警

戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え

自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

流域雨量指数 

の予測値 

各河川の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度（大河川に

おいては、その支川や下水道の氾濫などの「湛水型内水氾濫」の危険度）の

高まりの予測を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度色分けし

た時系列で示す情報。流域内における雨量分布の実況と６時間先までの予

測（解析雨量及び降水短時間予報等）を用いて常時 10分毎に更新している。 

(2) 早期注意情報（警報級の可能性） 

   ５日先までの警報級の現象の可能性が「高」、「中」の２段階で発表される。当日から翌日に

かけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（長野県北部・中部・南部）

で、２日先から５日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位で発表

される。大雨に関して、「高」又は「中」が予想されている場合は、災害への心構えを高める

必要があることを示す警戒レベル１である。 

(3) 全般気象情報、関東甲信地方気象情報、長野県気象情報 

   気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意・警戒を呼びかけられる場

合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の留意点が解説される場

合等に発表される。雨を要因とする特別警報が発表されたときには、その後速やかに、その

内容を補足するための「記録的な大雨に関する長野県気象情報」、「記録的な大雨に関する関

東甲信地方気象情報」、「記録的な大雨に関する全般気象情報」という表題の気象情報が発表

される。大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状降水帯により非常に

激しい雨が同じ場所で降り続いているときには、「線状降水帯」というキーワードを使って解

説する「顕著な大雨に関する長野県気象情報」、「顕著な大雨に関する関東甲信地方気象情報」、

「顕著な大雨に関する全般気象情報」という表題の気象情報が発表される。大雨・洪水警報

や土砂災害警戒情報等で警戒を呼びかける中で、重大な被害が差し迫っている場合に一層の

警戒を呼びかけるなど、気象台が持つ機器感を端的に伝えるため、本文を記述せず、見出し

文のみの全般・関東甲信地方・長野県気象情報が発表される場合がある。 

(4) 土砂災害警戒情報 

   大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくな

い状況となったときに、市町村長の避難指示や住民の自主避難の判断を支援するため、対象

となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、長野県と長野地方気象台が共同で発表す

る。（塩尻市については、旧塩尻市と旧楢川村で分かれる）なお、これを補足する情報として、
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実際に危険度が高まっている場所は大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂キキクル） で

確認することができる。危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

(5) 記録的短時間大雨情報    

大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１時間降水量）が観測

（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わされた分析）

され、かつ、危険度分布（キキクル）の「危険」（紫）が出現している場合に、気象庁から発表

される。長野県の雨量による発表基準は、１時間 100 ミリ以上の降水が観測又は解析されたと

きである。この情報が発表されたときは、土砂災害や及び低地の浸水や中小河川の増水・氾濫

による災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度

が高まっている場所を危険度分布（キキクル）で確認する必要がある。 

(6) 竜巻注意情報 

   積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかけ

る情報で、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、天気予報の対

象地域と同じ単位（長野県北部・中部・南部）で気象庁から発表される。なお、実際に危険度

が高まっている場所は竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。また、竜巻の目

撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激し

い突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報が、天気予報の対象地域と

同じ発表単位で発表される。この情報の有効期間は発表から概ね１時間である。 

 

【警報等の発表及び解除】 

  警報等を発表及び解除する機関は次のとおりとする。 

  なお、注意報及び警報はその種類にかかわらず、新たな注意報又は警報の発表が行われたとき

には、自動的に切り替えられるものとする。ただし、竜巻注意情報の有効時間は発表から概ね１

時間である。 

警報等の種類 発表機関名 対象区域 

気象注意報 
気象警報 

長野地方気象台 県全域 

洪水注意報 
洪水警報 

長野地方気象台 
建設部河川課   共同 

知事が指定した河川（「県の指定河川」とい
う） 

水防警報 関係建設事務所 知事が指定した河川（「県の指定河川」とい
う） 

火災気象通報 長野地方気象台 県全域 

火災警報 市町村長 各市町村域 

避難判断水位到達情
報、氾濫危険水位到達
情報 

関係建設事務所 知事が指定した河川 

土砂災害警戒情報 長野地方気象台   
建設部砂防課   共同 

県全域 

記録的短時間大雨情報 気象庁 県全域 

竜巻注意情報 気象庁 県全域 
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警報等伝達系統図 

１ 注意報・警報及び情報 

(1) 系統図 

  
 
注１ 二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第８条第１号及び第３号並びに第９条の規定に基づく法定伝達先。 
注２ 二重線の経路は、気象業務法第 15 条の２によって、特別警報の通知もしくは周知の措置が義務づけられている伝達経

路。 
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(2) 通信途絶時の代替経路 

機関名 長野県防災行政無線 

長野県（危機管理部） 
電話 8-231-5208～5210 

ＦＡＸ 8-231-8739 

ＮＨＫ長野放送局 
電話 8-231-8840 

ＦＡＸ 8-231-8841 

北陸地方整備局 
（千曲川河川事務所） 

電話 8-231-8-299-8-84-741-284 

ＦＡＸ 8-231-8-299-8-84-741-359 

 

 

(3) 伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野地方気象台 

危 機 管 理 部 庁 内 各 課 

地 域 振 興 局 

（総務管理・（環境）課） 

 

建 設 事 務 所 

保健福祉事務所 

その他関係機関 

市 町 村 

上記以外の気 

象に関する警 

報・注意報 

オンライン

配信 
防災行政無線 FAX 

内線 FAX 

長野地方気象台 

危 機 管 理 部 

広報・共創推進課 

各 課 

庁 内 各 課 

地 域 振 興 局 

（総務管理・（環境）課） 

建 設 事 務 所 

保健福祉事務所 

その他関係機関 

市 町 村 

住 民 等 

大雨特別警報 

大雪特別警報 

暴風雪特別警報 

暴風特別警報 

大雨注意報 

大雨警報 

洪水注意報 

洪水警報 

土砂災害警戒情報 

大雪警報 

大雪注意報 

オンライン

配信 

特別警報発表時は併せて電話に

より確実な伝達を行う 

※勤務時間外は 

 庁内放送を行わない。 特別警報発表時は住民等 

に対し周知の措置をとる 

使 走 

防災行政無線 FAX 

内線 FAX 

庁内放送 

土砂災害警戒情報発表時は 

電話により着信確認を行う。 
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２ 水防警報等 

(1) 伝達系等 

ア 洪水予報指定河川に対する洪水注意報及び洪水警報 

県管理河川（千曲川上流・下流、裾花川、奈良井川、諏訪湖） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）   は、ＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

  は、防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

  は、長野地方気象台から関係機関への気象情報伝送システム等による伝達を示す。 

  は、電子メールによる伝達を示す。 

       は、その他による伝達を示す。 

千曲川上流は、佐久・上田地域振興局、佐久（佐久北部事務所を含む）・上田建設事務所 

千曲川下流は、北信地域振興局、北信建設事務所 

裾花川は、長野地域振興局、長野建設事務所 

奈良井川は、松本地域振興局、松本建設事務所 

諏訪湖は、諏訪地域振興局、諏訪建設事務所、釜口水門管理事務所 

 

イ 水防警報（知事が行うもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）   は、ＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

     は、水防本部からの防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

長野地方気象台 

危 機 管 理 部 

警 察 本 部 

放送・報道機関 

陸 上 自 衛 隊 

国土交通省関係 

河 川 事 務 所 

関 係 建 設 事 務 所 

関 係 地 域 振 興 局 

水 防 本 部 水 防 管 理 団 体 

水位・雨量観測所 

ダム・水門等管理者 

関 係 警 察 署 

警 報 発 表 

建 設 事 務 所 

長 野 地 方 気 象 台 

水 防 本 部 

千曲川河川事務所又は 

天竜川上流河川事務所 

放 送 機 関 

県危機管理防災課 

関係地域振興局 

陸 上 自 衛 隊 

警 察 本 部 

ダム・水門等管理者 

関係警察署 関係建設事務所 

水 防 管 理 団 体 一般住民 
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ウ 水位情報の通知（知事が行うもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）   は、防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

      は、ＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

 

 

 

 

 

水 防 本 部 

長野地方気象台 

危 機 管 理 部 

警 察 本 部 

国土交通省関係河川事務所 

放送・報道機関 

陸 上 自 衛 隊 

関 係 建 設 事 務 所 

所 管 

建 設 事 務 所 

関 係 地 域 振 興 局 

関係水防管理団体 

水位・雨量観測所 

ダム・水門等管理者 

関 係 警 察 署 
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第２節 災害情報の収集・連絡活動 

【総務部】 

 

 震災対策編第３章第１節「災害情報の収集・連絡活動」を準用する。 
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第３節 非常参集職員の活動 

【総務部】 

第１ 基本方針 

各機関は、市内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、災害応急対策を迅速かつ

強力に推進するため、法令及び防災計画並びに当該機関の防災に関する計画の定めるところによ

ってその活動体制に万全を期するものとする。 

この場合において、それぞれの防災機関は、その組織及び機能の全てをあげて災害応急対策活

動に協力するものとする。 

 

第２ 主な活動 

災害発生のおそれがあるとき又は災害が発生したときは、職員による迅速な配備活動を行うと

ともに、災害の状況により危機管理総合対策チーム又は災害対策本部の設置等を行う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 市が実施する対策 

(1) 責務 

市は、市内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、第一次的に災害

応急対策を実施する機関として、法令、地域防災計画（県・市）及び受援計画（県・市）の定

めるところにより、他市町村、県及び指定地方行政機関等並びに区域内の公共的団体及び市

民等の協力を得て、その有する全機能を発揮して災害応急対策の実施に努める。 

(2) 活動体制 

災害応急対策に対処するため、状況に応じ次表の活動体制をとる。 

なお、各体制の人員については、震災対策編第３章第２節「非常参集職員の活動」による。 

 

（活動開始基準の「◎」印は、指示によらず自主的な参集の基準を示す。） 

活動体制 活動内容 活動期間 活動開始基準 

事前体制 ○危機管理課職員により情報

収集・伝達を行う。（警戒配

備以降に継続するための事

前対策） 

○総務部長が必要と認めた場

合、部内職員による増員を

行う。 

右の基準に該当

したときから、注意

報等が解除された

とき又は危機管理

課長が配備の必要

がないと認めたと

き及び他の体制に

移行したときまで 

○暴風、暴風雪、大雨、洪水

大雪警報発表時 

◎市内に震度３の地震が発

生した場合 

○災害が発生するおそれの

ある場合で危機管理課長

が必要と認めたとき 

警戒体制 ○災害発生前の体制で、各部

局連絡網の確認、情報収集

等行う。 

○災害関係課等の職員で情報

右の基準に該当

したときから、警報

等が解除されたと

き又は総務部長が

○上記基準の状況下で総務

部長が必要と認めたとき 
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収集活動が円滑に行い得る

体制とする。 

配備の必要がない

と認めたとき及び

他の体制に移行し

たときまで 

非常体制 ○災害発生直前又は発生後の

体制で、警戒体制を強化し、

情報収集を行い、応急体制

の準備を整える。 

○事態の推移に伴い、速やか

に「警戒本部」を設置し、

情報、水防、輸送、医療、救

護等の応急対策活動が円滑

に行い得る体制とする。 

右の基準に該当

したときから、警報

等が解除されたと

き又は副市長が配

備の必要がないと

認めたとき及び他

の体制に移行した

ときまで 

○以下のいずれかの状況下

で副市長が必要とみとめ

たとき 

・特別警報発表時 

・災害が発生するおそれが

高まっている場合 

◎市内に震度４の地震が発

生した場合 

◎南海トラフ地震に関連す

る臨時情報（巨大地震注

意）が発表された場合 

○降雪量５１～１００㎝で

必要なとき 

緊急体制 

(全体体制) 

○災害発生後の体制で、「災害

対策本部」を設置の上、非

常体制を強化し、広域的又

は大規模災害に対処する体

制とする。 

○市の組織及び機能の全てを

あげて対処する体制とし、

その所要人員は各所属職員

全員とする。 

○災害の推移により、必要な

人員による体制を構築す

る。 

右の基準に該当

したときから、市長

が配備の必要がな

いと認めたとき及

び他の体制に移行

したときまで 

○大規模な災害が発生した

場合 

○市内全域にわたり大規模

な災害が発生するおそれ

がある場合等で市長が必

要と認めたとき 

◎市内に震度５弱以上の地

震が発生した場合 

◎南海トラフ地震に関連す

る臨時情報（巨大地震警

戒）が発表された場合 

○降雪量１００㎝以上で必

要なとき 

  ※ 活動開始基準の「◎」は、指示によらず自主的な参集の基準を示す。 

  ※ この表は、すべての災害を対象とする。 

(3) 配備指令の伝達及び配備担当者の招集 

震災対策編第３章第２節「非常参集職員の活動」を準用する。 

(4) 災害対策本部の設置 

震災対策編第３章第２節「非常参集職員の活動」を準用する。 

(5) 現地機関の活動体制 

震災対策編第３章第２節「非常参集職員の活動」を準用する。 

(6) 職員の応援 

震災対策編第３章第２節「非常参集職員の活動」を準用する。 

(7) 災害救助法が適用された場合の体制 

震災対策編第３章第２節「非常参集職員の活動」を準用する。 

２ 松本広域消防局及び木曽広域消防本部が実施する対策 

(1) 責務 

松本広域消防局及び木曽広域消防本部は、圏域内に災害が発生し、又は発生するおそれが
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ある場合においては、第一次的に災害応急対策を実施する機関として、法令、県地域防災計

画・市地域防災計画等の定めるところにより、他市町村、県及び指定地方行政機関等並びに

圏域内の公共的団体及び住民等の協力を得て、その有する全機能を発揮して、災害応急対策

の実施に努めるものとする。 

(2) 組織、配備基準（松本広域消防局） 

(1)の責務を遂行するための配備体制及び職員の動員等については、次のとおりとする。 

ア 消防職員の招集 
 

区 分 状     況 配備人員 

１号配備 
現場からの要請、警報が発令された災害が相当に発

生するおそれのあるとき 
係長職以上の職員 

２号配備 
現場からの要請、１号配備では対処できないと認め

られる場合 
職員の 2/3 の招集 

３号配備 ２号配備では対処できないと認められる場合 全職員の招集 

指定配備 
大規模な災害が、局部的に発生し単独署所では対処

できない場合 

自署（所）の職員及び隣接す

る署所から必要な人員の招集 

消防団員の招集は、市の招集計画による。 

イ 警防本部の設置 

震災対策編第３章第２節「非常参集職員の活動」を準用する。 

(3) 配備指令の伝達及び配備担当者の招集 

ア 伝達系統・伝達方法 

震災対策編第３章第２節「非常参集職員の活動」を準用する。 

イ 自主参集 

職員は、日ごろからテレビ、ラジオ等の災害関連情報に十分注意し、災害時はテレビや

ラジオによる情報や周囲の状況から被害甚大と判断される場合、速やかに自主登庁するも

のとする。 

ウ 登庁場所等 

職員は、被害甚大と判断した時は、係長以上の職員にあっては所属消防署・出張所、その

他の職員は最寄りの消防署・出張所に参集するものとする。 

(4)  市災害対策本部との連携 

震災対策編第３章第２節「非常参集職員の活動」を準用する。 

(5) 災害救助法が適用された場合の体制 

震災対策編第３章第２節「非常参集職員の活動」を準用する。 

３ 県が実施する対策 

震災対策編第３章第２節「非常参集職員の活動」を準用する。 

４ その他関係機関が実施する対策 

震災対策編第３章第２節「非常参集職員の活動」を準用する。 
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第４節 広域相互応援活動 

【総務部】 

 

 震災対策編第３章第３節「広域相互応援活動」を準用する。 

 

第５節 ヘリコプターの運用計画 

【総務部】 

 

 震災対策編第３章第４節「ヘリコプターの運用計画」を準用する。 

 

第６節 自衛隊の災害派遣 

【総務部】 

 

 震災対策編第３章第５節「自衛隊の災害派遣」を準用する。 

 

第７節 救助・救急・医療活動 

【健康福祉部】 

 

 震災対策編第３章第６節「救助・救急・医療活動」を準用する。 

 

第８節 消防・水防活動 

【総務部】 

 震災対策編第３章第７節「消防・水防活動」を準用する。 

 

第９節 要配慮者に対する応急活動 

【健康福祉部・こども教育部】 

 

 震災対策編第３章第８節「要配慮者に対する応急活動」を準用する。 
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第１０節 緊急輸送活動 

【建設部・商工観光部】 

 

 震災対策編第３章第９節「緊急輸送活動」を準用する。 

 

第１１節 障害物の処理活動 

【建設部】 

 

 震災対策編第３章第１０節「障害物の処理活動」を準用する。 
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第１２節 避難受入及び情報提供活動 

【総務部】 

第１ 基本方針 

風水害発生時においては、浸水、建築物の破損、火災、がけ崩れ等が予想され、市民の身体、生

命に大きな被害を及ぼすおそれがあるので、避難に係る的確な応急対策について、高齢者、障が

い者等の避難行動要支援者対策を十分考慮し、計画を作成しておくものとする。 

特に浸水想定区域、土砂災害警戒区域等、山地災害危険地区内の要配慮者関連施設については、

避難情報の伝達や、警戒区域の設定並びに避難誘導の実施に当たって、これらの施設に十分配慮

するものとする。 

 

第２ 主な活動 

１ 市長等は適切に避難指示等を発令し、速やかにその内容を市民に周知する。 

２ 必要に応じ、警戒区域の設定を行う。 

３ 避難誘導に当たっては、高齢者、障がい者等の避難行動要支援者に配慮し、誘導員は的確な

指示を行う。 

４ 避難者のために指定避難所を開設し、良好な避難生活を確保する。 

５ 市及び県は、広域的な避難が必要な場合は、相互に連携し、速やかな避難の実施に努める。 

６ 災害救助法が適用されて、県が対応する以外は、市で応急仮設住宅の確保を行う。 

７ 県、市及び関係機関は、被災者等への的確な情報提供を行う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 

(1) 基本方針 

風水害から、人命、身体の保護を図るとともに、災害の拡大防止のため、特に必要と認めら

れる場合には、市民に対して状況に応じて、避難指示等を発令し伝達する。 

避難指示等を発令する者は、関係機関相互に緊密な連携を図りながら、市民の積極的な協

力を得て、災害情報の迅速かつ的確な収集に努めるとともに、避難指示等を発令した場合は、

速やかにその内容を市民に周知するものとする。 

その際、要配慮者の情報収集手段に配慮し、危険が近づいたことなどが、誰にでも理解で

きる内容で伝える事を心がける。 

また、避難指示等の発令に資する防災気象情報を、警戒レベルとの関係が明確になるよう、

５段階の警戒レベル相当情報として区分し、市民の自発的な避難行動等を促す。 
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(2) 実施計画 

ア 実施機関 

実施事項 機 関 等 根     拠 対象災害 

高齢者等避難 市長 災害対策基本法第 56 条 災害全般 

避難指示 

市長 災害対策基本法第 60 条 災害全般 

知事 災害対策基本法第 60 条 災害全般 

水防管理者 水防法第 29 条 洪水 

知事またはその命

を受けた職員 

水防法第 29 条・地すべり等防止法

第 25条 

洪水及び地

すべり 

警察官 

 

災害対策基本法第 61 条 

警察官職務執行法第４条 

災害全般 

〃 

自衛官 自衛隊法第 94条 〃 

緊急安全確保 

市長 災害対策基本法第 60 条 災害全般 

知事 災害対策基本法第 60 条 災害全般 

警察官 災害対策基本法第 61 条 災害全般 

指定避難所の開

設、受入 
市長   

 

イ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の意味 

     「高齢者等避難」とは…   災害が発生するおそれがある場合において、避難に時間を要

する高齢者等の要配慮者が円滑かつ迅速に避難できるよう、

必要な情報の提供その他必要な配慮をすることをい う。 

     「避難指示」とは… 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命   

又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に

必要があると認めるときに、必要と認める地域の必要な居住者等

（居住者、滞在者その他の者をいう。以下同じ。）に対し、避難のた
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めの立退きを指示することをいう。 

「緊急安全確保」とは… 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、

避難のための立退きを行うことよりかえって人の生命又は身体に

危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認

めるときに、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、

高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する

開口部から離れた場所での待避その他の緊急に安全を確保するた

めの措置を指示することをいう。 

 

ウ 避難指示、高齢者等避難及び報告、通知等 

(ｱ) 市長、消防局長又は消防長の行う措置 

 a 高齢者等避難 

災害のリスクのある区域等の高齢者等（避難を完了させるのに時間を要する在宅又        

は施設利用者の高齢者及び障がいのある人等、及びその人の避難を支線する者をい

う。）が危険な場所から避難するべき状況において、必要があると認めるときは、国

の「避難情報に関するガイドライン」等を参考に、次の地域の居住者等に対し、高齢

者等避難を発令するものとする。 

(a) 長野県地方気象台から大雨警報（土砂災害）又は洪水警報が発表され、避難を要         

すると判断される地域 

(b) 国又は長野県と長野地方気象台から共同で洪水警報（氾濫警戒情報）が発表さ

れ、避難を要すると判断される地域 

(c) 河川が避難判断水位に到達し、避難を要すると判断される地域 

 

また、高齢者等以外の者に対しても、不要不急の外出を控え、避難の準備を整える

とともに、必要に応じて自主的に避難するよう呼びかけるものとする。 

 

b 避難指示 

災害時において、市民の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止

するため、特に必要があると認めるときは、国の「避難情報に関するガイドライン」等

を参考に、次の地域の居住者等に対し、避難指示を発令するものとする。 

  (a) 長野県・長野地方気象台から共同で土砂災害警戒情報が発表され、避難を要すると

判断される地域（土砂災害警戒区域等） 

(b) 国又は長野県と長野地方気象台から共同で洪水予報（氾濫危険情報）が発表され、

避難を要すると判断される地域 

(c) 河川が氾濫危険水位に到達し、避難を要すると判断される地域 

  (d) 関係機関から豪雨、台風等災害に関する通報があり、避難を要すると判断される地        
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   域 

  (e) 上流の地域が水害を受けた河川で、危険がある下流の地域 

(f) 地すべりにより著しい危険が切迫している地域 

(g) 火災が随所に発生し、炎上火災の危険があり、人的災害が予測される地域 

(h) 炎上拡大地域の風下に隣接し、延焼の危険が大きな地域 

(i) 避難路の断たれる危険のある地域 

(j) 爆発火災が発生し、再爆発の危険圏内にある地域 

(k) 酸素欠乏もしくは有毒ガス等が大量に流出し、広域にわたり人的被害が予想され

る地域 

 

ｃ 緊急安全確保 

  居住者等が身の安全を確保するために立退き避難することがかえって危険であると      

考えられる状況において、いまだ危険な場所にいる居住者等に対し、指定緊急避難場

所等への「立退き避難」を中心とした避難行動から、「緊急安全確保」を中心とした行

動へと行動変容するよう市長が特に促したい場合に、国の「避難情報に関するガイド

ライン」等を参考に、次の地域の居住者等に対し、緊急安全確保を発令するものとす

る。 

(a) 長野地方気象台から大雨、暴風、暴風雪、大雪に関する特別警報が発表され、避難

を要すると判断される地域  

(b) 国又は長野県と長野地方気象台から共同で洪水予報（氾濫発生情報）が発表され、

避難を要すると判断される地域 

 

 なお、災害の危険性が高まり、避難指示等の対象地域、発令及び解除の判断時期等に     

ついて必要があると認められる場合は、県、指定行政機関及び指定地方行政機関に速や    

かに助言を求めるものとする。  

 

 d 報告（災害対策基本法第 60 条） 

震災対策編第３章第１１節「避難受入及び情報提供活動」を準用する。 

(ｲ) 水防管理者（市長）の行う措置 

震災対策編第３章第１１節「避難受入及び情報提供活動」を準用する。 

(ｳ) 知事又はその命を受けた職員の行う措置 

震災対策編第３章第１１節「避難受入及び情報提供活動」を準用する。 

(ｴ) 警察官の行う措置 

震災対策編第３章第１１節「避難受入及び情報提供活動」を準用する。 

(ｵ) 自衛官の行う措置 

震災対策編第３章第１１節「避難受入及び情報提供活動」を準用する。 
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エ 避難指示等の時期 

上記ウ(ア)に記載する地域に災害が発生し、又は発生すると予想され、生命及び身体を

災害から保護するため必要とする場合に発する。 

なお、避難指示等を解除する場合には、十分に安全性の確認に努めるものとする。 

オ 避難指示等の内容 

避難指示等の発令に際して、次の事項を明確にするものとする。 

(ｱ) 発令者 

(ｲ) 発令日時 

(ｳ) 避難情報の種類 

(ｴ) 対象地域及び対象者 

(ｵ) 緊急避難場所 

(ｶ) 避難の時期・時間 

(ｷ) 避難すべき理由 

(ｸ) 住民のとるべき行動や注意事項 

(ｹ) 避難の経路または通行できない経路 

(ｺ) 危険の度合い 

カ 市民への周知 

震災対策編第３章第１１節「避難受入及び情報提供活動」を準用する。 

キ 避難行動要支援者の状況把握及び避難支援 

震災対策編第３章第１１節「避難受入及び情報提供活動」を準用する。 

ク 市有施設における避難活動 

震災対策編第３章第１１節「避難受入及び情報提供活動」を準用する。 

２ 警戒区域の設定 

震災対策編第３章第１１節「避難受入及び情報提供活動」を準用する。 

３ 避難誘導活動 

震災対策編第３章第１１節「避難受入及び情報提供活動」を準用する。 

４ 避難所の開設・運営 

震災対策編第３章第１１節「避難受入及び情報提供活動」を準用する。 

５ 広域避難及び広域一時滞在を要する場合の活動 

震災対策編第３章第１１節「避難受入及び情報提供活動」を準用する。 

６ 応急仮設住宅の確保 

震災対策編第３章第１１節「避難受入及び情報提供活動」を準用する。 
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第１３節 孤立地域対策活動 

【総務部】 

 

 震災対策編第３章第１２節「孤立地域対策活動」を準用する。 

 

第１４節 食料品等の調達供給活動 

【総務部】 

 

 震災対策編第３章第１３節「食料品等の調達供給活動」を準用する。 

 

第１５節 飲料水の調達供給活動 

【水道事業部】 

 

 震災対策編第３章第１４節「飲料水の調達供給活動」を準用する。 

 
 

第１６節 生活必需品の調達供給活動 

【総務部】 

 

 震災対策編第３章第１５節「生活必需品の調達供給活動」を準用する。 

 

第１７節 保健衛生、感染症予防活動 

【健康福祉部】 

 

 震災対策編第３章第１６節「保健衛生、感染症予防活動」を準用する。 

 

第１８節 遺体の捜索及び対策等の活動 

【健康福祉部・市民地域部】 

 

 震災対策編第３章第１７節「遺体の捜索及び対策等の活動」を準用する。 
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第１９節 廃棄物の処理活動 

【市民地域部・水道事業部】 

 

 震災対策編第３章第１８節「廃棄物の処理活動」を準用する。 

 

第２０節 社会秩序の維持、物価安定等に関する活動 

【総務部・商工観光部】 

 

 震災対策編第３章第１９節「社会秩序の維持、物価安定等に関する活動」を準用する。 

 
 

第２１節 危険物施設等応急活動 

【総務部・商工観光部】 

 

 震災対策編第３章第２０節「危険物施設等応急活動」を準用する。 

 

第２２節 電気施設応急活動 

【総務部】 

 

 震災対策編第３章第２１節「電気施設応急活動」を準用する。 

 

第２３節 都市ガス施設等応急活動 

【総務部】 

 

 震災対策編第３章第２２節「都市ガス施設等応急活動」を準用する。 

 

第２４節 上水道施設応急活動 

【水道事業部】 

 

 震災対策編第３章第２３節「上水道施設応急活動」を準用する。 
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第２５節 下水道施設等応急活動 

【水道事業部】 

 

 震災対策編第３章第２４節「下水道施設等応急活動」を準用する。 

 

第２６節 通信・放送施設応急活動 

【総務部・企画政策部】 

 

 震災対策編第３章第２５節「通信・放送施設応急活動」を準用する。 

 
 

第２７節 鉄道施設応急活動 

 

 

 震災対策編第３章第２６節「鉄道施設応急活動」を準用する。 

 

第２８節 災害広報活動 

【企画政策部】 

 

 震災対策編第３章第２７節「災害広報活動」を準用する。 

 

第２９節 土砂災害等応急活動 

【総務部・建設部・農林部】 

 

 震災対策編第３章第２８節「土砂災害等応急活動」を準用する。 
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第３０節 建築物災害応急活動 

【建設部・こども教育部・交流文化部】 

第１ 基本方針 

強風又は出水等により被害が生じた場合、建築物の所有者等は、建築物内の利用者の安全を確

保するために避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し、必要な措置を講ずる。 

 

第２ 主な活動 

１ 災害発生後、建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し、落

下等の危険性があるものについては、応急措置を講ずる。 

２ 文化財は貴重な国民的財産であることを認識し、被災した場合は、見学者の生命・身体の安

全を確保するとともに、文化財の被害状況を把握し、被害の拡大防止等の応急措置を講ずる。 

 

第３ 活動の内容 

１ 建築物 

(1) 基本方針 

強風又は出水等により被害が生じた場合、建築物の所有者等は建築物内の利用者の安全を

確保するために避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し必要な措置を講ずる。 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する対策 

(ｱ) 市が管理、運営する庁舎、社会福祉施設、市営住宅、市立学校等については、速やかに

被害状況を把握し、利用者の避難誘導等の必要な措置を講じる。 

(ｲ) 住宅や宅地が被災した場合、二次災害から市民の安全の確保を図るため、必要に応じ

て被害状況を調査し、危険度の判定を実施する。 

また、災害の規模が大きくて、市において人員が不足する場合は、県若しくは近隣市

町村に対して支援を求める。 

(ｳ) 必要に応じて、住宅事業者の団体と連携して、被災しながらも応急対策をすれば居住

を継続できる住宅の応急修繕を推進する。 

イ 県が実施する対策 

(ｱ) 県が管理、運営する庁舎、社会福祉施設、病院、県営住宅、県立学校等については、速

やかに被害状況を把握し、利用者の避難誘導等の必要な措置を講じるものとする。(全機

関) 

(ｲ) 市から被災建築物（震災に限る。）や宅地の危険度判定制度の支援を要請され、必要が

あると認められる場合は、職員を派遣するほか、広域的な支援の調整を行うものとする。   

なお、職員の派遣先において、感染症の発生及びまん延が懸念される場合は、感染対

策を適切に行うものとする。 (建設部) 
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ウ 建築物の所有者等が実施する対策 

(ｱ) 建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し必要な措置

を講じるものとする。 

(ｲ) 安全性が確認されるまで、建築物及び危険箇所への立入りの規制等を行うとともに、

屋根材及び看板等の飛散・落下のおそれのあるものについて必要な措置を講じるものと

する。 

２ 文化財 

震災対策編第３章第２９節「建築物災害応急活動」を準用する。 
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第３１節 道路及び橋梁応急活動 

【建設部・農林部】 

 

 震災対策編第３章第３０節「道路及び橋梁応急活動」を準用する。 

 

第３２節 河川施設等応急活動 

【建設部】 

 

 震災対策編第３章第３１節「河川施設等応急活動」を準用する。 

 

第３３節 ため池等災害応急活動 

【農林部】 

 

 震災対策編第３章第３２節「ため池等災害応急活動」を準用する。 
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第３４節 農林水産物災害応急活動 

【農林部】 

第１ 基本方針 

迅速かつ的確な被害状況の把握に努め、被害の拡大防止のための栽培管理等の指導を徹底する

とともに、農作物、森林の病害虫や家畜等の伝染性疾病の発生・まん延防止のための防除を推進

する。一方、立木等の倒壊による二次災害防止のための除去を行うものとする。 

また、被災した農林水産物の生産、流通、加工施設等の速やかな復旧に努めるものとする。 

 

第２ 主な活動 

速やかに被害を調査し、状況の的確な把握に努め、関係機関・団体と連携をとりながら被害の

拡大防止と迅速な復旧に向けて、技術指導等必要な措置を講ずる。 

 

第３ 活動の内容 

１ 農水産物災害応急対策 

(1) 基本方針 

被災農作物等の技術指導は、市、県及び農業団体等が協力して行うとともに、病害虫、家畜

疾病の発生・まん延防止の徹底に努める。 

また、被災した生産施設、集出荷貯蔵施設等の速やかな復旧を進める。 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する対策 

(ｱ) 農業農村支援センター、農業協同組合等関係機関と連携して、被害状況の早期かつ的

確な把握に努め、その結果を農業農村支援センターに報告する。 

(ｲ) 農作物等被害の拡大防止、病害虫の発生防止のため農業協同組合等と連携して、速や

かに農業者に周知徹底する。 

(ｳ) 家畜等の伝染性疾病の発生・まん延防止のため、被災農家等の状況把握・検査の実施

及び消毒等の指導を行う。 

(ｴ) 被災農家の家畜への飼料供給を確保するため、国、県及び関係団体との調整を図る。 

(ｵ) 被災した生産施設、集出荷貯蔵施設等の速やかな復旧を支援する。 

イ 県が実施する対策（農政部） 

(ｱ) 県及び農業農村支援センターは、市、農業団体等と連携を取り、被害状況の早期・的確

な把握を行うものとする。 

(ｲ) 被害の状況に応じ、県又は現地機関において、農作物等被害の拡大防止、病害虫の発

生防止に対する技術対策を作成し、農業農村支援センター、病害虫防除所等の現地機関

を通じて、指導の徹底を図るものとする。 

(ｳ) 家畜等の伝染性疾病の発生・まん延防止のため、家畜保健衛生所、水産試験場におい
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て、被災農家等の状況把握・検査の実施及び消毒等の指導を行うものとする。 

(ｴ) 被災地における家畜への飼料供給及び生乳の集送体制を確保するため、国、市及び関

係団体との調整を行うものとする。 

(ｵ) 被災した生産施設、集出荷貯蔵施設等の速やかな復旧を支援するものとする。 

(ｶ) 必要に応じて、市や関係機関と連携して、被災地における農業関係のボランティアニ

ーズの把握に努めるとともに、受入が必要となる場合には技術支援を行う。 

ウ 関係機関・関係団体が実施する対策（農業共済組合・農業協同組合） 

(ｱ) 市と連携して被害状況の把握を行うとともに、農業者に対する講習会等を実施するな

どにより、農作物被害の拡大防止、病害虫の発生防止に努めるものとする。 

(ｲ) 被災した集出荷施設等の速やかな復旧を進めるものとする。 

エ 市民が実施する対策 

(ｱ) 市等が行う被害状況調査や応急復旧対策に協力するとともに、農協等の指導に基づき、

農作物被害の拡大防止、病害虫の発生防止対策を実施するものとする。 

(ｲ) 作目別の主な応急対策 

ａ 水稲 

(a) 浸水・冠水したものは排水に努め、排水後速やかにいもち病、黄化萎縮病、白葉枯

病の防除を行う。 

(b) 土砂流入田は、茎葉が３分の２以上埋没した場合、土砂を取り除く。 

(c) 水路等が損壊した場合は修理し、かん水できるようにするが、かん水不能な場合

は、揚水ポンプ等によるかん水を行う。 

ｂ 果樹 

(a) 浸水・滞水している園は、速やかな排水に努めるとともに、根が障害を受けない

よう土砂の排水、中耕などを行う。 

(b) 倒伏、枝折れ、枝裂け、果樹棚の損傷等の応急処置に努める。 

(c) 傾いた支柱やハウス破損等の応急処置に努めるものとする。 

(d) 果実や葉に付着した泥は、速やかに洗い流すものとする。 

(e) 病害虫の発生防止のための防除を行う。 

ｃ 野菜及び花き 

(a) 浸水・滞水している園は、速やかな排水に努めるとともに、表土が乾き次第浅く

中耕し、生育の回復を図る。 

(b) 病害虫の発生防止のための防除を行う。 

(c) ハウス破損等の応急処置に努める。 

(d) 茎葉に泥等が付着している場合は、水洗、洗浄を行う。 

ｄ 畜産 

(a) 畜舎に流入した土砂はきれいに排出するとともに、畜舎内外の水洗・消毒を十分

行う。また、乾燥を図り疾病及び病害の発生を防ぐ。 
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(b) 倒伏した飼料作物は、被害の著しい場合は速やかに刈取りサイレージとし、軽微

な場合は回復を持って適時刈取りに努める。 

ｅ 水産 

養殖場に流入した土砂はきれいに排出するとともに、死魚の除去を図り疾病及び病

害の発生を防ぐ。 

(ｲ) 被災した生産施設等の速やかな復旧を進めるものとする。 

２ 林産物災害応急対策 

震災対策編第３章第３３節「農林水産物災害応急活動」を準用する。 
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第３５節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

【全部・事業部】 

第１ 基本方針 

風水害が発生した場合は、その被害が時間の経過とともに拡大する場合も多く、また、二次災

害が発生する場合もある。 

被害を最小限に抑えるため、迅速かつ的確な応急活動を実施することが重要である。 

 

第２ 主な活動 

１ 構造物に係る二次災害を防止するための活動を行う。 

２ 危険物施設等に係る二次災害を防止するため、それぞれの危険物に応じた活動を行う。 

３ 河川施設の二次災害を防止するための活動を行い、被害の拡大を防ぐ。 

４ 倒木等の流下による二次災害を防止するための活動を実施する。 

５ 危険箇所の緊急点検等の活動を実施する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 構造物に係る二次災害防止対策 

(1) 基本方針 

道路・橋梁等の構造物についても、倒壊等の二次災害を防止するための措置を講ずる必要

がある。 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する対策 

(ｱ) 市内の道路及び橋梁の被害について、速やかに県に報告し、各関係機関との連携を図

りながら交通規制、応急復旧を行う。 

(ｲ) 災害時に、適切な管理のなされていない空家等に対し、緊急に安全を確保するための

必要最小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措

置の支障となる空家等の全部又は一部の除却等の措置を行う。 

イ 松本広域消防局及び木曽広域消防本部が実施する対策 

(ｱ) 市内の主要道路及び橋梁の被害状況の情報収集に着手するとともに、消防、救助活動

上有効な迂回路等の掌握に努めるものとする。 

(ｲ) 消防活動上最重要な道路・橋梁などの障害については、早急に関係機関への応急復旧

を依頼するものとする。 

ウ 県が実施する対策 

(ｱ) 林道の重要施設については、市に協力し、状況に応じて速やかに応急点検を実施する

ものとする。（林務部） 

(ｲ) 道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、自転車やバイク等の多
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様な移動手段の活用によりパトロール等を実施するとともに、道路情報モニター及び官

民のプローブ情報の活用等により情報収集をするものとする。（建設部、警察本部、道路

公社） 

(ｳ) パトロール結果及び道路情報モニター等からの情報をもとに、必要に応じて迂回道路

の選定を行い、交通規制が必要な箇所は、関係機関と調整を図り、必要な措置をとるも

のとする。道路及び橋梁に被害が発生した場合は、当該施設管理者へ通報するものとす

る。（建設部、警察本部、道路公社） 

(ｴ) 災害発生箇所、内容、通行規制状況、迂回路等の情報(以下「道路情報等」という。)に

ついて、ビーコン、ＥＴＣ２．０、道路情報板、路側放送、インターネット等により、迅

速かつ的確に道路利用者に対して一元的な情報提供を行うものとする。 

また、日本道路交通情報センターを通じ、市民、道路利用者等に対して道路情報等及

び道路の混雑状況を適時適切に提供するものとする。（建設部、警察本部、道路公社） 

(ｵ) パトロール等による巡視の結果等をもとに、路上の障害物の除去及び被災道路の応急

復旧計画を策定し、建設業協会各支部と結んだ業務協定に基づき、緊急輸送道路の機能

確保を最優先に応急復旧工事を行うものとする。 

また、路上の障害物の除去及び応急復旧対策の工法は、被害の状況、本復旧までの工

期、施工量、資機材の有無等を考慮し適切な方法を選択するものとする。 

（建設部、警察本部、道路公社） 

エ その他関係機関が実施する対策（関東・中部地方整備局） 

(ｱ) 道路の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、国道事務所、出張所において速

やかに自転車やバイク等の多様な移動手段の活用によりパトロール等を実施するととも

に、道路情報モニター及び官民のプローブ情報の活用等により情報収集に努めるものと

する。 

(ｲ) パトロール等による巡視の結果及び道路情報モニター等からの情報をもとに、必要に

応じて迂回道路の選定を行い、交通規制等が必要な箇所は関係機関と調整を図り、必要

な措置を講じるものとする。 

(ｳ) 災害発生箇所、内容、通行規制状況、緊急輸送路の指定状況、迂回路等の情報につい

て、ビーコン、ＥＴＣ２．０、道路情報板、路側放送、インターネット等により、迅速か

つ的確に道路利用者に対して情報提供を行うものとする。 

(ｴ) パトロール等による巡視の結果等をもとに、路上の障害物の除去及び被災道路の応急

復旧計画を策定し、速やかに応急復旧工事を行うものとする。 

２ 危険物施設等に係る二次災害防止対策 

震災対策編第３章第３４節「災害の拡大防止と二次災害の防止活動」を準用する。 

３ 河川施設の二次災害防止、浸水被害の拡大防止及び再度災害の防止 

(1) 基本方針 

浸水被害が発生した場合は、その被害を最小限に抑えるため、また、再度の災害発生を防
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止するための応急活動が必要である。また、二次的な災害の発生が考えられる場合には、危

険箇所の点検を行い、その結果必要な応急活動を実施する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する対策 

(ｱ) 河川管理施設に二次的な災害の発生が考えられる場合は、特に工事中の箇所及び危険

箇所を重点的に巡視し、応急復旧を実施する。 

(ｲ) 巡視の結果、危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や市民に周知を図

る。 

(ｳ) 風水害による被害箇所の早期復旧のため、復旧計画を立て、従前の河川の機能を回復

させる。 

(ｴ) 災害発生のおそれがある場合は、速やかに適切な避難対策を実施する。 

(ｵ) 被害の拡大を防止するため、水防活動を実施する。 

イ 松本広域消防局及び木曽広域消防本部が実施する対策 

(ｱ) 河川管理施設に二次的災害の発生が考えられる場合には、工事箇所、危険箇所の巡視

を実施し、危険性が高いと判断された場合は、市に速報するものとする。 

(ｲ) 災害発生のおそれがある場合は、市と連携し、速やかに適切な避難誘導を実施するも

のとする。 

ウ 県が実施する対策（建設部） 

(ｱ) 市の水防活動を支援するため、水防に関する情報の連絡又は交換を図り、水防上必要

な資器材の調達並びに技術的な援助を与える等、調整に当たるものとする。 

(ｲ) 河川管理施設に二次災害の発生が考えられる場合は、特に工事中の箇所及び危険箇所

を重点的に巡視し、応急復旧を実施するものとする。 

(ｳ) 風水害による被害箇所の早期復旧のため、復旧計画を立て、従前の河川の機能を回復

させるものとする。 

エ 市民が実施する対策 

被害の拡大を防止するため、水防活動に協力するものとする。 

オ ダム管理者が実施する対策 

(ｱ) 異常出水が発生した場合は、速やかにダム施設の臨時点検を実施するものとする。 

(ｲ) 臨時点検の結果、漏水量、変形、揚圧力等に異常が認められ、かつ急速に増加の傾向を

示す場合は、臨機に止水措置、貯水制限、水位低下等の措置をとるものとする。 

(ｳ) この際、各ダムの操作規則等の規定により、関係機関及び一般市民への連絡及び警報

等を行うものとする。 

４ 風倒木対策 

(1) 基本方針 

豪雨災害時には、渓流に押し出された倒木が、流路を閉塞し鉄砲水の原因となったり、下

流で橋梁等の構造物と絡んで水害を助長する原因となる場合もあるため、倒木についても対
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策を講ずる必要がある。 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する対策 

倒木による二次災害の発生を防止するため必要に応じて、倒木の除去等の応急対策を講

ずる。 

イ 県が実施する対策（林務部） 

倒木による二次災害の発生を防止するため必要に応じて、倒木の除去等の応急対策を講

ずるものとする。 

５ 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策 

震災対策編第３章第３４節「災害の拡大防止と二次災害の防止活動」を準用する。 
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第３６節 文教活動 

【こども教育部】 

第１ 基本方針 

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、保育園及び幼稚園（以下「学校等」という。）は、

常に多くの幼児及び児童生徒（以下この節において「児童生徒等」という）を収容する施設であ

り、災害時においては、児童生徒等の安全及び教育を確保する必要がある。 

このため、あらかじめ定められた計画に基づき、避難誘導活動に努めるとともに、速やかな応

急教育の実施、被災した児童生徒等に対する教科書の供与及び就学援助等の措置を行う。 

 

第２ 主な取組み 

１ 児童生徒等に対する安全な避難誘導、保護者への引き渡し 

２ 被害状況の把握、授業継続のための措置、学校給食の確保 

３ 被災した児童生徒等に対する教科書の供与、就学援助等 

 

第３ 活動の内容 

１ 児童生徒等に対する避難誘導 

(1) 基本方針 

学校等の長は、災害発生に際して、あらかじめ定められた計画（土砂災害警戒区以内に立

地する施設にあっては避難確保計画）に基づき、児童生徒等の人命の保護を第一義とした避

難誘導活動に努める。 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する対策 

(ｱ) 学校等において学校等の長は、風水害が発生し、又は発生するおそれのある場合は、

児童生徒等の安全を確保するために、あらかじめ定められた計画（土砂災害警戒区以内

に立地する施設にあっては避難確保計画）により適切な避難誘導措置をとる。 

(ｲ) 情報収集等に努め、適切な緊急避難の指示を与え、速やかに指定された避難場所・施

設等へ誘導し、避難状況を正確に把握し、所在不明の児童生徒等がいる場合は、捜索・救

出に当たる。 

(ｳ) 児童生徒等を帰宅させる場合、道路の状況、火災や崩落などの状況を十分把握し、児

童生徒等の安全に配慮し、状況によっては、教職員等が引率し、集団下校などにより、保

護者に直接引き渡す等の措置をとる。また、状況により帰宅させることが困難な場合は、

学校等又は避難所において保護する。 

イ 県が実施する対策（県民文化部、教育委員会） 

(ｱ) 県立の学校等において学校等の長は、風水害が発生し、又は発生するおそれのある場

合は、児童生徒等の安全を確保するために、あらかじめ定めた計画（土砂災害警戒区以
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内に立地する施設にあっては避難確保計画）及び次の事項に留意し、適切な避難誘導措

置をとるものとする。 

ａ 児童生徒等が登校する前の措置 

台風や大雨に関する情報の収集に努め、風水害が発生又は発生するおそれのある場

合は、休業の措置をとるものとし、児童生徒等及び保護者に周知するとともに、県教

育委員会（以下「県教委」という）にその旨連絡するものとする。 

ｂ 児童生徒等が在校中の場合の措置 

(a) 情報収集に努め、道路閉鎖や交通機関の運行に支障が生ずる前に、安全な方法で

下校又は保護者への引渡しを行うものとする。 

(b) 市長等から避難指示があった場合及び学校等の長の判断により、児童生徒等を速

やかに指定された避難場所・施設へ誘導するものとする。 

(c) 全校の児童生徒等の避難状況を正確に把握し、負傷した児童生徒等に適切な処置

を行うとともに所在不明の児童生徒等がいる場合は、捜索・救出に当たるものとす

る。 

また、避難状況を県教委に報告するとともに保護者、市及び関係機関に連絡する

ものとする。 

ｃ 児童生徒等の帰宅、引き渡し、保護 

(a) 児童生徒等を帰宅させる場合、道路の状況、交通機関の運行状況、崩落、河川の氾

濫などの状況を十分把握した上で、児童生徒等の安全に配慮し、下校の方法を決定

するものとする。 

(b) 災害の状況によっては、教職員が引率して各地区まで集団で下校するか、保護者

に直接引き渡す等の措置をとるものとする。 

(c) 災害の状況及び児童生徒等の状況により、帰宅させることが困難な場合は、学校等

又は避難所において保護するものとする。 

(ｲ) 県は、私立学校に対して、県立学校の対策に準じて適切な対策を行うよう指導するも

のとする。(県民文化部) 

２ 応急教育計画 

震災対策編第３章第３５節「文教活動」を準用する。 

３ 教科書の供給等 

震災対策編第３章第３５節「文教活動」を準用する。 
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第３７節 飼養動物の保護対策 

【市民地域部】 

 

 震災対策編第３章第３６節「飼養動物の保護対策」を準用する。 

 

第３８節 ボランティアの受入体制 

【健康福祉部、市民交流センター】 

  

震災対策編第３章第３７節「ボランティアの受入体制」を準用する。 

 

第３９節 義援物資及び義援金の受入体制 

【健康福祉部、会計課】 

 

 震災対策編第３章第３８節「義援物資及び義援金の受入体制」を準用する。 

 

第４０節 災害救助法の適用 

【総務部】 

 

 震災対策編第３章第３９節「災害救助法の適用」を準用する。 

 

第４１節 観光地の災害応急対策 

 

 震災対策編第３章第４０節「観光地の災害応急対策」を準用する。 
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第４章 災害復旧計画 
 

第１節 復旧・復興の基本方針の決定 

 

 震災対策編第４章第１節「復旧・復興の基本方針の決定」を準用する。 

 

第２節 迅速な原状復旧の進め方 

 

 震災対策編第４章第２節「迅速な原状復旧の進め方」を準用する。 

 

第３節 計画的な復興 

 

 震災対策編第４章第３節「計画的な復興」を準用する。 

 

第４節 資金計画 

 

 震災対策編第４章第４節「資金計画」を準用する。 

 

第５節 被災者等の生活再建等の支援 

 

 震災対策編第４章第５節「被災者等の生活再建等の支援」を準用する。 

 

第６節 被災中小企業等の復興 

 

 震災対策編第４章第６節「被災中小企業等の復興」を準用する。 
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第７節 被災した観光地の復興 

 

 震災対策編第４章第７節「被災した観光地の復興」を準用する。 

 


